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総説

看護におけるアドボカシー
一文献レビュー-

a，、d・v
~咽同V

手字仰U4Uヲ"tWt仰タ

I.はじめに

竹村節子

滋賀県立大学人間看護学部

背景 日本において看護領域でアドポカシーの言葉が紹介されたのはおおよそ10年前である。

看護教育や臨床現場で比較的使われるようになったのは近年である。もともと法律用語である言葉を

看護で用いることにはまだ問題がある。その理由は、アドボカシーの意味することや構成要素について

不明確で混乱が生じているからである。従って、当然患者ア ドボケイトとしての役割について、どのよ

うな行動をすることなのかの明確な指針がない。アドボカシーの意味やアドボケイト役割について、看

護基礎教育でどのように教授していくかが重要である。

目的 看護が行うアドボカシー (nursingadvocacy)や患者アドボカシー (patientadvocacy)の概

念 ・モデルについて欧米の文献から探索し理解を深め、それについて看護基礎教育のなかでどのように

教授するかの資料とする。

方法 看護におけるアドボカシーや患者アドボケイトに関する文献は日本では非常に少ない。そこで、

頻回に引用されている看護アドボカシーの基礎理論といわれている文献や実証的研究について記述して

いる文献を中心に レビュ ーした。

結果・考察 アドボカシ ーの意味は I~のために弁護する J I~のために声をあげる(代弁する) J I ~ 
のために支えるJI~に力を与える J I~と協調して取り組むJ I~から保護する 」 などに解されている。

法的システムでは 「法廷の裁判で任意の者の訴訟を弁護する」と明E在に定義されている。看護文献では

専門家による援助の Igiving of;惜しみない献身」として反映されがちである。文献の多くは、アド

ボカシ一役割を誰が行うのが適任かという正当化論の内容が多い。また、実証的研究の殆どはインタビュー

による質的記述式研究であり、患者、看護師、医師 ・環境の相互関係について提示している。

階層性のある医療体制の中では、看護師が患者のアドボケイトになることやアドボカシーを行うこと

は大きなリスクが伴うこと、アドボカシーを行うためには看護師個々の道徳的 ・義務的な考えや特性だ

けでは限界があることなどを明示している。これらのことを踏まえながら看護基礎教育でアドボカシ一

概念を理解させ、将来の看護の役割について探求していくよう動機つけることが大切である。さらに現

場で派生する現象を検証しながら実践能力を向上させていく ための継続教育が必要である。一方におい

て、看護師がアドボカシ一行動をしやすい職場環境を他職種と協働して構築していくことや将来的には

看護織の身分を保障する法的な整備に向けての活動が重要である。

キーワード 文献、アドボ カシーおよびア ドポケイト、 3者関係、 概念 ・モデル、 看護師の役割

わが国の看護領域でAdvocacyの言葉が紹介されたの

は、1995年小玉氏による文献レビュ ー (小玉 1995)1)が

最初であろう 。 その後アドボカシーに関す る文献には、

文献レ ビュー (鈴木 1997)2)、研究ノート (石本 2000)3)、

倫理的な文脈からの記述(石本 2000)ペバイロットス

タディ CDavis他 20025
)・20036

))、 海外研究の動向

(石本 2003)7に 事例による提示(高田 2003)8)、文献

レビュ ー (渡辺訳 20039
)，早野訳 200310

))、コーディネー

ターナースのアボケイトとしての役割(渡辺 ・伊藤他

2003) 11)などがある。看護系学会では、 1997年に開催さ

れた「第16回日本看護科学学会Jのシンポジウムで取り

上げられ、 さらに2004年の同学会第24回大会でも会長公

演で示された。前者に おいて武井(1997)12)は、「アド

ボカ.シーは疾患や障害をもっ当事者が自らの権利を主張

できない場合、当事者に代わって第三者が権利を主張す
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るシステムを指す」と述べている。さらに、看護師が患

者のアドボケイトになり得るかについて、看護師の職業

上の立場から考えなければならないことを示唆している。

小林(1997)ゆもケアに直接係わる看護師はアドボケイ

トにはなりにくく第三者的立場にあるもの(個人や機関)

が行うのがよいとしている。後者において高崎 (2005)

ωは、高齢者虐待は高齢者への人権侵害であり、病弱な

高齢者の人権を守るために支援するネットワ ークづくり

の重要性を述べている。さらに、「看護職が保健医療福

祉のサービスを必要とする高齢者やその家族と比較的初

期の段階で接する機会が多いことや、対象者の医療的な

側面と生活の側面を統合的にみることができる立場にい

る」から、アドボカシーを確立するのが看護職の責務で

あるとしている。倫理問題に係わる専門家は「①専門領

域における最高の能力、②有意義で社会的な価値をもっ

サービスへの貢献、③高度な自律性をもって実践する能

力、④専門領域とその業務の場で的確な意思決定を下す

能力という資質をもっていなければならない」とされて

いることを示し、アドボケイトとしての役割を担うため

の看護師の資質について示唆している。両学会において

は、アドボカシーを行う対象者として、精神障害者や高

齢者などに限定されている。

アドボカシーの概念 ・モデルや看護師のアドボケイ卜

としての役割についての記述に関する文献は、外国には

多くあるもののわが国では少い。特に看護師がアドボカ

シーをどう理解し、どのような経験や教育を受けてきた

かについての実証的研究の報告は欧米においても少ない

状況で、わが国ではほとんどない。

アドボカシーの用語はもともと法律用語であり、それ

を臨床の場で用いることによる混乱がある上、学際的に

関連があるため、アドボカシーの概念は複雑で暖昧であ

る。欧米におけるアドボカシーに関する記述は、看護実

践の、例えば意思決定の過程においてはなくてはならな

いもの、道徳的倫理的意味づけにおける実践的側面とし

て自律性などといった看護概念に組み込まれたものとし

て、あるいは患者のエンパワーメントとして取り扱われ

ている。

以上のことから、看護師のアドボカシ一役割を考えて

いく上で、看護師がアドボカシーを行う整合性はあるの

か、患者の看護をする看護師(当事者)がアドボカシ一

役割をすることができるのか、アドボカシーの機能は看

護師にとってどんな位置づけなのか(役割拡大か新たな

役割なのか)を明らかにしていく必要がある。また、近

年において、看護基礎教育の教本の中にアボカシーに関

する記述が見受けられるようになってきている(坪井他

1997ベ氏家他 20011田・2003ベ大西他 2005ベ鈴木他

2005ベ池松他 2005回l)。殆どはアドボカシ ーを人権擁

護と提示し、ごくわずかな紙面で述べているだけである。

竹村節子

看護師のアドボカシ一役割を考える最初の場面は看護教

育の場であるから、アドボカシ一概念をどのように教え

ていくかが重要である。そのためにも外国の文献を紐解

いていきながらアドボカシ一概念を理解していくことが

必要である。

II. 欧米の文献によるアドボカシ一概念・
モデル

アドボカシーの概念、はヘルスケアの場で、様々な職種

の専門職行動を述べるために使われているが、アドボカ

シーの意味 ・概念について、根底にある前提を分析する

ことの必要性が十分認識されていないかもしれなし、。 し

かし、アドボカシーの概念 ・モデルを探求するには日本

の文献がないため、欧米の文献からレビュ ーしていく必

要がある。アドボカシ一概念 ・モデルに関する欧米の文

献の大半は、様々なヘルスケア従事者とそれに関連する

専門家たちの誰がアドボカシ一役割を行うのが適任かと

いう、アドボカシ一役割を主張する正当化論争に焦点を

当てたものが多い。その中に患者/クライアン卜アドボ

カシーが専門看護師の新たな役割と主張しているものが

あるが、アドボケイトとしての看護師に提案されたモデ

ルは数が少ない上さまざまに解釈され暖昧であるために、

実際にアドボカシーを行うにあたり明確な指針となり得

ないのが現状である。 しかし、それを認識した上で欧米

の先人達がアドポカシーをどのように考えてきたかを探っ

ていく 。

1.アドボカシーの意味と背景

著者の多くは患者アドボカシーの議論を始めるときに、

オックスフォ ー ド英語辞典 (OED;1989)21lによるその

言葉の意味を参照している。すなわち、 iadvocacyJと

いう語の語源は 15世紀にさかのぼることができ、 í~の

ために弁護する、もしくは支える」という意味である。

ラテン語の語源では iAdJは itoJであり、 iVocareJ

は itocallJを意味する。法システムでは、役割は明

瞭に定義されており、 iadvocateJは idetermined with 

the ‘advocate' as 'one whose profession is to plead 

the cause of any one in a court of iustice a coun-

selor or counse]' 一「その(専門の)職業は法廷の裁

判で任意の者の訴訟を弁護する者である;カウンセラ ー

もしくは助言Jとはっきり決められている。また iOne

who pleads、interceded、orspeaks for、orin behalf 

of、another;a pleader、intercessor、defenderJ一他

の人を弁護する人、仲裁する人、~の味方になり話をす

る人、弁護士、仲裁者(調停者)、擁護者 と明示して

いる。これらの辞書の「語源」は看護のアドボカシーに

ついて議論の根拠を提供するものの、看護へのアドボカ

シーの適用にあたっては無視される傾向にあると
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Napley (991)22)は述べている。つまり、 Icalling toJ 

は法システムでは Iagency ;代理行為 ・代理権」とい

う概念、に訳され、契約がクライアン卜とアドボケ イト の

間でまとめられるが、看護文献では、この役割の首唱者

は患者/クライアントとは見なさず、むしろそれを主張

する専門職と見なされ、クライアン卜による Icalling 

toJを直接表さずに、専門家による援助の Igiving of ; 

惜しみない献身」と反映しがちであるというのである

(Mallik 1997)ヘ
医療におけるadvocacymodelsは看護の外部で‘開発さ

れてきた。それは Ithevolunt巴巴radvocate;自発的ア

ドボケイトJと Ithe professional ad vocate;専門的ア

ドボケイ卜」である。患者アドボカシーにおけるvolunt-

ary careersは、精神および身体障害者などの社会的最

弱者を支えるために開発されたもので、特定の医療ニー

ズに対する不十分なサ ービ ス供給への反応だった

(Sang & O'Brien 198224)， Butler et al. 198825))。
現在では高齢者や民族的マイノリティなど市民権を奪わ

れた他集団も包含している。

自発的枠組みの範囲内では、契約モデル(市民アドボ

カシー)、自己アドボケイトモデル(自己アドボカシー

集団)、共同/団体モデル (政治的アドボカシー)、助言

的ケースワークモデル(消費者自助クループ)のような

モデルがある。これらの思想は今日では社会的に無視さ

れた個人や集団へのエンパワ ーメン卜に転換されてきて

おり 、自己決定という概念を生み出している (Bernard

& Glendenning 1990ベWertheimer199327))。

これはサービス供給者から発生してきたので、医療専

門職は自分をクライアントのために行動する最善のもの

(地位や資格など)とは考えていないので、アドボケイ

卜のニーズを考えることを拒否 (Butler巴tal. 1988) 

あるいは認識していなかった。

1970年代初頭、患者/クライアン 卜アドボカシ ーにお

ける専門的役割すなわち「患者の代理」役割が病院内で

普及した (Mailik1984)四)。この流れの源流は1960年代

の公民権運動や消費者運動に辿る。公民権運動は有色人

種とりわけ黒人の政治的権利を回復する自由闘争 米国

所得制度における人種差別に対して法的な挑戦ーとして

発生し、発展してきた。このとき急進的な弁護士とアド

ノfイザーを引き入れたのである。対象者の自律を尊重し、

「人たるに値する」生活、 「人間の尊厳」を失わない生活

の保障に向けた活動であった。そして、対象を Ipeople 

in need (困難に陥ってい る人)Jから Ipeople with 

rights (権利の主体者)Jとして捉えられるようになっ

た。自律の概念は自分の生き方を自分で決めることであ

り、自分の主体的な生き方を規制するより大きな概念、で

ある。これが20世紀にはいって生存権を中心とする「社

会権」、つまり生存を可能に 「してもらうJ権利につな

3 

がった。社会権の実現には自らの権利を主張し、要求す

る自由権が認められていることが前提である。この基盤

には1948年の世界人権宣言をはじめとして、多くの人権

宣言 ・条約が制定され、人々の人権意識を向上させてき

た背景があった。従って、クライアン卜が最善の自己決

定ができるようにクライアントを助けることを通じて自

律に向けて援助することをアドボケイトと解釈されてい

る。この役割を誰が行うかの縄張り主張についての論争

の記述が前述したように文献に多く見られる。

2.看護におけるアドボカ シーの発生とその背景

1964年の世界医師会 「へルシンキ宣言」 、1973年アメ

リカ病院協会「患者の権利章典に関する宣言」 、1975年

インフォームド ・コンセ ントの指針が追加された「東京

ヘルシンキ宣言」 、1981年同意を欠く治療を不正行為と

する判例を提示した 「リスボン宣言」、 1983年世界医師

会の「医の倫理の国際要領修正」など、 1970から80年代

にかけて患者権利に関連したステ ー トメントが明示され

た。その流れから1970年代初頭からアメリカの医療 ・看

護の論文にアドボカシーの用語が登場しはじめた。

1975年アメリカの法学 ・生命倫理の第一人者である

Annasが『患者の権利』四}制を著し、医療を受ける立場

での権利と擁護の必要性をま とめた。その一年前の1974

年に IThePatient right's advocate-can nurse effec 

tively fill the role?ーJ3Dを掲載し、アドボケイ卜とし

て看護師を新しい専門職とする見方に疑問を呈している。

その理由は「看護師は従来から医師の助手としてのイメ ー

ジがあり 、患者は安心して任せることができず、効果的

に役割が取れないのではないか」という。しかし、彼は

アドボケイトとしての看護師を否定しているのではなく、

「医師から自律を果たし、患者の病院での立場を改善で

きるならば、看護師の社会的イメ ージは強化されるであ

ろう」とも述べ、「ナイチ ンゲールがH害あるものを避け

る"と書いているのは、身体的害のみでなく 、患者の権

利を含むものであり、看護師が権利の問題を促進するこ

とは重要な役割であろう」と締めくくっている。 Annas

が指摘するように、看護師には伝統的に医師の従属者と

してのイメージが付きまとい、大学教育を受けた看護師

が増加したアメリカでも、職業的自律が妨げられている

現実があ った。フェミニズムの広がりも手伝って、看護

師は独立した専門職としての意識を高め、患者の権利擁

護の役割を担うこ とを専門職倫理と位置つけようとした

(Jenny 1979) 1)。

国際看護師協会 (ICN) も従来の看護のmetaphorを

転換すべく 、「看護師の第一の責任は看護ケアを要求す

る人々に対しである」とし、医師への従属を社会的にも

払拭しようとした。 Kosik(972)32)は 「看護師はアドボ

ケイト としての最高の位置にいる」 、「アドポカシーを
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通して我々は真の問題に発言できる」、「患者アドボカ

シーは看護師の未来の希望」と位置づけ、「画一的で政

治的な実践主義に重きが置かれている風潮にあっては、

代弁者は率先してまた勇気を持って患者が制度上の障害

を克服するようにしむける手腕を発揮すべきである」と

述べている。

時代の背景には1960年代の消費者運動の一環として、

ヘルスケアサービスへの不満が高まり、患者の権利を主

張する風潮が生まれたこと、フェミニズムの広がりに伴

う看護師の専門職としてのメタファーの転換が求められ

たことで看護におけるアドボカシーについて衆目を集め

たのである。

3.患者ア ドボカシーにおけるnursingcareersモデル

1 )アドボカシーの哲学的モデル

看護は社会におけるその役割や機能によって定義され

るべきではなく、医療へのその哲学的アプローチによっ

て定義されるべきだとCurtin(1979) 33)とGadow(1980)34l

は述べている。Curtinによれば、看護の最終目的とは、

他の人間の幸福である。看護師一患者関係の土台を形成

するも のへと至ることが「人間的アドボカシー」である

としている O つまり、個々の患者の意思決定を受け入れ、

またそれを支える雰囲気をつくることによって、看護師

はアドボカシ一役割を表現するのである。「人間的アド

ボカシー」として、看護師は患者の生あるいは死のうち

に意味なり目的なりを見つけるのを援助すべきであり、

そのような行為は看護を道徳的技術と定義するものであ

るし、また、看護師患者関係を他のあらゆる行為が周

りをぐるぐる回る軸として提示している。

Gadowは「実存的アドボカシー;existential advocac 

YJの中で哲学的アプローチをしている。 しかし、看護

師一患者関係における特徴のい くつかは、アドボカシー

に対して同程度家父長主義 (paternalism)の可能性も

生み出すことを認めている。

要約すれば、 CurtinとGadowの概念が集中している

のは、患者の自律性や看護師一患者関係は独自のもので

あるという二人の信念であり、また、なぜ看護師はアド

ボカシ 一役割が理想なのかという分析なのである。

Curtinと Gadowの定義には、看護師は単に患者の状

況判断を助けるだけであり、それから患者がどんな行動

を取るか自分で選択するので、看護師にとっては最小の

リスクしか含まれない助言/カウンセリングの枠組みに

適合するものである。 この件に関してGadow(1989)お)

は、初期に主張したモデルは自分の考えをはっきり述べ

られる患者には適合するが、自分自身の自律性を行使で

きない患者 ・自分の願望を他者に伝えられない患者(彼

女はこの集団を「無言;silentJと分類している)には

意味がないことを認めている O つまり、 パターナリズム
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につながる功利主義や慈善などの二者択一的な道徳的ア

プローチに戻ってしまうことがある O

2 )アドボカシーの機能的モデル

患者アドボカシーのKohnke(1982)却のモデルは、個

人に自己決定権があるというものであり、患者に知らせ

ること、それから決定を行う患者の権利に加え、その者

が行う決定を支えることを包含することをアドボカシー

と定義している。知らせることは、情報を与えられた上

での選択を行うために患者が必要とする情報を与えるこ

とである。そして、そのことに対して看護師は自分で行

う選択があるという。言い換えれば、自分はアドボケイ

卜したいのかどうか、クライアントにこれまで非公開だっ

た情報を伝えたいのかどうか、開示に係わるリスクを理

解しているかどうか、最終的には、最も適切な情報を持っ

ているかどうかなど自分で決定しなくてはならないこと

を暗示している。すなわち、アドボカシ一役割に対処す

る必要な知識やスキルを獲得する必要性と同時に、アド

ボカシーはリスクを伴うためこのキャリアを引き受ける

危険を認めている。実質的にはインフォ ームド・コンセ

ント論と有意な差はないことも明言している 。

Johnstone (1989)訂)はKohnkeの「患者の自律性」や看

護師が患者の決定に賛成でなければ、強制的と思われる

ようないかなる行為もやめなくてはならないとする 「救

出役割」は避けるという考えについて、肯定的に解釈す

れば、それはエンパワ ーメントや「自己アドボカシー」

を促進することである。 しかし、否定的に見れば、それ

は患者を自分の運命に任せてしまうことを意味し、アド

ボカシ一役割の 「弁護する ;pleadingJまた「守る;defen-

dingJ部分を排除しているように見え、看護師の患者

に対する行為の責任転換であると述べている。

3) r文化聞の仲立ち役 ;cultural brokerJモデル

先述の 2つのモデルは個人の自律性の信奉が基盤にあ

る考え方であるが、 Jezewski (1993)却の「文化聞の仲

立ち役(仲介役); cultural broker Jモデルは、患者ア

ドボカシーにおけるキャリアの根拠のひとつとして挙げ

られる、「看護師はアドボケイ卜する最も有利な位置に

いる」という機能的および量 ・質の時間的立場での「調

停役」という考えを、アドボカシーに結びつけて提示し

たものである。人類学を学んだ経験から、「文化的仲介

を行うこと」を集団聞の橋渡し、結合、調停と描いてい

る。患者の日常の生活における文化的システムと文化的

システムとしての医療供給システム聞の差異は、調停者

としての看護師による説明なり決断を必要とする。この

立場は看護師と患者との独自の関係を発展させ、看護師

が患者アドボケイト役を引き受けることを促進させると

述べている。

Jezewskiは「文化Jという用語を最も広い定義にお

いて、身につけられたあるいは共有された、他者や外部
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環境との相互関係における認識、解釈、 行動の基準のシ

ステムであるとしてい る。そして、ヘルスケア ・システ

ムは独自の価値、信念、習慣、行動、言語を持つ文化シ

ステムと見るならば、日常の生活(普段の生活)をして

いる一般的文化とは大きく異なるので、ヘルスケア・シ

ステムに入る患者はあたかも外国に入国する移民のよう

な立場で、自分のものとは違う価値、信念、習慣、行動、

言語を持つ文化に入ることになり、カルチャショックを

受けるのだと述べている。この二つのシステム聞の橋渡

し、交渉、仲介によって擁護することができる仲介役を

看護師としたのである。

Kosik (1972)却は看護師の文化の仲立ち役について、

「患者が持っているべき権利について知ることができる

ようにし、ヘルスケア ・システムがそれを妨げることが

決してないようにする心構えと勇気を持つこと」である

と述べている。これは患者をエンバワ ーすることを意味

すると同時に、必要な治療を得ることを妨げている領域

において仲介することを意味している。アドボカシーを

行う者は、ヘルスケア ・システムを変えるものとして行

動すること、つまり、ヘルスケアの獲得を妨げる政治的 ・

経済的 ・文化的そして社会的障害を最小限化したり、取

り除いたりするのである。このようにして、文化の仲立
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ち役としてのアドボカシ一役は全ての人聞に平等 ・尊厳

と尊重を持って奉仕するヘルスケア ・システムを創造し

ようと試みることであると述べている。

Brower (1982)40)は、システムを変えてい くためには

システムに関する知識を持ち、幅広い洞察力を有し、暖

昧さや障害に耐えるだけの能力、そして少しの運が必要

であると述べている。そして、文化聞の仲立ちモデルを

示している(図 1)。文化聞の仲立ちプロセスは三つの

ステ ージによって構成されている。第一段階は仲立ちの

必要性を認識すること、第二段階はヘルスケアを促す仲

立ち方略を実践する(アボボカシ一役割を必要とするよ

うな問題を解決する)、段三段階はアボボカシ一役割を

必要とする問題が解決されたか評価することである。も

し解決されていなければ仲立ちのプロセスにおける介在

条件の影響を再評価し、別の試み(代替方略)がなされ

る。介在条件とは患者やサ ービス提供者の年齢、文化に

対する繊細さ、職業的地位、文化的背景、教育などや、

経済力、政治力、ネットワ ークなどの権力 (power)を

もっているか持っていない (powerlessness)かて、ある。

権利力を持っているかいないかは文化聞の仲立ちに強い

影響力をもたらす。医師によって支配される医療システ

ムにおける看護師の相対的無力さと周辺性 (marginal-

ity)が、患者と看護師自身を同一化す るこ

と一自分の立場を患者の立場に意識的に置くー

を可能とするのである。つまり、看護師は無

力ゆえ直面する障害を回避する方法を「学ぶ」

ことができ、このヘルスケア ・システムでう

まくこ とを進めていくノウハウを習得するの

である。このノウハウを持たない無力の患者一

自己負担でヘルスケアを受けるだけの経済力

や政治力あるいは精神物理的スタミナを有し

ていな い人達ーを支援することで文化的仲立

ちを有効に行うこと ができる。歴史的に も看

護師は無力さと周辺性という逆境の中で強さ

と技術を身につけ、自分の影響力を強化する

戦略を展開する能力を持っている。このよう

な状況が看護師を患者の力強い擁護者とした

という看護師の力の逆説 (paradox)がここ

介在する状況

庖者/サーピス提供者 権力を持っていること/

権力を持っていないこと

年齢文化に対する繊細さ

診断職業的地位 経済力

文化的背景 政治力

教育 ネットワーク

時間に対する考え方、姿勢 不名誉

可V

' ‘  ... 第一段階 第二段階 第三段階

認識 介入 結果

仲立ちする必要性の認識 機能停止を解決する

仲立ちの特性

方略

ヘノレスケアの促進の

問題

価値における対立によ 仲介
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図 1文化聞の仲立ちモデル

解決 にある。

4.実証的研究から導かれた看護アドボカシー

モデル

欧米におけるアドボカシ一概念・モデルに

関する実証的研究が少ないことを前述したが、

それらの研究について、どのような方法で行

い、どのような結果を見いだし、アドボカシー

をどのように概念づけているかを文献から見

てみる。
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1)アドボカシー・カテゴリーと相互作用領域の

概念モデル

Chafeyら (998)41)は、米国看護師の観点からみた患

者アドボカシーに関する質的記述式研究を行なった。 3

つの異なる施設から、看護職としての勤務年数、背景、

基礎教育、専門分野の項目において多様性をもたせた17
名の病院看護師あるいはコミュニティー看護師へのイン

タビューを通じて、アドボカシーをどのように実践して

いるか、また、アドボカシーの実践を促進あるいは妨害

する要因は何かについての意見を収集した。その結果、

回答者の多くがアドボカシーを自分たちに課せられた最

も重要な役割だとは考えていないことが判明した。しか

し、回答をまとめてみると、アドボカシーの顕著な特徴

として看護師と患者の関係が浮かび上がり、日常的に行

う教育、情報開示、援助をアドボカシー活動と考えてい

ること、アドボカシーの核となるのは責任とか倫理とい

うよりむしろ個人対個人の係わり合いであると考えてい

ることが明らかになった。アドボカシー活動を行わない

理由として、時間的、経済的制約、雇用者の理解の低さ、

組織上の力関係などといった職場環境での制約に、その

他の要因、例えば自律性の欠如や疲労などが加わるため

としている。また、看護師が積極的にアドポカシー活動

を展開するかしなL、かは医師しだいで、医師自身に参加

する時聞があるか、患者や看護師に対しどれほど誠実に

心を開いてくれるか、個人的な態度はどうかなどに関わっ

てくるようである。調査結果からクライアントアドボカ

シーの概念モデルを明らかにした(図 2)。 図において

示された相互作用領域はカテゴリーの重複を意味し、ア

ドボカシー活動におけるプロセスと結果において複数の

変数が相互に関係しあっていることを示している。

「クライアントが示す特徴Jは、クライアントが弱L、

立場にある、威圧されている、軽視されているといった

ようなクライアントの置かれている状況(特徴)、ある

時間的嗣曲 学.曲チーム

缶般的置割 サポート

マネジド・ケア 園田憶障

特性

断圃とした聾'

見守り貰える11¥縛ち

. 看謹師患者

+ 署箇師一理噴

. 患者ー環境

ミト患者一柑師一環境

図2 アドボカシー・カテゴリーと相互作用領域の

概念モデル

竹村節子

いはクライアン卜が不満を述べているというような行為

によって、看護師はクライアントに対するアドボカシー

の実践を促されるようだ。

社会的 ・経済的 ・法的要素が含まれる「環境が示す特

徴」は、職の保障、職員の配置、入院期間、雇用者の理

解度、グループでの業務などといった職場にかかわる条

件がアドボカ シーの実践に影響を与える。この中にはア

ドボカ シーのプロセスに影響を与える医師も含まれてい

る。

「看護師が示す特徴」として、クライアン卜アドボカ

シーを実践するために看護師として必要な性格は、断固

とした姿勢、見守り支える気持ち、倫理観、客観性、自

己主張における積極性を挙げている。恐れ、疲労、苛立

ち、ストレスからくる極限状態はア ドボケイトとしての

役割を果たすうえでこの上なくネガティブな影響をもた

らすと述べている。

「看護師ークライアン卜の相互作用」について、クラ

イアントのニーズがわかっている場合、看護師 クライ

アント の関係においてアドボカシーを行うためには、組

織との調整あるいは組織との聞に介入する必要がある。

介入は時にクライアントのためにあるいはクライアン卜

と共に行われた。クライアントに権限を与え、サポー卜

するにあたっては、クライアントの特性や看護師の信念

が影響を及ぼしていた。話を聴く、そばにいる、時閣を

害IJく、効果的な対話といった個人対個人の関係が重要で

ある。

「クライアン 卜 環境の相互作用」では、看護師によ

るアドボカシー活動の多くの場合、クライアントに十分

情報が与えられていなかったり、クライアントが恐れの

気持ちを抱いていたり、保護されていないと感じた時に

行われていた。

「看護師一環境の相互作用jについては、ノfターナリ

ズム、職員の数の少なさ、不安定な雇用条件、極度の経

費削減などが相まってアドボカシ一実践を拒むことにな

る。一方、法律が規定している場合、医療機関が患者の

権利保護を理念として遂行している場合、アドボカシー

を実践している看護師のサポ ー トがある場合などは、ア

ドボカシーの実践が促進される。

「看護師 クライアント 環境の相互作用」の部分は

アドボカシーの核となる部分である。看護師はクライア

ン卜やその家族と共に、また他の看護師とチ ームとなっ

て、特定されたクライアン卜のニーズが満たされるよう

に環境へ働きかけることが必要であることを示している。

例えば、周囲の状況を敏感に感じ取ることのできる看護

師がサポー卜の得られる環境にいる場合や、情報を与え

られていないクライアン卜に、クライアント中心の雰囲

気の中で情報を与えることによって対話が可能になる。

逆に、抑圧的な雰囲気では助けが必要なクライアントが
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いて、看護師が擁護しようと思っても、同僚やその他の

専門スタッフ、上司、家族などからの報復を恐れて実行

に移せない。

この調査の結論は、アドボカシー活動は「自らのニー

ズを自らでj荷たせないクライアン 卜」と「アドボカシー

を促す特性を備えた看護師」と「クライアント ・看護師

の両者を圧する ことができない環境」が揃った場合に実

践されることを示唆してる。

2 )アドボカシーの r3者からなる矛盾モデル;triadic 

conflict modelJ 

Mallik (997)'2)が英国の実践看護師の患者ア ドボ カ

シーの認識について質的研究を行った。 1992年秋から19

93年春までの臨床実践各部門の熟練看護師のフォ ーカス

グループインタビュ ーを用いた。サンプル総数は104名

で、その内訳は精神保健看護師24名、学習障害者看護師

12名、成人看護師団名、小児看護師 5名、助産師 6名、

その他 1名である。 7夕、、ループに分け各グループの人数

は最小10名から最大22名におよび平均15名である。経験

年数は平均7年である。各グループで「患者アドボカシー」

を描写する個々の出来事を一つ思い起こし、「物語

Cstory-telling) J を記述した。その後、研究者から4~

6名の小グループで物語を共有するように求められ、さ

らに述べられた状況をアドボカシーと解釈するのかある

いはそうでないと解釈するのかについて賛否を求められ

た。お互い一緒に「物語」の出来事をめぐる感情を掘り

下げ、その個々の状況でなぜアドボカシーが必要だった

のか、なぜアドボカシーだと考えたのかを分析するよう

に求められた。この方法は自分自身の注釈的モデルを展

選択を支持する
E 二二二>1悪い実践から保護する

権利を擁護する

図3 アドボガシーの 3者からなる矛盾モデル
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開させる試みである。 Silverman (1985)43)の‘realist

(現実主義者)'アプロ ーチやStraussとCorbin(1990)叫

の質的分析のガイ ドライ ンに従って分析した結果、患者

アドボカシーの看護モデルとして図 3のtriadicconflict 

modelを提示した。これを簡単に説明すると、医療権威

に関する患者の恐怖、 患者の人権に対する脆弱性もしく

は脅威、患者からの要望が、「アドボカシーに敏感に反

応する」看護師に、反応を引き起こすような矛盾/潜在

的矛盾状況で患者ア ドボカシーは生じる。患者は通常受

動的であるかもしくは受け身にさせられており、看護師

は直接的 ・間接的手段を用いて結果がうまくいくように

やり遂げようと試みる。患者を代弁し保護することを通

じて患者/家族の選択を支持し、患者にとって益になら

ない/害になるような実践を防ぐのである。結果は成功

につながり満足が得られることもある(肯定的な感情)

し、結果は成功と思われでも(成功しでも)後でいやが

らせや陰険な迫害を受けるというようなネガティフな影

響も受ける。また結果が失敗 ・不成功ということもあり

怒りや欲求不満という感情が残る。

本質的にアドボカシーのニ ーズは、脆弱な患者/クラ

イアントと個々の コンテクストで支配されている専門家

との力関係における不均衡によって生み出されている。

患者/医師/看護師の三者において、階層性の医療現場

では看護師は相対的に力/支配力が少なく、それがアド

ボカシ一役割を引き受ける理由でもある。看護師も患者

も現在の保健医療制度では無力であるため苦しんでいる

のだから、両者は同盟を結ぶべきだと主張している

CWinslow 1984)45)。しかし、看護師も必然的に患者と

の力関係の中におり、患者/クライアン卜にとって

は「自律したJアドボケイトを持つことが依然とし

て必要かもしれない看護師主導の体制の中にいるの

である。アドボケイト は第一に患者/クライアン卜

の利益になるように力の是正をしようとするので矛

盾モデルを生むのである。

物語をデータとして用いるには限界がある。つま

り、 物語は意味を誤って伝えたり 、 誇張して

‘story -teller' になることができる。患者アドボ

カシーは「よい面Jの看護師を本質的に示す出来事

の記述を招き(恋意的な強調や歪みによるpropag-

andaが生じる)、潤色 Cembellishment)のリスク

がある。実際、看護師聞でア ドボカシーの例に対し

てお互いにあまり批判的でなく、物語の多くにほぼ

同意した。

3) rリアクティブ(受け身的な事後対応)J および

「プロアクティブ(積極的な事前対応)J なアド

ボカシー

Snowball (1996) 4川こよる質的研究で、看護分野で

は先進的な位置にある英国の大学付属病院の一般内
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科および外科病棟の成人看護専門看護師団名を対象とし

た。調査被験者のうち 6名はプライマリー看護師あるい

はチームリ ーダーである。男性 3名、女性12名、年齢は

27歳から47歳まで、登録後 3年から25年(平均 9年間)

の経験を有していた。大学レベ、ルの学問や臨床専門科目

コースを受け「進んだ知識を身につけた」看護師である。

データ収集方法は録音による半構成的インタビューを用

い、看護師一患者アドボケイ 卜という役割をどのように

捉え、理解し、経験してきたかを調査したものである。

データは質的研究に適切な手法で分析した。録音インタ

ビュ ーを書き起こし、カテゴリ ーを抽出した。主要なカ

テゴリ ーとして、 アドボカシ ー達成のための鍵となる

竹村節子

「治療を目的とした関係」の重要性、「看護師と患者に共

通する人間性」 、アドボカシーが発生する「ケアを取り

巻く文化的環境J、アドボカシーの「リアクティブ」お

よび「プロアクティブ」なレベルがある。この主要カテ

ゴリ ーとサブコ ー ドを示した概念図を作成した(図4)。

アドボカシーは‘患者との治療関係の上に生じるもの'

で、この関係こそが‘アドボカシーの鍵'を握るもので

ある。健全な治療を目的とした関係を構築するためには、

患者と共通した人間性を持つ必要がある。人間対人間と

して親近感を抱くことで、看護実践と患者の関係を向上

させ、ひいてはケアそのものをより良い結果へと導くこ

とが可能であることを示唆している。人間性に根ざした

ケアの促進について述べているのは、その背景に

社会的・政治的・
経済的・
組織的要因 → ケアの文化的環境における

促進的・抑制的側面

卜 側への社会化 患者の権利を擁護し望みを満たすアドボケイトの
看護師・患者・

他のへルスケア専門家、 役割を果たすための能力を高めたり制限したりす

看護哲学、患者優先度 ることになる環境があり 、前向きな取り組みと同

ミクロ〔温室の患者)
レベルでの行動

¥ 
/ 

患者のため

看護師と患者の
治療的関係

患者
自己の寵臓、価値観・

ニーズ・希望、
病気に関する知膿

共通の人間性

看護師
看護知蛾・技術・経験、

自己の認降、
看護における
価値観・信念

アドボカシーの状況

リス夕、 争い、困難など
行動に結びっく要因

叩お山よWぴ/局あ抗附る
レベノルレでの変化の影.

看護師/看護のため

マクロ(丞去の患者・組織)
レベノルレでの行動

¥ 

図 4 リアクティブおよびプロアクティブなアドボガシーに

関する概念図

時に、ともすれば個人としてのリスクや職業上の

リスクを負うかもしれない環境がある。経済的 ・

政治的環境において看護師がどこまでアドボカシー

を達成できるかは、医師や看護師などの医療専門

家が専門家として何をすべきかのビジョンを見失

わないこと、ネガティブな管理体制をヘルスケア

従事者が‘一丸となる'必要がある。ア ドボカシー

の実践には受け持ち患者や病棟の患者なと‘特定

の'あるいは‘個人の'患者という狭い範囲での

アドボカシ ーを実践すること (reactive ad vo 

cacy)以上に、スタッフの数の増加を求めたり、

人員の配置を適切なものに変更したりというよう

な広い視野に立った「全般的(general)Jあるいは

「集合的 (collective) Jアドボカシ ーあるいは

「プロアクティブ (proactive) Jアドボカシ ーが

必要である。

本研究は小規模で探索的であるため結果を一般

化することはできないが、ア ドボカシーの実践に

関する見解や理解に関するさまざまな問題点が明

らかにされた。既存の文献に見られる問題点もあ

れば、そこから広がったと思われる問題点もあり、

とりわけ、アドボカシーを専門家としての業務と、

個人としての人間性の両方を責務とすると捉える

看護哲学の明確化に関連するものが多く示されて

いる。

この研究の回答者は、看護師がアドボカシーを

実践することによって他の医療従事者との聞に力

関係の戦いが生じるとは考えていないようである。

ケアが行われ、アドボカシーが実践される環境と

は、すべての貢献が平等に評価され、ヘルスケア

を提供する側ではなく 、患者サイ ドに最も力を持

たせことができるような環境であるべきだという



看護におけるアドボカシー，文献レビー

はっきりとした見解をもっている。アドボケイ卜として

の役割を看護分野での力を高めるための機会と見るので

はなく、ヘルスケア ・システムの官僚的な枠組みの中で

患者のケアの結果を左右すべくプロアクティブに働きか

け、アドボカシーが実践しやすいようにケアの環境を向

上させるための機会と捉えている。組織的な取り組みの

一環として、ヘルスケアに係わる他の専門職の人たちと

の協力により、これまでの支配的な官僚体制と見なされ

ていたものに対して効果的に立ち向かえるための手段の

ようだ。ともすればリスクの伴う状況下でアドボケイト

としての役割を果たすために、看護師が健全な職業上の

アイデンティティを確率し、高い自尊心と自信を持つこ

と、ヘルスケア ・チー ム内での自分たちの影響力を意識

することが重要だと考えている。鍵となる要因は、患者

に対する看護の責任の焦点をどこにあてればいいのかに

ついてしっかりした意見を持つこと、他者との関係にお

いて、また個人及び専門家としての「自己jに関しての

安全が保証されていることにあるようである。

「物語」をデータにする限界についてはすでに述べて

いるが、言葉による描写が実践の場でどう実践されてい

るかは観察参加研究がなされる必要がある。

ill.考察

学際的に記述されている看護におけるアドボカシーの

文献は特に米国に多くみられる。とりわけ近年になって

患者アドボケイトとしての看護師の役割について書かれ

たものが多い。アドボケイト Cadvocate)は「仲裁者あ

るいは擁護者、他者を弁護する人」や「ケア」に焦点を

あてた定義もある。しかし、看護師がアドボカシー

Cadvocacy)をどのように理解しているかに関する意見

を文献からみると、実にさまざまであることが分かる。

逆に考えればアドボカシーという言葉は多様な行為を表

すのに便利な用語であることは 、ま さしく Curtin

(983)'7)のいう「患者のアドボケイ トとしての看護師は、

白衣に身を包んだ弁護士神学者心理学者家庭相談

員、おま けに竜退治の騎士として描かれている。このよ

うな“スーパー看護師"といったイメ ージ……」で、看

護師は何でもやる職業であり特別に重要なことをしてい

るわけでもない専門職としての評価が低いという従来か

らの認識がもたれる危険性が大である。

アドボカシ一役割を看護師が引き受けるときに生じる

ジレンマは、医療システム内の看護師の忠誠と責任の矛

盾から起きているのである。アドボケイ 卜としての患者

への看護師の係わりは、道徳的代理役としての看護師の

地位に基づくものである。 このような状況ではMallik
& McHale 1995崎)が述べているように、道徳的行為を

実践する際には多くの問題を生じることになり 、アドボ

9 

カシ 一行為を実践する自由がないことを意味している。

つまり、 Winslow(984)'5)が報告しているように、 リ

スクを冒した究極の結果、社会的地位、仕事を失うこと

にもなり 、最悪の場合はその状況を公表されること(裁

判を受ける)になりかねない。

多くの文献から患者アドボケイトとしての看護師の専

門的役割について知られるようになってきており、国際

的にも日本でもアドボカシーは看護倫理要綱で支持して

いる。しかし、看護領域の中の支持だけではなく、大衆

の支持や看護師の将来のキャリアとしての患者アドボカ

シーを強化してくれる法的システムが必要である。それ

が得られるまでは個人に加えられる感情的 ・心理的・ 環

境的制約以外に、システム上の権利はいまだに究極の処

罰として失業させられるリスクを伴うもので、看護師に

とっては相も変わらず個人の道徳的選択のままなのであ

る。

患者アドボカシーを実践している米国においても文献

から見る限りにおいて、その実践に困難が取り巻いてい

るのがわかる。米国でアドボケイ ト役割を取り入れた後

看護および看護師自身がどのように変化したか、看護師

のおかれた環境や施設がどのように変化したかを検証し

ていくことが重要である。

看護領域におけるアドボカシーの考え方も他の看護理

論と同じく米国から取り入れたものであるから、人権意

識が十分醸成されていない日本にそのまま導入すること

は、看護理論の臨床への導入と同じく大なり小なり矛盾

が生じるのは当然である。日本におけるアドボカシ一概

念 ・モデルについて実証的な研究を重ね、日本の現状を

認識しつつ将来のあるべき姿の医療に向けて、看護師は

何をなすべきことあるいはなさねばならないことかを熟

考し、患者の利益 ・権利を守ることができていない日本

の医療現場に問題があるのならその問題を提起していけ

るようパワ ーをつけていくべき努力が必要である。その

ために看護基礎教育のなかで看護師がアドボカシ一行動

をするには様々な問題や課題があることを含めて、アド

ボカシ一概念について教授していくことが重要である。

アドボ カシーの概念を認識することで、将来の看護のあ

り方や看護師の役割について探求してし、く動機づけにな

る。その上で臨床の場で派生するアドボカシー現象を検

証しながら、その時に対処できる実践能力を向上させて

いく継続的な教育が望まれる。

N. おわりに

日本の医療現場において、患者自らの価値観により

「真に自己決定」するとはどういうことなのかを考えて

いくうちに、「インフォームド ・コ ンセント」や「ケア

リンク」という概念 ・枠組みだけでは十分ではないとい
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う思いがフツフツと湧いてきた。そんな状況のなかで目

にとまったのが radvocacy Jという言葉である。その

言葉の概念や意味する内容を調べようとしたとき、日本

の文献があまりにも少なく海外の文献に頼らざるを得な

い高いハードルがあった。まだまだ多くの文献を読み込

む必要があるが、アドボカシー研究の概要を少し垣間見

ることができた。これを機に日本における看護が行うア

ドボカシーに関する研究を深めていきたし、。
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論文 a，、d・v
精神看護実習において看護学生に生起した t L""" 

involvementの概念分析とその多軸評定の作成 '存仰1t<:Utヲ"/wu似タ

1.はじめに

牧野耕次、比嘉勇人、甘佐京子、松本行弘

滋賀県立大学人間看護学部

背景 近年、わが国の看護において、 involvementlこ関する研究が行われ始めている。 involvementは、

様々な側面に焦点が当てられ看護の中心的な概念であると示唆されている。しかし、看護におけるlil

volvementの概念分析は行われておらず、精神科の看護においては、その概念、やアセスメントを共有す

ることは難しいのが現状である。したがって、精神看護実習において、患者に対する看護学生のlil-

volvementを、看護学生や実習指導者、教員が共有するために、その概念分析を行い、測定用具を作成

することが必要である。

目的 精神看護実習において看護学生に生起したinvolvementの概念を明確にし、その測定用具を作成

することを本研究の目的とした。

方法 看護学生40名を対象に、ハイブリ y ド・モデルを用いてデータ収集および分析を行った。

結果 精神看護実習において看護学生に生起したinvolvementの作業定義を「対人関係の過程で生起し

た、経験の共有 ・感情の投資 ・粋の形成 ・境界の調整で構成される看護現象である」とした。 また、作

業定義で明らかになったinvolvementの4つの構成要素(経験の共有 ・感情の投資 ・粋の形成・境界の

調整)が、 detachment(切り離された)ーover-involvement(過剰な)-nursing involvement (適

応的な)を軸に、どのように変化するのかを表した「看護学生におけるinvolvement多軸評定」を作成

しfこ。

結論 これらの結果により、精神看護実習において、教員および館地実習指導者と学生がinvolvement

に関してその概念や程度、注意点などを共有できると考えられる。

キーワード 巻き込まれ、患者一看護師関係、看護学生、ハイブリッド ・モデル

わが国において巻き込まれ、かかわり、関与などと訳

されているinvolvementは専門職的ではないと 1960年以

前は、否定的側面が強調され問題視されていた。その後、

患者看護師関係の重要性が認められる過程で、 involve-

mentは患者の認識や感情を理解し苦痛を軽減する行動

を起す上で必要不可欠なものと認識されはじめた。複数

の看護理論家たちは、その肯定的側面に焦点を当てその

理論の中でinvolvementの概念を用いた 1)2)3)0 1980年代

前半から看護におけるinvol vemen tに関する研究も始ま

り、そのレベjレりやプロセス 5)などが明らかにされてい

る。

わが国では、 1970年代以降それらの看護理論家による

著書が出版されるが、「関与 l)jr巻き込まれ2)jrかかわ

り3)(関わり )jr巻き込まれ関与すること勺など訳語が

異なることなどにより involvementという概念自体が注

目されることはほとんどなかった。しかし、海外と同様

の理由から「巻き込まれること」が問題視されることも

ある一方で、一部の教科書J)や事例報告 8)の中で引用と

して海外のinvolvementが取り上げられはじめている。

牧野ら 引は、 involvementに関する文献検討による考察

を行い、 involvementより距離を置くなど客観性や中立

性を重視する他の医療職に比べ、 24時間患者と接し苦痛

を伴う処置を行う看護では、避けがたいinvolvementを

その理論に組み込むことで、看護の中心的概念に位置付

けているという点に注目した。そ して、看護において評

価されているinvolvementの肯定的側面は、共感やその

他の語が使用され、否定的側面には「巻き込まれ」が使

用されていると考察した。 また、牧野10)は、精神科にお

ける看護師が、否定的な体験であるinvolvement(巻き

2006年 3月9日受付、 2006年 5月17日受理

連絡先牧野耕次

滋賀県立大学人問看護学部

住所・彦根市八坂町2500

e-mail: makino@nurse.usp.ac.jp 
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込まれ)を振り返ることで、肯定的なinvolvementを技

術として活用することにつなげていることを明 らかにし
~. 

わ」。

わが国の看護においてはinvolvementの概念が不明確

なまま使用されることが多いため、患者に共感する時に

「巻き込まれたJと感じてinvolvementを否定的に受け

止めた場合、共感とinvolvementの間でジレンマに陥る

可能性日)が指摘されている。また、 Airtinian12
)は、深い

対人関係のレベルで、看護師はケアを行い、ケアを促進し

ようとする強い熱意をもって患者に巻き込まれつづける

が、「巻き込まれすぎてはいけないJという看護師への

警告は、看護におけるケア リングの価値を下げる方向に

働くと述べている。わが国においては、「巻き込まれ」と

「巻き込まれすぎ」が同様に扱われることが多いため 9)、

involvementの概念を明確にするだけでなくその程度を

アセスメン卜する測定用具が必要であると考えられ

る。特に、「巻き込まれ」が問題視されやすい精神科の

病棟 9)10)で、深い対人関係のレベルでケアを行うことが

求められる精神看護実習において、看護学生がinvolve-

mentの概念やその程度を把握する必要があると考えた。

そこで、精神看護実習において看護学生に生起した

involvementの概念を明確にし、その測定用具を作成す

ることを本研究の目的とした。 involvementの概念、を吟

味しその測定用具を作成することは、深い対人関係のレ

ベルでケアを行うことを学ぶ上で、特に自己の振り返り

やその指導に有意義であると考えられる。

II.方法

牧野耕次、比嘉勇人、甘佐京子、松本行弘

いところでメモし、できるだけ早い時期にフィールド

ノートを作成し、それをデータとした。学生が実習中

に書いた記録は学生の許可が得られたものをデータと

した。作業定義で明らかになった構成概念を意識し焦

点を当てながらフィ ールドワ ークを行った。ハイブリッ

ド・モデルのデータ分析では、Wilson14
)の類型学が応

用されている。本研究では、Wilsonの類型学のうち、

その概念、の例であることが確かであるケ ースを示し、

その概念の特性をみる①モデル ・ケース、その概念を

示しているのか不明確なケースをあげ、不明確にして

いる特性を示し、モデル ・ケースの特性を明確にする

②ボーダーライン ・ケース、その概念、に類似もしくは

関連した概念をもったケ ースを示しその属性を検討す

ることでその概念の範囲を明確にしていく③関連ケー

スを用いて、精神看護実習において看護学生に生起す

るinvolvementの概念を吟味した。そして、その測定

用具も臨床に適応できるよう検討を加え、概念と測定

用具に追加および修正を行った。分析結果については、

3ケースの対象者に提示し了解可能かどうかの確認を

行った。また、質的研究の経験者 2名に分析結果を提

示し了解可能かどうかの確認も行った。今回、対象者

が行う精神看護実習は、 2週間中 7日間を臨地で実習

し、実習期間中、慢性期の統合失調症患者 l名を受け

持つ形態である。

3 )最終分析の段階:フィ ールドワ ークの詳細にもどり

結果を適用可能性や出現頻度などにより再確認する。

本研究では考察に含めた。

3.研究期間

1. 研究対象 平成16年 4月上旬~平成16年12月上旬

文書と口答で研究参加協力の同意が得られた看護学生

40名。 4.倫理的配慮

2.研究方法

看護におけるinvolvementの概念は臨床的な概念であ

るため、臨床での適応性を重視し、一つの概念に焦点を

当て概念の定義と測定方法の探索を目的とするハイブリッ

ド・モデル日)を用いて概念分析を行う。この研究方法は

次の3つの段階に分かれている。

1)理論的段階:本研究では、文献検索はデータベース

CINAHLとPubMedを用いた。検索された文献からlTI-

volvementの概念、を抜粋し、抽象化 しカテゴリ 一化を

行い、作業定義を確定した。また、上記のデータベー

スによるinvolvementの検索に加え、国立国会図書館

雑誌記事索引による キー ワード検索、該当文献の参考

引用文献から概念、や測定用具の比較検討を行った。

2 )フィ ールド ワークの段階 :本研究のデータ収集では、

現場で対象者に研究を意識させないため対象者のいな

対象者が受けると予想さ れる不利益とその内容につい

て以下のa~巴を提示した。

a.研究を優先されて適正な実習指導が受けられない

のではないかという不安 b.研究対象者とされること

への不安 ・不快感 C.プライパシーが侵害されるので

はないかという不安 ・恐怖 d.何をされるかわからな

い、何か特別なことをさせられるのかという不安 e. 

参加協力するかどうかや参加協力の程度が成績に影響す

るのではなし、かという不安。

以上の予想される不利益に対してどのように対処する

のか、その保証について、①~⑭を口頭と文書にて説明

した。

①参加協力は自由意志でありいつでも希望により 中止

でき、そのことによって不利益を受けない ②参加協力

したか否が、評価 ・成績に影響することはない ③同意

書と口頭により同意を得られた人を研究参加協力者(対
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象者)とし、同意の得られなかった人からの情報はデー

タとして記録しない ④参加協力を途中で希望により中

止する場合はその情報をデータとしてとるのをやめ、そ

れまでのデータも使用しなL、。研究に協力しなかったこ

とや中止したことで不安にならないよう精神的なフォロー

を行い、実習に集中できるようサポー卜する ⑤実習を

指導するプロセスと本研究テーマの情報収集のプロセス

は、関わった状況や気持ちを聴くことなどほとんど同じ

であると考えられる。仮に、相違が出た場合は研究より

指導を優先する。イメ ージとしては、今まで教員が頭の

中でつけていた実習指導ノートを、研究を行うために書

き起こすというイメージである。したがって、学生が研

究者との間で体験するのは、今までの学生が研究なしで

実習指導を受けていた体験と変わらないと考えられる

⑥単位認定者には実習指導 ・評価に専念する。単位認定

者と実習について話す時は研究者としてではなく、今ま

での実習どおり、教員として話す ⑦研究結果は、参加

協力者の納得と同意を得てから発表する。納得と同意が

得られない結果は発表しない ⑧研究や指導について、

注文できる(研究のない普段の実習においてもオリエン

テーションで伝えている。例・「気が散るのであっちへ

行ってくださいJr患者さんのところへ行くので一緒に

来てください」など) ⑨研究に協力しでも、特別なこ

とをする必要はなL、。実習に集中し、無理をする必要は

なL、。参加協力を希望しでも実習に集中できない と判断

した場合は、こちらから参加協力をひかえてもらうこと

がある。それは研究や実習の評価ではなく 、研究より実

習を優先しているということである ⑩研究や実習に関

しては納得がいくまで質問することができる ⑪研究に

参加協力したかどうかも含め実習内容 ・研究で得た情報

について、研究者は守秘義務を厳守する。参加協力者は、

友達など他者に研究について自由に相談することができ

る ⑫結果を発表する時は、本人が特定できないよう名

前は記号を使用するなど配慮する ⑬研究成果について

は参加協力者にフィ ードパックを返す ⑭単位認定者と

15 

協力して主に研究者としてフィールドに入る日を設ける。

以上について、研究概要と共に文書と口答で説明し、

同意書を得られた学生を対象者とした。

ill.結果

1 .理論的段階

文献検索については、各データベースの検索方法の形

式が異なることから、データベースCINAHLでは、 lil-

volvementがabstractlこ含まれ、 nurse-patientrelation-

shipがキーワードである文献C1982~2004) を検索し、

データベースPubMedでは、 involvementがタイトルま

たはabstractに含まれnurse-patientrelationshipがキー

ワードである文献C1982~2004、上記CINAHLで検索

されたものは除く)を検索した。検索された文献から、

患者一看護師関係における、看護師についてのinvolve

ment概念に関する記述(患者側についてのinvolvement

は含まず)を抜粋し、抽象化しカテゴリー化を行い、看

護におけるinvolvement概念の構成要素を抽出し、その

プロセスおよび引用文献の詳細は別途発表したへそし

て、作業定義を「対人関係の過程で生起した、経験の共

有 ・感情の投資 ・幹の形成・境界の調整で構成される看

護現象である」とし、その構成要素の内容15)を表lに示

した(但し、太字はフィールドワークの結果により追加)。

看護におけるinvolvementの測定用具は、「患者 看

護師関係のタイプと特徴JOのみであった。これは、か

かわる時間や相互作用、患者のニーズ、患者の信頼、看

護師の患者を見る視点、患者の看護師を見る視点、看護

におけるコミットメントそれぞれの変化に応じて、患者一

看護師関係のinvolvementのレベルが「臨床的J r治療

的Jr結び‘ついたJr巻き込まれすぎた」と 4段階に変化

することを示した表である。他に、測定用具ではないが、

E. Arnold 16)は患者 看護師関係において、治療的

C therapeu tic)関係を中心に据え、その両端を「切り離

された Cdetached)Jr巻き込まれすぎた Coverinvol ved) J 

表 1 看護学生におけるinvolvement概念の構成要素とその内容15)

構成要素の内容

時間や場、行動を共有すること、また、患者との相互作用により患者の過去、現在の経験を感情、認

知レベルで共有し、患者を知ること・自身の経験していることを息者に伝えること

患者に対して感情や関心を向けること

患者とのつながりを深めていくこと ・つながりが深まるにつれて双方を身近に感じ、信頼感が深ま

る・その看護師が身近に感じる感覚は、その患者との関係性やイメージの仕方により、友人であった

り、家族のメンバーであったりするなど異なる

患者との対応の中で専門的技術を提供して職業的境界の範囲を意識的無意識的に取り決め、その責任

を負うこと・それに応じて、患者の家族やチームに対しても専門職性を発揮して、その職業的境界を

取り決め、責任を負うこと

一一一一一紳の形成

境界の調整

注:太字はフィ ールドワークの結果により追加



16 

としている。 Mors巴りと Arnoldl日の文献および看護にお

けるinvolvementの レベルに関する記述のある文献をも

とにし、detachmentC切り離された) -over-involve-

ment C過剰な)一-nursinginvolvement C適応的な)

を軸 とし、作業定義で明らかになったinvolvement概念

における構成要素の内容の変化を表す「看護学生におけ

るinvolvement多軸評定」の枠組みを表 2に示した(但

し、太字はフィ ールドワークの結果により追加)。牧野

川は、精神科看護師の「巻き込まれCinvol vemen t) Jに

関する研究において、detachment 1こ相当すると考えら

れる「距離を置いたかかわり」を「巻き込まれCinvolve

ment)Jに含めていなかったが、今回の研究では、物理

的な接触などさまざまな次元での交流が皆無ではないと

考えられるため、involvementの中に含めた。また、

d巴tachmentの訳語について、対人関係においては完全

な分離ではなく detachedconcern 17)という用語も見られ

ることからdetachmentに相当する訳語として、「距離を

置いた」という語を用いてきた則的。しかし、精神科に

おいて患者との距離を調整する意味で用いる「距離がと

れるJIO)i距離を置く」などの技術との区別が不明確とな

るため、今回の研究より 、detachmentは「切り離され

た」と訳した。 Arnold'6
)は、「切り離された Cdetached)J

と「巻き込まれすぎた Coverinvolved)Jの聞に「治療

的 Ctherapeu tic) Jを位置づけている。しか し、 客観性

をより重視する医学や心理学と比較して、 看護では

involvementを中心的な概念に位置付けてきたと考察し

表 2 看護学生におけるinvolvement多軸評定

牧野耕次、比嘉勇人、甘佐京子、松本行弘

ており 9)、「治療的なJとした場合、その区別があいま

いになると考えたためtherapeutic in vol vemen tとせず、

nursing involvementとし、「適応的な」という訳語を

加えた。「適応的な」とすることにより 、involvement

が医療チームや家族など周囲の環境に影響されるという

意味も含めた。

2. フィールドワークの段階

作業定義で明らかになった構成概念、を意識し焦点を当

てながらフィ ール ドワークを行い、対象者の中から、以

下に研究方法で述べた①モデル ・ケース②ボーダーライ

ン・ケース③関連ケ ースを示し、involvementの概念を

明確にした。そして、理論的段階で得られた概念と測定

用具に、追加および修正が可能かどうか分析を行った。

そして、理論的段階で抽出された作業定義に含まれるm-

volvement概念の構成要素の内容にフィ ールドワ ークの

結果を加えた。また、理論的段階で示した枠組みについ

ても、フィ ールドワ ークの結果を加え、最終的に「看護

学生におけるinvol vemen t多軸評定JC表 2)とした。

①モデル ・ケース:学生A、女性、20歳代前半

病棟実習初日、Aは「もういいわ !あっち行って !J 

と受持ち患者の Bさんから怒鳴られるが、一旦距離を置

くと再びBさんから近づいてくることがあっ た。 2日目

には「今日は臭いし、あっち行って」と言われた。単位

認定者より「その傷ついた気持ちをそのまま Bさんに返

してくれたらいいねんで」と伝えられる。Aはその日の

構成要素
detachment nursing involvement over-involvement 

(切り離された) (適応的な) (過剰な)

認知もしくは感情のレベルで患 認知もしくは感情のレベル 自分だけが患者のことを完全に理
者と経験の共有ができない 1) で患者と経験を共有してい 解していると思う 20)

経験の共有 る 18)19).自身の経験している

ことを患者に伝えることが

できる

患者との対応に不安を抱えてい 感情や関心が患者に向けら 消耗するほど感情を患者に向ける

感情の投資
るため患者へはほとんど感情や れている 22)，自身の感情を自 が自分の感情をコントロールでき
関心が向けられないり21).自身の 覚できる 1の ない 20)23)24).患者の個人的救済者に

感情とは向き合えない 21) なろうとする 20)

幹を形成できない 10).心理的な距 鮮を形成できる 25)26).患者と 強い鮮を形成するが関係の終結に

紳の形成
離を置き、近づけることができな の心理的な距離を近づける 激しい苦痛を伴うの20)

ぃ1)10).患者を身近に感じられな ことができる 4)25).患者を身
し、 10) 近に感じる 10)

職業的境界線の内側だけで患者 患者のニーズを満たすため 看護師役割が放棄される 4).患者の

と対応しようとし、時に対応が困 に職業的境界を調整するこ 家族もしくはチームの理解を得ら

境界の調整
難となる 10) とができる 25)・患者のニーズ れない 21)・患者の責任まで引き受け

に応じて職業的責任を果た る 10)・自分の延長線上に患者をみる

し、患者の負うべき責任を患 ため同一化過剰となる 1)

者が果たせるようにする 10)

注:太字はフィ ールドワークの結果により追加
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うちにそのアドバイスを実践した。(記録から)Iあんた、

やっぱり臭いわ。お風呂入ってんの?何か服が臭う」と

言われて、「私、臭いって言われてショックです。なん

か嫌な感じがしました」と返し、それに対してBさんは、

「…ごめん」と謝っている。Aは次のように記録してい

る。I(前略)患者は、拒否する言葉、思い返して私の

ところに戻ってくるという患者なりのコミュニケ ーショ

ンを通じて私に向かい合ってきてくれたのではな L、かと

思う。(中略)患者との距離を縮めていくのには、看護

者側から話したりするばかりではなく 、『待つ』 という

ことで患者からの距離の短縮という方法もあることを学

んだ。(中略)患者が思っていることを自分の立場に置

きかえてみることで、患者の辛さや苦しみがわかるとい

うことを実感でき た。また、反対に患者の感じる喜びも

共有することで患者の笑顔を心から良かったと思えるよ

うになったと思う。JAは、 Bさんの自尊心の低下を問

題としてあげ看護計画を立て、最終日には Bさんから

「あんたがいて良かっ たわJIがんばる ことができたわ」

などの発言も見られ、 Aから「私がいなくても、Bさん

はがんばれると思う」と伝えると、Bさんは「がんばろ

うと思うけど…まあ、がんばるわ。フフッ」と笑顔で答

えるなどの変化が見られた。実習終了後、Aが持ってい

た「かかわり」についての概念についてきくと「精神看

護実習前は、向こうからくるよりも、自分からなにかし

たいとか、その人のことをもっと知りたいと思って自分

から患者さんに対して行動するという感じ」ととらえて

いたが、「何をするじゃなくても一緒にいてたら、時間

の共有とかでもかかわりなんかなあと思って」と話す。

「巻き込まれ」とい うことに関しては、 「患者さんに臭いっ

て言われて、ほんまに自分がそうなんちゃうんかなと思っ

て、看護者としてその人にかかわっていかなあかんのに、

先に自分のことを考えてしまった」ことをあげた。

Aのケースは、患者の言動による初期の動揺が短期間

で解決し、その後安定し関係を深めることができている

ことから、 nursinginvolvementのモデル・ケースとし

た。その理由として、 Aは受持ち患者との時間や場の共

有を意識し、看護の結果を共有している(経験の共有)。

そして、単位認定者の助言により関心を患者に向け るこ

とができ(感情の投資)、 「あんたがいてくれて良かった」

という受持ち患者の言動からも患者 看護師関係の距離

が近づき、信頼関係が形成されていたことがわかる(紳

の形成)。また、看護目標を達成させ、実習終了後の方

向性を示すことで看護学生としての責任を果たし、それ

以降の責任を患者にゆだねている(境界の調整)。特に、

自身の経験していることを患者に伝えることができてい

ることは、初期の行き詰った関係を打開し深めることに

非常に有効であり 、表 1および表 2の「経験の共有」の

内容に太字で追加した。 Aは、「巻き込まれ」について、

患者に臭いと言われ動揺し、患者ではなく自分に関心が

向いたことと考えている。牧野川も「患者の言動によ る

動揺」を「巻き込まれ」の要因としてあげているが、今

回の多軸評定では、「患者の言動による動揺」はdetach-

mentからover-in vol vemen tの範囲に関係がなく見られ

ることや一時的なものであることなど異質であると考え

られる。一般的な「かかわり」として広義の意味で‘のm

volvementωに含まれると考えられるが、患者の言動に

より影響を受け一時的に動揺するタイプの「巻き込まれ」

では、関係が不安定になりその後の対応により、関係が

深まるか、対応の困難さが継続するかの分岐点となる。

これらのことから「患者の言動による動揺」は、広義の

意味でのinvolvementには含まれるが、その動揺と分岐

点となること 27)に焦点を当て、特に 「患者の言動、症状

により看護学生が動揺し、一時的に対象者への関心より

自分自身に関心が向く状態」を看護学生の「ゆらぎ」と

することで、より involvementの概念が明確になると考

えられる。 Aは「ゆらぎ」を分岐点として関係を深め、

nursing involvement へと至ったと考えられる。

②ボーダーライン ・ケース:学生C、女性、 20歳代前半

Cは、実習初日から、頭が故障しているという体験を

持つ受持ち患者のDさんに「他の人と話してきてJと言

われるが、「しゃべらないけど、一緒に居てていいです

か」と言って一緒に過ごしていた。 Dさんの好きなビ ー

ズや昔作っていた「帯留め」などDさんの好みに合わせ

て患者の負担とならないように一人で作業し、時々頭の

故障や頭痛を訴えるDさんに見せるということを繰り返

した。最終日前日、 Dさんは、頭痛を訴えるが、完成し

た「帯留め」を見せると、 「よーできたなあ。ほんまは、

着物にするんやけど、服の横の方でくくっとってもかわ

いいのとちゃうか。まあ座り」と Cの体に巻いて結んで

くれる。 Cが「疲れましたか?私帰りましょうか ?Jと

たずねても、 Dさんは Il、いや、おったらええ」と受け

入れ、その日の帰りにDさんは「時間はあっという聞に

すぎてしもたなあj と感想をもらす。しかし、(記録よ

り)I最終日の朝はすごい剣幕で『あっちへ行って』と

言われ、最後の挨拶の時も rc手紙を)ごみになるで

(中略)Jと言われ、理由を明確に説明してくださること

や私の最後の話を聞いてくださったことは大変ありがた

く嬉しいが、手紙が受け取ってもらえないことはショッ

クだった」と5己している。

Cは、時間や空間を患者と一緒に過ごしながら、 2週

間という時聞をかけて少しず、つ患者と「経験の共有」を

行っている。最終日前日には、学生と話すことを避けて

いた患者から、 「時聞はあっという聞にすぎてしもたな あJ

など「経験の共有」を確認する言葉が聞かれているため、

nursing involvementのモデル ・ケースに近いと考え ら

れる。しかし、最終日には、受け取っても結局捨てるだ
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けになると手紙を受け取らなかった受持ち患者の感情と、

そのことを伝えてもらえるありがたさを思考では理解し

ているが、手紙を受け取ってもらえずショックを受けた

学生の感情に相違が生じている。 Cは受持ち患者の言動

にショックを受け、上述した「ゆらぎ」の状態にあり、

それが実習最終日のできごとで大きな影響を与えている

と考えられるため、 この時点においては、本ケ ースを

nursing involvementのボーダーライン ・ケースとした。

③関連ケ ース:学生E、女性、 20哉代前半

Eは初日からほとんどの実習時聞を、受け持ち患者の

Fさんの隣に座って過ごしている。 しかし、Eの質問に

Fさん「はい」か円、いえ」もしくは、質問のオウム返

しか沈黙しか返さな L、。 2日目のプ ロセスレコ ード で、

沈黙も含め患者の言動に対して単位認定者から「考えた

ことだけでなく Fさんの表情や言葉を受けてEさんはど

んな感情を持ちましたかJI感じたことを (Fさんに)

返してみよう」という指導を受けて、 3日日には、I(F

さんが)寝られている時は、私は横にいないほうがいい

ですか」と尋ねることができる。それに対して「ここに

いていいです」という返事をもらう。 2週目に入り 、待

つこともできるようになり 、それに伴いFさんから「行

きましょうか」と声をかけられることもある。しかし、

失禁や発熱など 1週目に見られなかった出来事に対して

言葉で患者の思いを確認することが難しく 、Fさんの思

いをいかに確認するかを考える段階で 2週間の実習が終

了する。実習終了時に以下のように記録で振り返る。

「初め、自発性の低下している Fさんと関係を築くため

には、自分からの働きかけが必要であると思っていた。

しかし、関係は相互作用であるため、一人が一方的に質

問をしたり 、促してばかりいては相手の目線で見れてい

ないため、感情や思いなどを知ることができなL、。その

ため、患者さんのことを知ろうとするには、Fさんと同

じ回線で見て、Fさんのペースに合わすことが重要だと

思ったJI結果を求めて目に見える効果だけにとらわれ

すぎていたため患者にこうかかわるとこういう結果、促

すとこういう効果があると勝手に決めつけいて、患者中

心の看護を実施できなかった」

実習終了後、Eに「かかわり」についてたずねると、

「今、考えてみると、精神病として考えすぎていた。患

者さんに陰性症状があったから…精神病者というふうに

しか見てなかった気がする…学校へ行ったり 仕事も少し

してはったからその辺でもう少 しかかわれたら良かった

と思う。勝手に自分で壁を作っていたというか、一歩置

いてみていたからかかわりきれてなかった感じがする。

(中略)私が言っていることをなんで受け入れてもらえ

ないのかっていうのも今でもわからないしどういう思い

だったのかというのも知らないし、かかわりきれてなかっ

たのかな」と振り返る。

牧野耕次、比嘉勇人、甘佐京子、松本行弘

Eのケースは、「経験の共有Jが進む前段階で受持ち

患者の状態の変化があり、「受け入れてもらえないのかっ

ていうのも今でもわからないし、どういう思いだったの

かというのも知らないJI精神病者というふうにしか見て

なかった気がする」と振り返るなど患者との「経験の共

有」や「紳の形成」が難しかったことが考えられる。ま

た、「自分で壁を作っていたJI一歩置いてみていたから

かかわりきれてなかった感じがする」と「感情の投資」

という意味でも難しさがあり 、相手の感情や思いがわか

らなかったことにより失禁などに対しでもどのように促

してよいのか把握しきれず、専門職性を示す「境界の調

整」も困難であったと考えられる。これらの理由により

本ケ ースはdetachmentで、あるとした。意思の確認が難

しい場合や期間に制約があり受持ち患者が一人で状態変

化もありうる実習では、起こりやすいケースであると考

えられる。患者のことを知ろうとするには閉じ目線で患

者のペースに合わせることが重要であるという振り返り

もできているため、Eのケ ースも実習期間がもう少しあ

ればnursinginvolvementに至る可能性があったと考え

られる。

以上のフィ ール ドワークの結果、看護におけるinvolve-

mentの構成要素とその内容を以下のとおりとした。

経験の共有 :時間や場、行動を共有すること、また、患

者との相互作用により患者の過去、現在の

経験を感情、認知レベルで共有し、患者を

知ること ・自身の経験していることを患者

に伝えること

感情の投資:患者に対して感情や関心を向けること

粋の形成:患者とのつながりを深めていくこと。つな

がりが深まるにつれて双方を身近に感じ、

信頼感が深まる。その看護師が身近に感じ

る感覚は、その患者との関係性やイメ ージ

の仕方により 、友人であったり 、家族のメ

ンバーであったりするなど異なる

境界の調整:患者との対応の中で専門的技術を提供して

職業的境界の範囲を意識的無意識的に取り

決め、その責任を負うこと ・それに応じて、

患者の家族やチ ームに対しでも専門職性を

発揮して、その職業的境界を取り決め、責

任を負うこと

町.考察

現在発表されている看護におけるinvolvementの測定

用具は、「患者一看護師関係のタイプと特徴JOのみであ

る。その測定用具は、「臨床的JI治療的JI結ひ、ついた」

「巻き込まれすぎた」という 4つの関係の条件が示され、

限られた時聞に様々な状態にある複数の患者を受持つ病
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棟の看護師に特に有用である。しかし、その測定用具で

示されている 4つの関係の中でinvolvementが最も少な

いと考えられる「臨床的」関係では忙しい時間の中でニー

ズの少ない患者に対し、そのニーズに応じたinvolve-

mentを看護師が病棟全体の動きを考え敢えてコントロー

ルしている側面もあると考えられる。したがって、一人

の受持ち患者との良好な関係を目標とする精神看護実習

など一つの患者一看護師関係を評定するには適していな

いと考えられる。E.Arnold 16)は患者 看護師関係にお

いて、「治療的 Ctherapeutic)Jを中心に据え、その両

端を「切り離された Cdetached)J r巻き込まれすぎた

Coverin volved) Jとしたが、それぞれの具体的内容を含

めた測定用具として提示されているわけではなL、。今回

の結果である「看護学生におけるinvolvement多軸評定」

は、特に一人の受持ち患者との良好な関係を目標とする

精神看護実習においては、教員および臨地実習指導者と

学生がinvolvemenUこ関してその概念や程度、注意点な

どを共有することができ、学生による自己の振り返りや

教員および臨地実習指導者による指導上、有意義である

と考えられる。例えば、客観的な視点を重視する場合の

「情報収集」という視点よりも「経験の共有」という視

点でとらえる方が、患者一看護師関係の相互作用を重視

できると考えられる。「感情の投資」では、看護学生自

身の患者に向けられている関心や感情の質 ・方向性、も

しくは関係を作る目的などに焦点を当て振り返ることが

可能である。「粋の形成Jでは、患者一看護師関係の関

係性に焦点を当て、患者との距離や患者とどのような関

係を築きやすいのかなどを振り返ることができる。「境

界の調整」では、計画される看護が対象の患者はもちろ

んのこと患者を取り巻く家族や学生を取り巻く学校、実

習病棟などを考慮に入れた場合に実現可能かという点に

焦点を当てることができる。将来、程度の差はあるが制

約の中で組織に所属し看護を行う場合に、実現 ・継続可

能な看護をより高い質で行えるよう調整する能力が求め

られるが、実習時からそのような視点を持つことで、境

界を検討し調整する能力を高めることができると考えら

れる。また、患者 看護師関係においても、どこまでど

のような援助をするかにより、患者一看護師関係の境界

が規定される点に焦点を当てることが可能であると考え

られる。そして、これら4つの構成要素のdetachment

(切り離された)-over-involvement C過剰な)-nurs-

ing involvement C適応的な)を軸とした変化を提示す

ることにより、看護学生がinvolvementのバランス感覚

を養う際の指標となると考えられる。

Turner舶はover-in vol vemen tの要因に 「不十分な技

術」や「無経験」、「不明確な境界」などをあげている。

これらの要因は学生に該当するものが多く、本研究結果

のinvolvement概念の構成要素である「境界の調整」に

影響を与えると考えられる。しかし、 over-in vol vemen t 

に関しては、文献中に顕著な例が示されていることによ

り、多軸評定における枠組みを示すことが容易であった

が、本研究のフィールドワークではover-in vol vemen tを

明示した典型的なケースは見られなか った。これは、臨

地実習指導者および教員のサポ ートやカンファレンスな

どが、 over-in vol vemen tの要因である「不十分な技術J
や「無経験J、「不明確な境界」を補っていると考えられ

る。臨地実習指導者および教員のサポートやカンファレ

ンスなどが機能せず「感情の投資Jや「緋の形成」の程

度が大きく、「境界の調整」が不明確になった場合には、

精神看護実習においてもover-in vol vemen tが見られる可

能性があると考えられる。臨地実習指導者および教員の

十分なサポートやカンファレンスが機能することで学生

は安心してinvol vemen tを行うことができると考えられ

る。また、 Morseりは、「長期間Jr膨大なニ ーズ」を

over-involvementの要因にあげている。「長期間Jr膨大

なニーズ」と向き合うことにより、看護師はinvolve-

mentを看護の中心的な概念、に位置付け発展させてきた。

看護師は、 involvementにより濃厚な患者一看護師関係

を樹立することが可能である一方で、 over-involvement

に陥る危険性とも直面している。しかし、この実習は 2

週間と短期間であり、受持ち患者の疾患は原則的に慢性

期の統合失調症でニーズは膨大とは言えないためover-

involvementまでには至らなかったと考えられる。

本研究結果である 「看護学生におけるinvolvement多

軸評定」は、看護学生に焦点を当て作成されているが、

疾患や精神および身体症状の程度や変化など患者側の要

因も看護学生のinvolvementに大きく影響していること

が考えられる。また、その結果は、 2週間という実習期

間と受持ち患者が慢性期の統合失調症であるという点で

限界があり、今後、他の疾患も含め調査を行い、検討を

加えていく必要があると考えられる。また、わが国にお

いてinvolvementの訳語として使われる「かかわり」は、

広義のinvolvementとして「働きかける」という意味で

一般的な使われ方が多く見 られた1日。これは、海外の文

献においても見られる使われ方であるが、看護を含める

かどうか不明確であり、一般的な使用法であるため、本

研究では除外した。また、看護における「ゆらぎ」に関

しては概念分析が行われておらず、今後概念分析を行っ

た上で、 involvementとの関係をさらに考察してい く必

要があると考えられる。
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(Summary) 

Analysis of the Concept of lnvolvement Occurring in Nursing Students 
during a Psychiatric Nursing Care Practicum and 

the Development of a Multiaxial Assessment for lnvolvement 

Koji Makino Hayato Higa Kyoko Amasa Yukihiro Matsumoto 

Shcool of Human Nursing， The University of Shiga Prefecture 

Background In Japan， studies on involvement in from 40 nursing coll巴ge students using the 

nursing are gradually becoming more common Hybrid Model of Schwart-Barcott & Kim. 

after the recent reviews of the evaluation of Results From the results of this analysis， a 

involvement in other countries. But in the past， working definition of involvement in the 

involvem巴ntin nursing was considered to be a practicum was identified as "the nursing 

difficult issue in Japan and other countries phenom巴non that consists of sharing 

from the employment ethics and objective experiences， inv巴stmg巴motions，forming bonds， 

scientific perspectives. In recent years， various and negotiating boundaries， and that occurs in 

aspects of involvement have been investigated the process of human interaction." A 

and the importance of this concept has been "multiaxial assessment for involvement" was 

recognized. It， however， has not been analyzed; developed to describe changes in these four 

therefore， it remams difficult to obtain constituents associated with detachment， over-

widespread recognition of the concept of involvement， and nursing involvement. 

involvement in nursing. Conclusion Results from this assessment will 

Objective The present study aimed to clarify the benefit teachers， practicum instructors， and 

involvement of nursing students during a students by allowing them to share the 

psychiatric nursing care practicum， and dev巴lop

a tool for measuring this involvement. 

Method The study collected and analyzed data 

concept， degree， and important aspects of 

in vol vemen t. 
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論文

急性期における統合失調症患者家族
アセスメントツールの考案

1.緒言

甘佐 京子 、比 嘉勇 人、 牧野 耕次 、松 本行 弘

滋賀県立大学人間看護学部

背景 園内の精神病院では急性期病棟(短期入院病棟)が定着しつつある 1)。統合失調症を発症した患

者を、短期間の入院で早期の退院に繋げるためには、入院時から患者の地域社会における支援者である

家族へのケアが重要となる。しかし、急性期における家族に対するケアの確立は不十分な状況にある。

目的 精神科病院において急性期の患者家族に必要なケアを考察することを前提に、精神科に勤務する

看護師に急性期の患者家族の状況や気になる家族についてインタビューし急性期の家族アセスメントツー

ルを作成した。

方法 精神科に 5年以上勤務する看護師10名に対し、急性期の家族の状況、看護師として気になる家族

等について、インタビューを実施した。その内容を逐語録にし、質的な分析を試みた。

結果 「看護師から見た急性期の家族の状況」からは家族の状況を示す内容として、 70のフレースを抽

出し、最終的には九つの中位カテゴリーへと分類することができた。また、「看護師から見て気になる

家族」を示す内容として、 54のフレーズを抽出し、最終的には九つの中位カテゴリーへと分類すること

ができた。さらに、その結果から、家族の対処状況からの視点と、家族の資源や認知からの視点で捉え

る二種類のアセスメン卜ツ ールを考案した。

結論 急性期の家族の状況を基に考案したアセスメントツールは、入院時から家族が示す反応を捉えな

がら、ケアの対象となるのか否かを判断していくものであり、精神科や家族へ対応の経験が浅い看護者

であっても、アセスメントがしやすいと考える。また、気になる家族を基に考案したアセスメントツー

ルは、問題となるポイントに焦点を当てたものであり、早期より看護の介入を見据えたアセスメントが

展開できると考える。

キーワード 急性期、精神科看護、家族アセスメン卜

1999年の精神保健福祉法の改正を始まりとし、 日本の

精神医療 ・福祉の動向は大きな転換を求め続けられてい

る。長期入院患者の脱施設化を図ると共に、2002年の精

神科の診療報酬改定では、入院から 3ヶ月間のみ適用さ

れる精神科急性期治療病棟入院料が引き上げられた。こ

の背景には、新たな長期入院を防ぎ、短期間の入院で患

者を地域に帰そうという意図がある。こうした、改正に

伴い国内の精神病院では急性期病棟 (短期入院病棟)が

定着しつつある 1)。

急性期病棟では、激しい精神症状を呈するものや、病

識がないため不安が強い初発患者が対象であり 、濃厚な

医療 ・看護が実践される。一方、 こうした患者の場合、

その患者の家族もまた様々な不安を抱えている。とくに、

初発患者の場合、患者が若年であるため、家族との結び

つきも強く 、患者同様に大きなダメ ージを受けている家

族も少なくなし、。急性期においては、医療 ・看護の主た

る対象は患者本人になることは当然であるが、急性期病

棟の本来の目的が、短期入院から地域へ戻すことならば、

当然地域での受け皿 となる家族に対しでも、速やかにダ

メージを取り除くよう働きかけ、患者の受け入れを進め

ていくことが必要となるのではないだろうか。そこで、

今回精神科病院において急性期の患者家族に必要なケア

を考察することを前提に、精神科に勤務する看護師に急

十胡月の患者家族の状況や気になる家族についてインタビ、ュ ー

を行い急性期家族のアセスメン 卜ツーjレを作成した。

2006年 3月10日受付、 2006年 5月17日受理

連絡先:甘佐 京子

滋賀県立大学人問看護学部

住所彦根市八坂町2500

e-mail: amasa@nurse.usp.ac.jp 
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II.研究方法

1 .目的

精神科急性期において、精神科看護師から見た患者家

族の状況及び、気になる家族の要素を抽出し、急性期の

患者家族のアセスメントツ ールを考案する。

表1 対象者プロフィール

勤務病院

精神科勤務

平均年数

他科勤務経験

男女比

2. 研究協力者

単科精神病院A 2名

単科精神病院B 4名

総合病院精神科病棟4名

12.1 :t6. 2年

有り 6名無し4名

男性2:女性8

N=10 

精神科に勤務経験が 5年以上有り 、急性期病棟もしく

は急性期の患者を担当する経験をもち、学生指導をはじ

めとして、病棟内において指導的役割を担っている看護

師で、研究の主旨を理解し自ら協力を申し出て下さった

10名の看護師(表 1参照)。

3. 倫理的配慮

研究協力者となる対象には、事前に研究の趣旨を口頭

で説明し、調査中はプライパシーの権利、参加中断の権

利及び特定の質問に対して拒否する権利を保証すると共

に、面接の中で語られた患者に対する情報に関しては匿

名性を保っと共に、個人が特定されるような特殊な背景

については、内容から削除することも説明した。また、

参加の意思は、あくまでも本人が決定することを前提と

した。さらに、録音または記述にて記録したものについ

ては研究者が厳重に保管し、本研究の全過程が終了後、

すべて破棄することを確約した。

4.データ収集

デー タ 収集は、研究協力者一名につき、おおよ そ 30~

60分の半構成的面接を実施した。主な質問内容は、統合

失調症およびそれに準ずる精神疾患患者の入院時を中心

に急性期の家族の状況や、関わる中で気になる家族、さ

らに、現状の急性期における家族への支援等について質

問し、それに対して自由に語ってもらうようにした。面

甘佐京子、比嘉勇人、牧野耕次、松本行弘

接回数は一人一回のみであり 、落ち着いて周りを気にせ

ずに話ができるよう施設側に依頼し個室を準備していた

だいた。また、内容に偏りがでないように、対象者の勤

務する施設については、 うち 2施設は県内において病院

特定機能評価を得ており、のこる l施設を含めて長年に

わたり学生実習施設としても、共に評価されている 3施

設を選択し、看護部に依頼し了承を得た。面接内容につ

いて、許可が得られた場合のみ録音を実施した。面接時

間は、52分から27分であり 、平均時聞は33.4(:t7.5) 

分であった。

5.用語の定義

家族:夫婦の配偶関係や親子 ・きょうだいなどの血縁関

係によって結ばれた親族関係を基礎にして成立する小集

団である(広辞苑)。ただし、本研究においては子ども

である患者の保護的役割を担うものに焦点をおくため、

主に父母を指す。

精神疾患:本研究で対象とする精神疾患は、統合失調症

およびそれに準ずると考えられる精神病圏内の症状を呈

している場合に限定する。

急性期:病気(統合失調症及びそれに準ずる精神病圏内

の疾患)が急激に発症した時期であり、何らかの異常が

身体的 ・精神的徴候として起こり 、ある程度の速さで進

行していく時期 2)と定義する。また、期間としては精神

科救急入院料の適応となる入院から 3ヶ月程度の期間と

する。

家族機能:Olson3
)は、家族機能を、凝集性 ・柔軟性 ・

コミュニケーションの 3つに集約できるとしており、円

環モデルによって統合的に把握しようとしている。本研

究では家族機能を示すモデルのひとつとして、こ の

Olson3
)の円環モデルを用いて、家族機能を家族の紳を

表す凝集性(密着一分離)・家族の対処能力を表す柔軟

性(混沌硬直)で示される家族の状態と操作定義する。

家族の状況 ・統合失調症、ま たはそれに準ずる精神疾患

を発症し精神科病棟あるいは精神病院への入院に至った

急性期の期間に患者家族が示す状況と定義する。

気になる家族 .精神科に勤務経験が 5年以上有り、急性

期病棟もしくは急性期の患者を担当する経験をもっ看護

師が、病棟もしくは病院に入院してきた患者の家族との

関わりを通し、専門職者として気にかかる存在ととらえ

られた家族と定義する。

6.分析方法

データを逐語録に起こし、その内容を質的に分析した。

分析は分析的コーデ ィングの技法に準拠して行った。最

初のコ ーディングではデータのコード化と類似したコー

ドのカテゴリ ー化を行った。さらに、類似したカテゴリ ー

が示す意味を検討し、包括的に説明しうる中核なカテゴ
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リーを抽出していった。分析内容の妥当性を測るために、

修士以上の学位を持ち精神科の臨床経験がある看護教員

2名および、研究協力者からの意見も聞いた。

皿.結果および考察

1.看護師から見た急性期の家族の状況

家族の状況を示す内容として、 70のフレーズを抽出し、

ラベリングを行った。その結果24の下位カテゴリ ーに分

類され、さらに 9の中位カテゴリ ーへと分類することが

できた。なお、今回は家族の状況を概念化することが目

的ではないため、より具体的な状況として 9つの中位カ

テゴリ ー迄の分類とした。以下、 9個のカテゴリーの内

容についてデータを抜粋しながら提示する。

1)初めて体験する場所 ・医療に対する不安を持つ

このカテゴリーには、 3つの下位カテゴリ ーが存在し

fこ。

①何かわからない事への不安 ・家族は、今生じている

現象を理解するに至らない状況にあり 、かなり強い混

乱状態と考えることができる。

r初発の L.，/J'b産者三主んやったんでうん、るフぉfJ}:d

ん bl写のことかわかるんでいう感じでー 一。J
f;teJちそのうち、最初li、 るラだかふ、何か何の ζ っ

ちゃわからん、辻りeb;{9"，、不安li不安ゃったんです

げと、在、fとんな痕荒なんやろ?J{;何で、 ζんな ζ

とす~/らや-3?J1 

②精神病(病院)に対する恐れ:家族は、初めての受

診もしくは初めての入院に至るまで、精神病院や精神

病に対して、ネガティブな感覚を抱いていることが少

なくなL、。

fゃっ li"， こう、表療室ぐ ι て片言 t? tl~ つでZフイメ ー

シがdちりょtすね。 産者ぷんに Ii会;{~n' L.，、実原百で

j言てのごとでIi/j.- い L 、 ゃっ Ifクλ!%す~ときの沖合い っ

ていうのか、疲れ ~tRじゃな~ 1 L.，、やっぱ、精神科っ

て言ライメ ー シがèb~ じゃないですか。J

③病状に対する不安:家族は、精神疾患、中でも統合

失調症の経過について不安を持ち、特に急性期の段階

では、日々の病状の変化について気にかけるこ とが目

立つ。

f勉iごるいδ いろ要素lièb~ ζEE うんですゲι九ぞの、

ちょっと Lたζ とを厨いて、ぞうですか、ニコッでい

ラ感じIiないですね。げと、「やっぱり、 ぐぐられて

~んでL.， j: J eか。 rでる、;tだ会;{ないんで L.，j:ラj

eか。J
2 )入院前の状況により疲労と恐怖感を持つ

このカテゴリ ーには、 2つの下位カテゴリ ーが存在し

fこ。

①子どもの対応への疲労感:家族は、急性期の精神症

25 

状が著明な時期を患者と生活する体験をして入院に至っ

た場合、精神的のみならず、身体的にも疲労を抱えて

いることが少なくなし、。

f一番、初五ずですねだ」から、λ館 Lたその81ご、先生

の辻 ζjご、来 t?tlで、 ちJ っと、一度λ!%L.，て、-

いちばん、ゃっIfり、λ!%初耳ずですわ。だかを3、λ!%
6一般、わあっ ιfなった枕況の円台で、あの、こ家族っ

ていラの li、 ほんとに精神的にる疲れて~んだげとJ

fうん、 とか、 ￡あ、 アナム求とったら 、 がか~ゃん、

表れたりとか、ζ1::"-:>か行ったりとか、いろいろ、あのー、

るラ今でる、葺善幸g枕在!fli/j.-いjプιども、あの、家族で、

押 d;{つげて来二吉 Lたとかねって、ぞれIi、いろい

ろあ~か t? 01

②暴力への恐れ:家族は、状況によって患者の暴力の

対象になることもあり、直接対象となった家族にとっ

ては、患者に対して恐怖を感じ拒絶することもあり得

る。

fゃっIfり、暴力-2:受げた場合Ii、 るう、嘉カってい

ラか、刃物とか、ぞういうの持ち出ιた場合とかli、

るうやっぱり 、 佑~ 1 つでいうのが必~ので、受げλれ、

/j.-かなか受ゲλれられなかったり、 るう、JJ!j1ζ暮らす

とか、そういうことにるなり£すね、J
3 )子どもを手放すこと事への悲しみと抵抗

このカテゴリ ーには、 2つの下位カテゴリ ーが存在し

た。

①患者から隔離された家族 家族は、閉鎖病棟への入

院に至った時、患者の安全と精神の安静が目的とは言

え、特に患者である子どもが若年の初発患者の場合、

個室で施錠された部屋に入院することに不安を感じて

いる。

f7ごいでい急住却でこるれた害者三舎ん /i嘉手急佐のèb~

パli結梓E療保護λ!%とか、岩茸λ館 ι1::~ 1 夕方か多~ 1 

ので、 その、 卸室jごλ ふれ~方/J:i多い ι ゃあり ;t ぜん

か。拘束とか厩離のパか多いのでE会る禁止と Lづノ、。

ターンか多いんですんだ万't?、普通ゃったら、家族

z夕、患者ぷんをBIごLて象部f}1ご犀って、これIiζゲラい

フことなんやろうかつで若護者に質閣をよっげたり L

でぐ ~é/l{ フんですげと、 ぞれがむ7いじゃないですか。J

②子どもに対する愛着.家族は、元来の親子関係が背

景にあることはもちろんであるが、入院を余儀なくさ

れ、物理的に子どもと離れてしまう状況で子どもへの

愛着を強めている。

fすごし心配でた;tらんで、来たりとかね。 (Jつζf

げない政況とかですね。年謝とか、正あ、初発か、初

発でないかとかあのラ、 £、;{ーとね、1fλ!%L.，で、

ぞの場で、 あのね;{ 、 なんかなんとかやって~んやげ

と¥急に、あのう、次のBぐるい正では、なんだかん

だって、来てるふうこと」が多いんですげと、その、
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そのあと li、 るラ、 Lばらしお子/取り下広いじゃな

pげと、るラ、家族か来たいって場合にIi、却に梓わ

ないんですげιELSEdち、逆ですね、ζ ないだる、っき、

付き添いたいつで、るラ、河若宮る疲労厨麿枕産1j，'のに、

fすま添って、休んだ‘才か いいんιゃないですかつて、

言って石に (;Mわるず、厨かへんみたいな、感じです

ね、J

4 )親としての後悔と責任を感じる

このカテゴリーには、二つの下位カテゴリーが存在し

た。

①親としての自責感 :家族は、精神病に躍患したこと

の原因を模索し、養育に問題があったと感じたり 、精

神科の病院に入院させたことについて患者である子ど

もに対して、申し訳なく思ったりしている。

fゃっ Ifり、でる，喜子よ福/):;'ζ ラιてι£ったんやろ

か ?J っていうのにる変わつでいぐんや L、 震のパ/)i~

f育て方/)i~主要かったんやろかJ てい ラ万にる 、 ~ 1って

LまうのがやっIi"り、初発zうA多いんですねxoJfζ ラ、

やつは。り、精神科にλ(f;tdぜたとか、精神蔚っていわ

れ-3ζ とる、 ショックか非常に大きいのだ、ム厚い£す

ね。 ([}j/会にj…・・・ ぐ-3とね。 ゃっ Ii"り、自分の子ιども

が、 ぞう~ 1ラ蔚気になって1.--';tった、却と LでIi、やっ

ぱり、 ζ ラ、ね、周遊/Ji大 g~lだろうと 、 ねX 、 原っ

て、そういう ζ と口にぷれ-3才るねX、(jjりますい

うん。 今£で、何か、何やってたんだ‘ろうとかねxoJ
②親としての責任を果たす :家族は、自責感を抱えな

がら親としてできることを、できる限りやろうとする。

fλ館に必要なるのを持つでぐ-3とか、E会1:週iζ何

@1.--て下dいとか、 3@';tでオッケーですとか、30分

以内です、とかつて沈めたらそれは、必ず来ふれ-3つ

でいう、 うん、 ラんで、時fa'Jの設定とか Lてる、ぞ

の時間にちゃんとItih-3、来ていただげ-31.--、でいう

ので。Jfとに/))ぐ 、f何かιてやるねli'Jで、 f守っ て

やらねばJで、 fるう斤時(;li 1j，'ねないぞJふたいな、

感じ、になっちゃってJ
5 )予測がつかない治療状況に対する不安

このカテゴリ ーは、二つの下位カテ ゴリーが存在した。

①治療に対する不安:家族は、治療の知識がない不安

と、不確かな知識から向精神薬の使用に対しで慎重で

ある。

fだげと、 ぞれがるう 、 ~ 1っぺん」がみ合わなぐな-3辻、

すごいぐ 、 ζ ラ、納得できないってLづ 、f薬の説明6

5れてなかったJ、fζんな強い薬1:sぎわれで、自がの

息子li精神府じゃないのに、精神府jζ ðht~J みた い

と[oJ
②病気による子どもの変化に対する不安 .家族は、治

療により一旦過鎮静傾向に陥った状況に対して不安を

持つ。

甘佐京子、比嘉勇人、牧野耕次、松本行弘

f患者ぷんか" fl.iiJjjのようだったりとか、あのう感傍

のi@{ぞ/)1滑かったりとかす-3んで、ほうなってきたら、

f何でζんなんにと工っ てι£ったの ?ζ の、 λ(f;t1.--て

良ぐなつでいぐんじゃないの ?JつでLづ不安ですよ

ね。J

6 )回復に向けた医療への期待

このカテゴリ ーは、三つの下位カ テゴリーが存在した。

①退院への希望:家族は、患者が若年の場合特に、早

期の退院を希望し家族としての受け入れも悪 くない。

f家族かる厨いでこられ-3ぷラ在感じです。遺産のと

きる、£っ、自分から進んで、「るう良ぐな ったん で

)g(f;tの時期っていつ頃でιょうか ?Jつれづ感L・"['，J

②治療に対する信頼 :家族は、治療が進み精神症状が

落ち着いてくる様子を、自 ら確認することで治療への

信頼感を深める。

f長初かる、受げλれられてい-3所{;(jjり£すげζf冶。

それは、 るう 、 家族/)i~ ぞの、 局者 ι ぐ精神症討を出 L

て-3場合jζ、薬1:飲んだら、すごぐ、ζ ラ、普通になっ

て-3ιゃないですか。ぞれが、あっ薬か溺いて、若ち

著いた伎を居たとさに、何か(，あっ、薬って溺ぐんや

なJと/))/iI{うと、ゃっ Ii二認知とか、与ヨい所Ii、わり

と、何か、受げλhli、ζ ラ、早いのかなあと、Eい

よtすね。 きゅ、急成に、ご う、薬がよぐ説いたとか。J
③治癒への期待:家族は、治療が進めば病前と変わら

ない状況に回復することを期待している。

fるう、言っちゃ Xli'~、 るう諦めてないわげですよ。

余計にあと若いんで、あのう、やっぱ、あのう、あと

痘蓄広んか若いから、J
7)思うように回復しない事への怒り

このカテゴリーには、三つの下位カテゴリーが存在し

fこ。

①治療に対する不満:家族は治療が思うように進展し

なかったり 、向精神薬の副作用が目立ったりする状況

に不満を持つ。

f (薬の副作用Ii)圧倒的に、新規の才か少なLゆら、

ζ っち使って£すって、 zってる、 ててで、fこζ書い て

(jj-3じゃないか、 ζんな、説明ぱ、ぷれなかったjみ

たいなね、こ とから始£ってo るラ、表初、ぞうす-3

c、 るラ、 ζ「こが争点だ万ム何か、わかんなぐなっちゃ

うんだげと、おと、お文広んがζだわりと Lでli、λ
館時に、そのときに、薬の説明か芯れなかった、ふた

p在所jご、一点集中ふたいなζ とに。J
②医療への不信 :家族は、治療に対する不満から、医

療そのものに対して不信感を持つ。 fセカン件オどニ

オンじゃないげ点精神科EじゃなL叫に、厨いてき

Iiんねん。ぞフずっと、自分のいい、都合のいいと ζ

ろLか、頭に、 るう、λらないじゃないですか。ぞラ

す-3c、「そんな薬を使われて-3のは、 6つてのばか



急性期における統合失調症患者家族アセスメントツールの考案

やつでZわれたJみたいにね。J
③医療サービスに対する権利の主張:家族は、医療サー

ビスの受益者として、その権利を主張し、状況に見合っ

たサービスを積極的に求める。

fちぷっと ζ う、何でLづ 、訟の言い方/Ji'，遣う のか

る j切れんげと、 ちぷっと権利~三主張ι でぶのかなつで

いうところは、何か、何か、ぞれる、サーどスだろう

とか、何か、こラ、 ううん、 うん、何で宣った θいい

んでLJoうねx.。ちょっと、こう、積極的になってき

てい各所(i、cf5-3かる Lh芸ぜんね。J
8 )患者 ・家族の今後に対する不安を持つ

このカテゴリーは三つの下位カテゴリーが存在した。

①退院に対する不安 :家族は、患者である子どもの退

院の目途がつくと、退院に対して不安を持つ。

f音(i府東の知識かなぐで、ほん-;t(ζ良 pのかつでか

んι‘で、7J.'んだ刀みんだ言って子/まMfiLで-3若宮るいた

げc・-年単位でと、ラのこうのって三テラの(iないですね。J

②予後に対する不安:家族は、どこまで回復するのか、

これからどうなるのかということに対する不安を持つ。

fj[;荒yピった頃の、ぞの，@子ミヲんに7J.'-3 /)> c"うえが。 で、

それで治-31ζLでる、ぞれで、ζゲζ 若で/):<皆らんに

ιてる、とζ £でが泊-3んやってLづ不安/)i、 るう

と、んとん、 ιどんといんil1x.てぐ、大志ぐなっていぐん

ですぷ。J
③家族の将来に対する不安.家族は、子どもが催患し

たことで、その他の家族の生活も変化してしまうこと

を恐れている。

fJちあo elちと (iぞの、子とると雪/心ーパか府気になったっ

ていう事で、そのほかの生居全てが、ま、ぞのラ、患

者dんに、吸収dhてL-;tって、将来の盆庄っていう

の(i、狂ってL-;tわれ-3才(i、やつは。りあり£すね。J

9 )精神病であることに受容しがたい思いを持つ

このカテゴリーには、四つの下位カテゴリーが存在し

fこ。

①精神病の否認:家族は、病気や薬の説明を受けいれ

でも、子どもである患者が、精神病に擢患している事

実を認めたくなし、。

fだから、たふん家族(i、そこらへんか理解か及、ιで

さでなぐで、やつは。夕 、 薬~飲むζ となんて、悪い ζ

とだとEって(i-3八る~ l(i-3o 精神科にか/)>-3なんて、

とかいうふラ j乙宮つで(i-3パる、い(i-3 i.がる ιれない

L。ふん。受ゲλh-3のに時間るかか-3ム宮います);oJ

②閉鎖的な家族:家族は、入院時に家族の状況等を看

護者から聴取される意図が理解できていない場合、話

すことに抵抗を感じる。

f不安な家族jζ(i工夫がい-3、何のためにとかつてL】

ラごと (i、あん£り、ごう、ただ単jご、周きたいから

と、やっぱり、表初の時期に廓いちゃラ辻、家族iご、
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心7んでその ζ 辻、 Zわなきゃ いげないのかとか、J
③自分なりの知識を持つ :家族は、自分の持つ情報源

(本、インターネット等)を駆使して病気についての

知識を得ょうとするが、自分なりの理解に終始するこ

とがある。

fl七、刀>0、薬の ζ とる、さっちり守ってぷか、魁強L

たりとか、すごいやったんやげと、ぞフいうのが、な

んか、こう、ひと、一八ぷがり的jζ、うん。一生懸命、

るのすこ L頃圧になってたんで、ぞの菱自体(i、わか

-3んですわ、親の気持'!JcLては。J
④理解力が低い:家族自体の理解力が不十分な場合、

病気に対する説明を行っても理解が進まなL、。

f:すごぐごぐ理解力が低い家族だったり、-;t、原蓄広

/乙自身jζ (i、 -;t Jち 、 府気、 ~、￡あ、多少持って-3、

正あ、理解力か砥いとかる、 -;t、ιゲク Lてる、産者、

ゃっ (i"り患者層(i、あり£すげと、J

2.看護師から見た急性期における気になる家族

看護師から見て、気になる家族を示す内容として、 54
のフレーズを抽出し、ラベリングを行った。その結果26

の下位カテゴリ ーに分類し、さらに 9の中位カテゴリー

へと分類することができた。

1)初発の若年患者の家族

このカテゴリーは二つの下位カテゴリーが存在した。

①初発の患者の家族 r初E、初EλfJfiの八とかばか

なり、ふん7J.'か¥ノC¥lJcいて、持慌にλ腔dhてぐ-3ん

で逆指定ε'rhた後(iLっかりと居て-3ιfEうんですげよJ
②若い(未成年)の患者 f-;tだ未成年だったり、つ

れづ家族の患者広んでいうの(i、不安るおつま pや

ろな cf5 というので、 f話~)厨ぐ 、 ぞれが一つの基準

になってぶかる Lれないですね。J

2 )患者との感情の交流に過不足が生じている家族

このカテゴリーには四つの下位カテゴリーが存在した。

①患者との距離が近すぎる家族 fフん。お-H}dん、

:Iei-H}e雪んとの周係/Ji何か多ぐって、うん、正、 :Iei-H}d

んの才が足童保護的、まっ、超保護っていうか、ちょっ

とヂ捗がち辻か、J
②患者との距離が遠すぎる家族 fなかなか、とこに

タッチじゃないげc"21んであげるれない:Iei-H}dんとか、

逆にね、こう。 ラ /ι、突き放すじゃないげc" る、 tf5~

厨いてあげを3れなかったりとか。ぞういったあ'母広ん、

ラん、 (iちd っと気になり正すねx.、J
③患者の意思をくみ取れない家族 r非震になんか、

必の、;;fs:，パの、あの、本ノベの意まさE-il受ふ取れない若宮と

か、-;t、ぞれに気付去る ιないっていうか、ょ吉、ぞれ

がちぷっと、バターン仕LてO なんか、気になり正す

ね。J
④患者に対してアンビパレンスな感情を持つ家族:
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fぞの、 抗/l~? によってfi、 アンどパレンス 、 でいう

か、(週/!7d) ~-I!: でやりたい ι 、 本パる坦Øét.- たいっ

て書ラ で、答;{てばやりたいげと・6、でる、λ館前の

抗況をEうと、すごし ζ う、揺れ身いで-3っていう

原信(ij吉て疲れ£すね。J

3 )医療に対して閉鎖的な家族

このカテゴリ ーには、 二つの下位カテゴリ ーが存在し

た。

①家族のやり方を押し通そうとする家族 r家族にる

よ-3んやげとも、 うん、"it;fj、あの、ね、本ノぺの手芳三宮

ζfι で(i、 ζ うであ-3とか、 こう~ 1うふラ jご対応Lて

るふうと 、 ラ￡ぐ~ 1 ぐとかつて L づ書官~、 あの、 厨さ

λれられ-3家族でdちればLよかLずつ、 ζ ラ本八との対

応が変わってぐ -3ifnc・6、正みずっとそのやり才

で来で、何をやられて-3のかよぐ分からないみたいな、

ぞれfH1 の方法を知t?l;f~l&たいな家族6~ 】-3んで、

ぞういラ場合(i、なかなかごう、変仕」民主吉ぐないっ

てLづか、難t.-~ 1っていうか。J

②医療者の介入から防衛しようとする家族 fまずね、

あの、抵抗ιて-3んじゃむいかつてEラ家族るい-3ん

やげと'6、 るラ、防衛ですよね。こんなね。ぞれする

でるないっていうか。ゃっ (i"り何7)liiちのう、こちらと

コミュニケーションがラ£ぐいかなPってい土原L・で

すぷね。J
4)家族員が辛さを抱え込んでいる家族

このカテゴリ ーには三つの下位カテゴリ ーが存在した。

①よりどころを持たない家族 fうん。お母広んか¥

ぞ九ぞうです。ラん。たよん、ぞの夕、場所がない

んかなあって、話ぜぶっていうか、うん、何か、こう、

ぞの子jご対す-3ス介レスっていうか、 J!}~サ人 話ぜ-3

とζ7)S'なぐって、J
②家族内にキ ーパーソンが存在しない家族 r家族主F

"itあ、安定Lてないっていうか。か、家族のシステム

自体7)/、少ふるう崩援気味とかっていうふうな、だ

から本パの、ごう、ずポ一件でま-3牛 ーバーソン的な

るの礼金然機能ιでいないとか、いうふうな家族九J
③自責感をもっ家族 f"itあ、多いのが、その、直貰

的になっちゃって-3j;うな、タイプ二初受とかね、ぞ

れづ ζ ムラん、あ-3ので、£あ、育て才かる、な

にから始£って、ぞれから、=吉、家族の、何;{(i"、

r.お文広んが、 ちゃんと、いででぐれなかったかるやJ
み たいなね。家族片を責め合うふたいなこと、とか、

そういうような、発言がtができて、ほん正に、傷つい

てぶって~ 1ラ家族6~1 -3 、J

5 )精神病であることが受容しがたい家族

このカテゴリ ーには、五つのサブカテゴ リーが存在 し

fこ。

①医療に対して不満を持つ家族 r薬の魁盈る、自が

甘佐京子、比嘉勇人、牧野耕次、松本行弘

でLてばって。ちぷっと、よその尻館で、なんか厨い

t.: ~ かい、〈ど、うの、 ζ ラのということに、なってき

て、 fとんでるI;f い薬を出~れたJって、 うん、ずっ

ごい ζ とに、なっちゃって。るう、転結ι£すってい

うζ とあったんだげと己J
②病気を認めない家族 fとラ ιょうって、 ζζ へ、

来たら、なんか精神肩みたいにZわれて t.-"itって、ぞ

の、 受ゲλれのためにね、 事情~f寄ったりす-3(iずの、

こちらる、〈どう Lてる、こ 夕、時局かげでア草ぎに、や

りたいと 、 やりつつ、 あったぷラ Ij，-~ ιだったんです

げと‘¥ なんか、ぞζ へ至-3"itでに、 るう、あ£りの攻

撃でっていうか。うん。{;納得できなPJの一点張り

で、J
③精神科への偏見が強い家族 f(家族教室への参加J
その、精神、精神民自前ご、編居の;fj-3家族っていうの

(i、"it;fj、まあλり;吉ぜんぷね。J
④発病前のレベルが高い患者の家族 fぞうですね、

だから、ゃっ (i"ク、初回で、;fj-3程度、子ζどると雪んの

結カjji'高かったりす-3家族、だJ沙dがムら、 d今't"itでぞ/んι4なfに

周着る 4広fぐで、結綴株、 ちやんとム、だ

6何ζ辻!::;βか0が〉卒業ιて、就離£でいって。J
⑤社会的地位の高い家族 f現卸広んる、ぞれ ζ ぞ、

わりと 、 討会的レベノルの;fj-3才、 なので、=れそう~ 1 

ラパβ正、やっぱり、λって-3、精神科に子とるかシミつ

で-3のって、ま、と……とか、J
6 )病気や医療に対して家族聞のコミュニケーションが

不足している家族

このカテゴリ ーには、 二つの下位カテゴ リーが存在し

fこ。

①父母聞のコミュニケ ーションが不十分な家族 fぞ

ζ を用調が一緒に厨いでいたる、:/o互いg;{Ij，-~ 山 、

でる、fJUべ‘つに来て、ごう厨いたら、後、 ラ£ぐ g;{

たかとEラゲιどる、でる、おユどと7んに、そういラこと、

伝三ふれない L、みたいな感じです。そこを、とラ

埋めていぐか」づらだから、ζゲちらかに、 ζ ラ、負担が

かかっでい-3んです。J
②父母間で病気に対する認識にズレがある家族 fi何

;{(i'、ぞれが、 夫婦でう£ぐ 、 こう、いっていない

持ただLお母3んか、すごぐこラ、抱;{でい-36の7)/、

こう 、 大まぐて、 でる 、 お5<'~ん fi、 ぞれほと認識が

なぐっで、家jご居-3;fコゲじゃない Uゃないですか。本

ノ《 βj~ た￡たま震にグ1iáで帰ったをんそこの一都7ft.

か、 Æ Ij，- いわげで、 ぽんと (i、 お{Jj~ん、 すごぐ 、 こ

う、Eって-3のに、ぞの、 ζ ラ、局認定ていうか、夫婦

厨の仲に、ずれとか、家族の中の、ζ ラ、ずれとか(i、

;fj-3時に、何か ζ ラ、府われたらいいのかなあと、い

うふラに(iJ!}うんですげとね。J

7)入院前に不安や恐怖を体験している家族
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このカテゴリ ーには、 二つの下位カテゴリーが存在し
~. 

わ」。

①入院前のエピソ ー ドが激しい家族 r(道館の受ゲ

λれか悪Lリラん、 λf!;t~ た時のエと。ン - !-"とかか‘、

かなり、厳 Lかった、家族ですね。J
②子どもへの対応に不安を持つ家族 rるうちぷっと、

ぞの子の仔重習を、なり、不安枕替の時の対処の仕方、

対広の仕方が、不安己:-~ 1うか、心tfe.、 ;tたそラ、 riち

あJeごうなって、こっちに何Lたりとか、攻撃 dft

-3んじゃ、 うん。ないかっていうJNいか¥やつは。り、

主宰つで-3んで ~d: うね J至。J

8 )治療に参加できない家族

このカテゴリ ーには四つの下位カテゴリーが存在した。

①了解の悪い家族: れ後(1、結様、家族るちぷっとね、

ア1#11，か悪かったりとかす-3家族る多いんで、家族6iP!
jζ説明-2:多ぐ要す-3んですよね。ア解'IJi悪いだげに。J
②治療の枠が守れない家族:治療として成り立たなく

なるんですよね、家族が枠を守れなくなると、とい

うところがあって。はL、。共依存のような関係になっ

ている家族もいるんで』

③振り返りができない家族 rrct;，ct;，、£たやJでは

ないですげと¥うん、「おんなじごと Lて-3わJって

いうとよ るへん で、 ふり、掠り返りができ-3パと、で

きないパが、辻いラか、 うん、とれうかなあ、J

④知識にスレがある家族 rああいう Fラマっ て、治-3

じゃないですか。 きれいにo ct;，-3さっ;0.ムげを坊に。ラ

ん、 ラノ心、 うん、 うんo (1 ~ 1。 で、ぞの、庫害dtuと

るのが残忍なんてζι:-ti、Eって:sられなぐてor疋
jζ戻 -3Jっていうふう jご考/eで、f戻るないの(1/守政J

前危機的段階
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つで、 f戻-3 tigやJ っ て~ 1ラ。J
9 )対処機制が弱い家族

このカテゴリーには、 二つのサブカテゴリーが存在し

た。

①不安が強い家族 r禾成卒の、あの、家族て、あの、

非常に不安が強ぐっで、あの、 るう付ま添ってない£

いられないつでいう ので、保護室、だったんだ、げと、

で、 ラち(1、岩々 、 子/ま耳切λf!;tとかね家族付ぷいλ
館みたいなので……J
②パニックに陥りやすい家族 rただLぞの場Eにな

れば\ ちぷっと 、 わからなぐなって ~;t づかなってo

うん。ぞの場iJjjíご遭遇 ~t: b、Jら'んなじよラに、fわ
必っJって、 ζ ラ、 うん。J

3.急性期の家族アセスメン卜モデルの構築

看護師から観た急性期の家族の状況および、看護師か

ら観た気になる家族から抽出した要素を基に、急性期の

家族に対するアセスメントツ ールについて考案してみた。

1)アセスメ ントモデルの基本概念

多くの社会学者により家族のストレス対処理論が構築

されているが、本研究ではでは、 McCubbin，H. 1による

二重ABCXモデル(図1)0を用いて、アセスメンモデ

ルの概要を説明する。 急性期の家族の状況として、抽出

された九つのコー ドは、 家族が急性期に示す対処反応で

あり、家族が何らかの意図を持って表現しているもので

はない。一方、看護師が気になる家族として抽出したコー

ドは、一般的な反応も踏まえて提示された家族の状況に

対して、精神科の看護師としてのアセスメント能力をも

とに抽出されたものである。即ち、家族の状況は家族が

⑥ B 

既存資源
および新 良好
資源 適応

適応

&x  

巴適応

後期危機的段階

'時間

図 1 家族適応の二重ABCXモデル(石原邦雄編者「家族生活とストレス」垣内出版より)4) 
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入院前 (前危機的段階

発病・l入院

家族の状況を基
にしたアセスメン
卜の視点(波線)

気になる家族を基
にしたアセスメント
の視点(実践)

入院後 (後期危機的段階)

図 2 二重ABCXモデルでみる急性期家族アセスメン卜の視点、

時間

表 2 家族の状況を基にしたアセスメン卜ツール

急性期の家族の状況 アセスメン ト項目
normal abnormal 
reactlon react lQn 

初めて体験する場所 ・ 不安緊張はあるが、日々低下していく O 
l 医療に対する不安を持 不安緊張が持続 O 

イコ 家族・患者の発達段階

2 入院前の状況により疲 入院前のエピソード。被暴力体験の有無
労と恐怖感を持つ 家族の状況。睡眠、食事、整容等

子どもとの分離状況 -----------3 
子どもを手放す事への 離れることで不安 ・混乱を示すが、病院に託せる O 
悲しみと抵抗 離れることで不安 ・混乱を万す O 

子どもとの関係の深い家族員

入院に対する気持ち:父母
あることを前提に各項目に

親としての義務と責任 自責感の強さ 父母
4 

を感じる 上記のことを、自ら長時間語る
おける父母の主観的データ

上記のことを、自分からは語らない
を確認

5 
予測がつかない状況に 治療や、薬についての質問がある O 
対して不安を持つ 治療や、薬についての説明に納得しない O 

病気回復に向けた医療
回復してきたことに気付きゃすい O 

6 子どもの変化をポジァィブに受けとめる O への期待
医療者からの説明を落ち着いて聞ける O 

思うように回復しない
独自の知識に固執している 反応としては、 normaI . abnorma Iの

7 
事への怒り

医療者の説明に納得できない border I ineで、あるが、今後の治療
治療に対し否定的な発言が聞かれる 関係に影響を及ぼす可能性がある

退院後の生活に対して不安を訴える O 

患者 ・家族の今後に対
退院後の生活設計が家族で話し合われていない O 

8 家族構成
する不安を持つ

きょうだいの反応 ・動向

家族の社会的環境(職業等)
受容を妨げている要因

精神病であることを受
入院や精神病に対する不安や:1.2の情報強化

9 
容しがたい思いをもっ

親としての自責感 3. 4の情報強化 受容を妨げる要因として各
治療や回復についての不安 5. 7の情報強化 項目の情報の見直しを行う

これからに対する不安 8の情報強化

lmportant 
POInt 

O 
O 
O ----
O 
O 
O 

O 
O 
O 

O 
O 
O 
O 
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示す家族員の発病 ・入院というストレスを受けての対処

全般であり、そこから、適応か不適応かを判断していく

事になる。一方、気になる家族はそうした状況において

正常なストレス反応を逸脱している状況(不適応)を念

頭に、逸脱する要因となる家族素因(家族の持つ資源お

よびストレスの認知のしかた)について、専門職である

看護師としてのアセスメン卜の視点を示していると考え

る。本研究において、 この基本概念、を基に、精神科急性

期の家族アセスメン卜ツールとして、家族が示した状態

からのアセスメントツ ールと、アセスメントポイントか

ら導き 出すアセスメント ツールについて考案してみた

(図 2)。

2 )家族の状況を基にしたアセスメントツール(表 2) 

看護師が語った急性期の家族の状況は、発病 ・入院と

いう予期せぬストレスを受けた家族の反応であり 、家族

の対処能力は大きく脅かされている 05〉それは、セリエ

の言う闘争一逃避反応 6)であり、心身の正常な反応と考

えることができる。多くのケースの場合、一次的な反応

を引き起こしたものの、自らの対処能力を活かしながら、

適応状態へと移行していくプロセスをたどる。今回、抽

出できた家族の状況、即ち下位カテゴリーより抜粋され

た家族の示す反応は、家族をアセスメン卜する上で重要

な項目であるが、それぞれの項目に示された反応は、ス

トレスに対する正常な反応であり、対象である家族の対

処能力により適応に向かうであろう項目と、医療者が積
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極的に介入していくことが必要な項目とが存在している。

また、これらは完全に二分できるものではなく、それぞ

れの項目に正常な反応 Cnormalreaction)と、そうで

ない反応 Cabnormalreaction )があり、対象家族の

反応が、どちらなのか、どちらに進む可能性があるのか

を、見極めていくことが重要である。さらに、その見極

めをする上で、アセスメン卜項目の中に家族に影響を及

ぼす重要な情報Cimportantdata)を、併用して収集

することで、精神科の経験が浅い看護者にとっても、正

確なアセスメン卜に近づくことができると考える。ただ

し、今回抽出した項目の中の、「親としての義務と責任

を感じる」については、親として誰にでも起こりうる反

応ではあるが、先行研究 J)における両親への聞き取りの

中でも、発病後数十年を経ても患者である子どもへの自

責感を抱いているケースや、発症の原因を親である自分

と感じて苦悩されているケースも少なくなく、受け入れ

の早期の段階からこうした家族の思いに介入していく必

要があると考えられる。また、「思うように回復しない

事への怒り」については、決して特異な反応とは言えな

いが、治癒のプロセスを家族がコントロールできないこ

とを考えたとき、家族の持つ対処機能で解決できる問題

ではないことであるとともに、以後の治療関係が損なわ

れる恐れも包含しており、こうした状況を察知した時点

で、早急な介入が望まれる項目である。

3 )気になる家族を基にしたアセスメントツール(表 3) 

表 3 看護師から観た気になる家族を基にしたアセスメントツール

アセスメントポイント 看護師から観た気になる家族 主なアセスメント項目 備 考

患者の年齢

1 患者 ・家族の発達段階 ①初発の若い患者の家族
家族の年齢
家族構成 きょうだいの情報も含む
家族の社会的環境 父母の職業、理解力

②患者との感情の交流に過不足が
生じている家族 患者と家族の関係 密着か、分離か

家 ①家族凝集性 ⑥病気や医療に対して家族問のコ 患者以外の家族関係 病状 ・薬に対する認識のズレ
ミュニケーションが不足してい 家族のコミュニケーション

族 る家族
2 

機 ⑤精神病であるこ とが受容しがた
病気に対する思い

初回受診までの期間
い家族

治療への参加状況
受診に際して家族以外の介入

能 ②家族柔軟性 ⑧治療に参加できない家族
医療に対する閉鎖性

父母それぞれの正常な反応を
③医療に対して久的な家族

対処機制の強さ
逸脱した不安 ・反応

⑨対処機制が弱い家族 治療への反応、知識に偏り

家族内のカの ④家族員が辛さを抱え込んでいる
特定の家族への負担 互いの負担に気づけていない

3 特定の家族の不満 怒り、不満の共有ができない
パランス 家族

家族内のキーパーソン キーパーソンの有無も含めて

⑦入院前に不安や恐怖を体験して
家族の体験内容 患者の攻撃対象となった家族

4 入院前のエピソード 精神的な疲労 患者に対する不安、恐怖
いる家族

身体的な疲労 睡眠不足、食欲不振



32 

看護師が、専門的な視点の基に語った気になる家族は、

まさにケアの対象として存在する家族である と考えられ

るO 特に、今回の聞き取りの中で、看護師達は、急性期

の入院の受け入れ時より、患者への対応のみならず、こ

れまでの経験を生かしながら家族そのもののアセスメン

トを開始し、 看護への展開を考慮していることが明らか

となった。聞き取りの対象となった看護師のほとんどが、

家族への対応は看護師の個々の力量にまかされているこ

と、また、その力量は経験年数および、個人的な資質が

影響していると答えていた。

本研究の対象となった看護師の平均経験年数は12.1 

(士6.2)年であり、こうした看護師達が気にする家族、

即ち、家族を対象とした時に気にかけるポイン卜は、四

つのポイン卜に整理される。そのポイントを基に、各項

目をアセスメン卜することで、比較的早期から、家族介

入のポイントを視野にいれたアセスメン卜が可能になる

と考えられる。

その中でも、家族機能や家族内の力のバランスについ

ては、以下のように考える。先行研究 8)において、統合

失調症患者をもっ父母を対象に家族機能を測定 (FACE

sm りした結果、家族の凝集(密着)性は高く、それ

が周囲との孤立を生じる要因となることもあり、今後の

受療行動や社会資源の活用に影響を及ぼす可能性を示唆

することができる。また、家族の柔軟性(対処能力)に

ついては、父母問で問題に対する受け止め方に傾向の違

いが認められたため、病気に対する思いについては、父

母それぞれについて確認することが重要である。また、

前述した父母への聞き取り 7)の中で、家族員がもっ家族

内の役割によって、負担の内容の違いや、その度合いが

異なるという結果を得たため、父母やどちらか一方や、

特定の家族員のみの情報で判断することがないよう、よ

り慎重なアセスメントが必要となってくる。

町.結語

今回、精神科の看護師からの聞き取りを基に、 2種類

のアセスメントツ ールを考案してみた。急性期の家族に

観られる特徴を基に考案したアセスメントツールは、入

院時から家族が示す反応を捉えながら、ケアの対象とな

るのか否かを、判断していくものであり、精神科や家族

へ対応の経験が浅い看護者であっても、アセスメン卜が

しやすいと考える。また、気になる家族を基に考案した

アセスメントツ ールは、問題となるポイン卜に焦点を当

てたものであり、早期より看護の介入を見据えたアセス

メントが展開できると考える。

甘佐京子、比嘉勇人、牧野耕次、松本行弘

v.今後の課題

今回、アセスメン卜ツールの考案に留まったが、今後、

考案したアセスメントツールの信頼性・妥当性を確認す

るために、統計的手法を用いて内容の精選をはかるとと

もに、医療現場においての運用を展開していく必要があ

る。また、試案を展開した後、さらに必要なアセスメン

ト項目の追加、ケアへの連動にむけて取り組んでいきた

し、。
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Creation of Tools for Assessrnent of Farnilies of 
Schizophrenia Patients in the Acute phase 

Kyoko Amasa， Hayato Higa， Koji Makino， Yukihiro Matsumoto 

School of Human Nursing， The University of Shiga Prefecture 

Background Acute Cshort-term inpatient care) 

psychiatric wards are becoming established in Ja 

pan. 1) To enable patients admitted for the onset 

of schizophrenia to be discharged early after 

short-term hospi tal stay， provlSion of satisfac 

tory care for patients' families， as primary 

supporters of the patients in the community， is 

seen as critical throughout the hospitalization 

period and thereafter as well. However， acute 

phase care for the families has not been thor-

oughly established. 

Purpose For the purpose of establishing care 

families of acute phase patients as viewed by nu 

rses，" 70 phrases were extracted as attributes 

representing the families' status， and were ulti-

mately divided into nine median categories. 

Regarding "families of concern to nurses，" 54 

phrases representing attributes of such families 

were extracted and ultimately divid巴dinto nine 

median categories. Based on these findings， two 

assessment tools were developed， one from the 

standpoint of how the family is coping with their 

situation， and the other， of the family's overall 

resources and recognition of their situation. 

necessary for the families of acute phase patients Conclusions The assessment tool that was devised 

admitted to psychiatric hospitals， psychiatric based on the acute phase family status enables 

department nurses were interviewed about the care providers to evaluate whether the family 

status of the families of such patients and fami- reqUlres care in consideration of their reactions 

lies of concern from the nurses' viewpoint， based observed during the patient's hospital stay and is 

on which tools for assessment of acute phase believed to be useful even for nurses with little 

patients' families were created. experience in the psychiatric field or in dealing 

with families of psychiatric patients. Another 

Methods Ten nurses who had worked for 5 assessment tool created based on families of 

years or more in the psychiatric departments of concern focuses on their difficulties， allowing 

three hospitals were interviewed about the status assessment leading to timely， early intervention 

of families of acute phase patients and families of by nurses where necessary. 

concern to nurses. The interviews were recorded 

and transcribed for qualitative analysis. key-words acute， Psychiatry nursing， Family-

assessment 

Results From the interviews on the "status of 
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論文

看護記録の開示に対する看護者の意識調査

ay-v 
メa・・v

手字仰UCUtづ移仇4-utテ

1.はじめに

豊田久美子

滋賀県立大学人間看護学部

背景 2000年、日本看護協会は 「看護記録の開示に関するガイドライン」を作成し、 患者の権利擁護な

どにむけて積極的に開示の推進をはかつている。患者に「見せてはいけない記録」から「見せる記録」へ

の転換は、患者 ・看護師関係に少なからず何らかの変化をもたらしていると推測される。

目的 診療情報の開示が進展する中において、看護記録開示についての認識を明らかにし、患者・看護

師関係を考察することである。

方法 対象はK府内の病院、診療所、訪問看護ステーションに勤務する看護師および准看護師に独自に

開発した質問紙を用いてアンケ ート 調査を行った。実施期時は2004年 8 ~9 月であった。

結果 調査に協力を得られたのは、1158名(回収率67%)の看護師、保健師、助産師、准看護師で平均

年齢は36.5(SD:I0. 2)歳であった。看護記録の開示請求を経験した人は、5.9%と少なく 、看護記録

を見せることに抵抗感を持つ人は63.5%であった。 40歳代以上の人や「患者は看護記録を見る権利を持っ

ている」と認識している人のほうが、看護記録の開示によって患者との信頼関係や関係性が構築しやす

いと答えていた。

結論 看護記録の開示は、「信頼関係の崩れ」を危慎し、「安心感を与える ・納得させる看護」が重要で

あると考えるパターナリズムタイプと「信頼関係の構築」につながり、「計画を一緒に考え ・患者の主

体性に働きかける」サポート タイプとに二極化していると推察される。今後は、形骸的な看護記録の開

示ではなく 、本質的なありょうを市民/患者とともに創造していく取り組みが重要である。

キーワード 看護記録開示、患者一看護師関係、 患者の権利

1997年、医療法の改正によって、「医療の担い手は、

医療を提供するに当たり 、適切な説明を行い、医療を受

けるものの理解を得るよう努めなければならない」とし

て、インフォーム ド・コ ンセン ト (以下IC)の理念に

もとづく医療の提供の重要性が明確に位置づけられた。

1999年には、 ICの一環として、患者に対して診療情報

の開示を積極的に推進することが医療提供体制の改革

(医療審議中間報告)でも提起され、「国立大学附属病院

における診療情報の提供に関する指針」、「診療情報の提

供に関する指針J(いずれ も1999年 2月)が作成され本

格的な開示がスタ ー卜 した。一方、日本看護協会は2000

年 5月 「看護記録の開示に関するガイドライン」 けを作

成し、ひろく看護者にその徹底を呼びかけた。さらに、

2003年、個人情報保護法の成立および 「診療情報の提供

等に関する指針」が公表され、法的にも開示請求に応え

ることと なった。そして、2005年 5月には「看護記録お

よび診療情報の取り扱いに関する指針」の改訂版が出さ

れ、看護者の基本的責務として「患者の知る権利および

自己決定権を尊重し擁護すること、自己の実施する看護

について説明することj2)を強調している。

このよ うな目 まぐるしい変化のなかで、医療、看護界

にどのような状況が引き起こされたのであろうか。先行

研究として、 「医療への患者参加を促進する情報公開と

従事者教育の基盤整備に関する研究J(岩井他:2000) 3) 

がある。国民/患者、 医師 ・看護師、 薬剤師などの医療

従事者に、医療情報開示に対する全般的な意識調査がな

されている。さら に、 「現代医療における情報開示'問題'

の社会的構築J(平他:2003) 4)においては、医師 ・看護

師・市民への意識調査が行われている。その後は、看護

2006年 3月10日受付、 2006年 5月17日受理
連絡先豊田久美子

滋賀県立大学人問看護学部

住所彦根市八坂町2500
e-mail: toyoda@nurse.usp.ac.jp 
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専門雑誌に特集が組まれて、その方法の議論や臨床にお

ける看護記録開示の取り組みの実践研究、報告が多くな

されるようになった 5，6，71。しかし、看護師の認識や実

態を探る研究は、「患者と共有するカルテの問題を把握

する一看護師の意識調査一J(富田他、 2003)8)、「看護

記録開示一ベッドサイド記録導入による看護師の意識変

化J(西川他、 2005)9)などの報告が散在されるものの、

その後、看護記録の開示がどのように進展しているのか、

看護師の認識はどのように変化しているのかとい った調

査は見あたらない。また、これまで患者に「見せてはな

らない記録」から「見られるかもしれない記録」への転

換によって、患者 ・看護師関係にも少なからぬ影響があ

ると推測される。局域的におこっている言説や意識がど

のような状況にあるのかを記述することによって、患者 ・

看護師関係がどのように動きつつあるのかといった点を

描くことで、今後の看護への具体的な指針を得ることに

なろう。

II.研究目的

診療情報の開示が進展する中で、看護記録開示につい

ての看護師の認識を明らかにし、患者・看護師関係を考

察することである。

ill. 用語の定義

本研究における看護記録の開示とは、[患者からの請

求があった場合に看護記録そのものあるいは写しそのも

のを患者に示し説明を行うこと、また看護記録の写しを

交付すること」とする。

IV.方法

1.研究デザイン:看護記録の開示進展に対する実態と

認識を把握するために、記述的研究デザインとし質

問紙調査をもって行った。

2.対象 :K府内の病院 ・施設に勤務する看護者

3.調査期間 :2004年 8~9 月

4.調査方法 :質問紙は、先行研究を参考にして独自に

開発した自記式質問紙を用いた。質問項目は、 ①基

本属性に関する項目、②看護記録の開示経験に関す

る項目、③看護記録の開示と進展への認識に関する

項目、④看護記録の位置づけと開示進展における変

化に関する項目、⑤患者と看護師の関係に関する項

目で構成した。質問紙はあ らかじめ了解が得られた

施設の看護管理者に配布を依頼した。対象者には書

面において調査協力の依頼を行い、質問紙の返却を

もって研究協力の同意を得たこととした。

豊田久美子

5.分析方法:デ ータの分析は、統計ソフト SPSS12J
For Windowsを用いた。質問項目 ζ との記述統計、

看護師の年齢を 4つの年代に分けてクロス集計、さ

らに、判別分析を行った。

6. 倫理的配慮:対象者には調査の趣旨、方法、倫理的

配慮を記載した用紙を用いて調査協力の依頼を行い、

回収方法は個別に封書での自由投函とした。協力は

自由意思に基づくものであること、個人が特定され

ることな くデータ処理を行い、 質問紙の保管、破棄

を厳重に行い個人情報が守られることなどを厳守し

fこ。

町.結果

1 .対象の概要

調査協力を得られたのは1158名(回収率67.0%)、平

均年齢36.6(SD:10.2)歳、看護職平均経験年数は13.6
(SD : 9.3)年、年代構成は、20歳代353名 (30.5%)、3
0歳代371名 (32.0%)、40歳代244名 (21.1%)、50歳以

上190名 06.4%)であった。男性は35名 (3.0%)、113
5名 (97.0%)で、職能資格は看護師964名 (84.0%)、
助産師41名 (3.5%)、保健師 6名 (0.5%)、准看護師

136名 01.9%)であった。勤務する病床数は299床以下

が611名 (66.1%) 、 300~599床が386名 (33.3%) 、 600

床以上が70人 (6.0%)であった。

2.看護記録の開示経験

看護記録の開示請求をされた経験を持つ人は68名(5.9

52.6:::' ' 際警護35，2譲繍 8，5b9
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%)と少なく 、さらに請求に応じた人は49名 (4.2 

%)であった。

3.看護記録の開示と進展に対する認識

まず、「患者は看護記録を見る権利を持っている」

では、87.8%の人が肯定的な回答を示した(図1)。

「看護記録は本来、患者に見せるものではない」の

豊田久美子

口出 20百 40% ρ<0.001 
図7-1 年代別「記録は本来患者に見せるものではないJ

問いに対して、「そう思うJ4.6%、「やや、そう思

うJ20.0%とおよそ四分の一人が「本来、見せる

べきではない」と捉えていた(図 2)。さらに、記

50歳以上

録を見せることに対しての抵抗感の有無に対して

は、「ある」が63.5%で、「ないJの35.5%を大き

く上回った(図 3)。わが国において、今後看護記

録の開示がさらに進むことに対して、「好ましいこ

とだと感じているJ46.0%、「悪いことではないと

40歳代

30飯代

20歳代

0百 2日目 40目

図7-2 年代別「記録を見るのは患者の権利であるJ
ρ<0.001 

思うが、釈然としないJ42.3%で、「好ましくない

ことだと感じている」は4.0%であった(図4)。

50歳以上

抵抗感を持つ人にその理由を問うたところ、「患者

に誤解される」、「不安を与えることから」と答え

た人が「ややそう思う」人も含めて80%以上ともっ

とも多かった(図 5)。

さらに、看護記録開示が現在より広く行われる

40歳代

30歳代

20歳代

0目 20目 40目 6日目 80覧

図7-3 年代別「開示進展への心持J

10日目

ρ<0.05 

ようになった場合、看護にどのような影響がある

かの問いに対しては、IICが必要になる」、「記録

に費やす労力が増えるJ、「看護過程に責ー任を持つ」、

50歳以上 2.1璽 25.5 ロそう思う

ト

40歳代 5.8盤 22.6 図ややそう思う

「患者と看護問題を共有する」などの看護者サイド

の変化や「患者の自己決定を促す」、「療養への参

加意識が高まる」といった患者の変化を予測する 0百 20覧 40首 60百 80百 100%

回答が70%以上見られた。「信頼関係が築きやすく 図7-4 年代別「患者との信頼が崩れやすくなる」 ρ<0.001 

なる、 ビジネスライクになる」では肯定派と否定

派はほぼ半数で、「関係づくりが難しくなる」、[患

者との信頼が崩れやすくなる」はおよそ 4割の人

50歳以上

40歳代 |ロある|

| 固ないが患者・看護師関係の悪化を危倶 していた(図 6)。

看護者の年代別で比較(図7)すると、「看護護

記録は本来、患者に見せるものではない」と考え

る人の割合は50歳以上が高く (33.4%)(図 7-1)、

見せることへの抵抗感に年代別の差異は見られな

かった。さらに、「記録を見るのは患者の権利であ

る」の問いに否定的な回答をした割合も50歳以上が高かっ

た (21.2%) (図 7-2)0 r看護記録の開示が進展するこ

とに対する釈然としない心持ち」では、20歳代が他の世

代に比較して高く (52%)(図 7-3 )、「今後、開示が進

展すると患者との信頼が崩れやすL、」と認識 している人

や「看護記録を見せることへの抵抗感」を持つ人の割合

も 20~30歳代が高かった (42%) (図 7-4 ，5)。

4.看護記録の位置づけと書き方の変化

「あなたに とって、看護記録とはどのようなものでtすか」

30歳代

20歳代

0% 2日目 40% 60覧 80目 100% n.c 

図7・5 年代別「看護記録を見せることへの抵抗感」

の問いに対して、ほとんどの人が「患者の状態の記録」、

「看護行為の証明」、「患者の状態を伝える」ことである

と捉えていた(図 8)。看護記録の開示が現在よりも広

く行われるようになった場合の看護記録の変化について

(図的は、「誤解を招かない書き方」、「断定的な表現を

使わない」、「文字を丁寧に書く J、「マニュア jレに従って

書く」に肯定的な意見を持つ人が全体の80%をしめてい

fこ。
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看護記録の開示が進展した時の看護記録の変化

要でないと捉える人も 1割程度あった。(図10)。

6.看護記録の開示に抵抗感を持つ人の特徴

看護記録を見せることに抵抗感を持つ人と持たない人

の特徴を分析するため、「患者との関係で重要なことJ

と「今後さらに開示が進展した際の影響」について判別

図 9

5.患者・看護師関係

現在、患者との関係で重要だと考えるかどうかの問い

に対して、「よりよいケアを提供」、「患者の話を聞く」

などほとんどの項目に対して90%以上の人が肯定的な回

答であったが、「患者が医学的知識をもっJ1看護計画を

一緒に立てる」、「看護計画を丁寧に説明する」では、重
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図11 看護記録開示への抵抗感と患者との関係
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図12 看護記録開示への抵抗感と開示進展の影響 Wilksのλ=0.886ρ <0.001
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分析を行った。(図11Wilksのえ =0.974.ρ<0.001、

図12Wilksのえ =0.886.ρ<O. 001、いずれも構造行

列を図に示した)。

看護記録開示への抵抗感を持たない人の特徴と して、

「看護計画を丁寧に説明することJ["看護計画を患者と一

緒に立てること」と「信頼関係が作りやすくなるJ["療

養への参加意識が高まるJ["患者が医療の主体になる」

と捉えている点である。一方、抵抗感を持つ人は、「患

者を納得させることJ["患者が看護師を信頼すること」

が強く、「患者との信頼が崩れやすくなるJ、「関係作り

が難しくなる」と捉えている。

さらに、抵抗感の有無と「看護記録は本来、患者に見

せるものではなしリ、「患者は見る権利を持っている」の

クロス分析においては(図13)、抵抗感のある人は「見

せるもではない」、抵抗感のない人は「患者は見る権利

を持っている」と認識する傾向が強かった

(χ2検定、 ρ<0.001、ρ<0.001)

VI.考察

2000年に日本看護協会から「看護記録の開示に関する

ガイドライン」が出されて 5年が経過した。しかし、看

護記録の開示請求経験を持つ人は、わずか5.9%で、開

示請求は日常的に進展していない様子がうかがえる。

抵抗なし ロそう思う

図ややそう思う
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2003年の平らの報告10)では3.5%の開示経験であり、 3

年間に 2%強の増加をしめしている。一般に、患者が開

示請求を行う場合、診療記録全体の一括請求を病院の事

務部門に求め、開示するかどうかは専門委員会や管理者

側で決定されることが多い。看護者サイドでは開示請求

に応じるか否かを判断するシステムにないため、必ずし

も今回の看護者の開示請求経験が、全体の請求状況と重

なっているとは言いがたL、。しかし、まだ日常的に患者

からの請求によって記録を開示する段階に至っていない

と推察される。このことは、開示経験を持たない看護者

が、それに備えて想定の範囲で開示対策に取り組んでい

る状況と推察される。

次に、看護記録の開示と進展に対する認識については、

ICのもっとも重要な視点である「患者は見る権利を持っ

ている」に対して、 9割の人が肯定的な反応を示してい

る。しかし、積極的な肯定派は54%に過ぎず、看護協会

が掲げる権利擁護の観点は十分に深まっているとは言い

難い。さらに、「本来は患者に見せるものではない」と

およそ25%の人が、「看護記録を見せることに対する抵

抗感」は63.5%、今後の開示が進展していくことに対し

て「悪いことではないと思うが釈然としない」人は46%

であった。

日本の看護教育は、昭和26年の保助看法改正の指定規

則により看護婦養成学科課程が定められ、その後、昭和

42年、平成元年、平成 8年に 3度の改定

がなされている。医学モデルから看護モ

デルへ、また高齢社会対応型へと社会情

抵抗あり 回あまりそう思わない

勢に適応したカリキュラム対応を目指し

てきた。当時の看護教育に用いられたテ

キストには、 ‘看護記録の書き方の注意

すべき事項' として「病床日誌は、医師

の許可なくして患者、家人、その他の人

に見せではならない 11)、「回診時などに

低抗なし

祇抗あり

回そう思わない

0出 20% 40% 60% 80出 100弛
ρ<0.001 

図13-1抵抗感の有無と
「本来、患者に看護記録は見せるものでないJ

日目 20同 40弛 60出 80弛 100弛

図13-2抵抗感の有無と
「患者はカルテを見る権利を持っている」

ロそう思う
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自そう恩わない
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図13看護記録開示への抵抗感の有無と看護師の認識

患者本人や家族が見てしまうこともある

ので、注意しなければならない」凶と各

テキストに明記され、その後診療情報開

示の重要性が強調される今日まで、継続

して教育されてきた。「患者に看護記録

を見せてはならない」という概念は看護

基礎教育の中で強く浸透し、さらに看護

実践においてもそのことを一つの作法と

して守ってきた看護者にとって、「見ら

れるかもしれない」あるいは「見せる必

要のあるもの」と変化しでも、安易に受

け入れられないのも当然といえよう。し

か し、 2001年のS県調査叫においては

「抵抗感ありJは75%、「釈然としない」

が70.5%で、それに比較すると幾分低下
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している。これらは、本調査は比較的都市部で行われた

点と 3年間の経過の中で看護者の認識も徐々に変化して

いることが推測される。

看護記録の開示への抵抗感の理由としてもっとも多かっ

たのは、「患者に誤解される」、「不安を与える」で‘や

やそう思う'人も含めて80%以上であり、患者に見せた

ときの反応を気にかけていると推測される。

さらに、看護記録開示が現在より広 く行われるように

なった場合、看護にどのような影響があるかの問いに対

しては、 IICが必要になる」、「記録に費やす労力が増え

るJ、「看護過程に責任を持つ」、「カルテの電子化が進む」

などの看護師サイドの変化や、 r!患者の自己決定を促す」、

「療養への参加意識が高まる」といった患者の変化を予

測する回答が70%以上見られた。「信頼関係が築きやす

くなる」、「ビジネスライクになる」は50%で、「関係作

りが難しくなる」、「信頼が崩れる」を上回っていた。

そもそも看護記録とは何であったのだろうか。「患者

の状態と行った看護を記載し、伝えるもの」とほぼ全員

が答えている。24時間の看護を途切れることなく 三交代

制で看護提供する看護者にとって、「伝える」ことの意

味は大きい。従来行われてきた口頭での‘申し送り'が

廃止されていくなかで、看護記録によって「伝える」こ

とを工夫してきた。さらに、医師を始めとした他の医療

従事者に患者の24時間の状況を適切に伝える役割を看護

記録は担ってきた。身内の裏局域における小道具で、あっ

たと見ることができょう。看護記録開示の進展によって、

「誤解を招かないようJr断定的な表現は避けるJrマニュ

アルに従う」と、見られることを意識した看護記録の書

き方に変換することで、開示に対応しようとする様子が

伺える。

看護記録の開示に対する年代による比較からは、 50歳

以上の人が「本来は患者に記録を見せるものでない」と

いう認識が強く 、患者の権利意識についても低い傾向に

ある。 しかし、より特徴的なのは、 20歳代の人が記録を

見せることへの抵抗感、今後の進展に対する釈然としな

い気持ちが強く、さらに、今後、患者との信頼関係が築

きやす くなることに否定的な点である。ベテランの看護

師は開示に対する理念については受け入れがたいものの、

今後の患者 ・看護師関係に期待感を持っている。 しかし、

若い看護師は、理念上は理解できていても感情的に受け

入れていない様子が見て取れる。IC、情報開示の重要

性については看護学校の基礎教育の中で受けてきた世代

にとって、臨床の場では開示の準備が始まったばかりの

未整備な状態のなかで、戸惑いを示しているのかもしれ

ない。あるいは、学校教育の中では、大きなウエイ卜を

しめる臨地実習の中で思考過程を育てるために記載する

実習記録があるが、その影響によってネガティフーになっ

ているとも推測される。いずれにしても、なんらかの対
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応が迫られている。

以上のことから、日本の看護界が看護記録の開示要請

に応えようとする状況にあって、看護者の認識は大きく

二分できるのではなし、かと推測される。まずーっは、看

護記録は本来患者に見せるべきものではないという立場

で、見せることに抵抗感を持ち、開示進展に対しては、

「信頼が崩れるJr関係作りが難しくなる」とし、今後は

「患者を納得させるJr!曹、者が看護師を信頼するJr療養

に対する安心感を与えること」といった 「納得させる」

「与える」というパターナリスティックなタイプである。

もう一つは、患者には記録を見る権利があるという立場

で、看護記録の開示に抵抗感がなく、 「看護計画を丁寧

に説明するJr看護計画を一緒に立てるJことによって、

「信頼関係の構築Jr患者の療養の主体的参加」へと転換

しようとするサポー トタイプである。

医療情報の開示は、看護者のみならず他の医療者、と

りわけ医師にとって、またその開示を求める市民にと っ

ても大きな変換であることは言うまでもない。医師の医

療情報開示に対する認識をみた調査14)では、開示への抵

抗感は看護師より低く、開示進展に対する医療への影響

については、看護師より期待感が薄い。また、医療情報

の開示を進めている臨床の医師による調査15)においては、

約 8害IJの医師が開示に賛成であるものの、「専門用が多

すぎて誤解を招く J73.9%、「信頼関係を構築すること

ができないJ52.9%、「診療録を丁寧に書 く余裕がない」

50%と不安や医療環境の不備を懸念する意見も聞かれた

と報告している。 これに対し、市民の認識調査凶では、

カルテを見たいと考える人は80%以上で、記録を見るこ

とができることによって医師や看護師との信頼関係がっ

くりやすくなると答えている。

これらは、医師も看護者と同様に医療情報開示に対す

る懸念や不安を抱えているものの今後への期待感が強く

ないため抵抗感も弱いと考えられ、看護者の方が医療情

報開示という時代の変化に敏感に反応していると推測さ

れる。市民は医療情報へのアクセスを望み、信頼関係構

築への好機ととらえている点からも、患者 ・医療者関係

にと って重要な転換期を迎えていると考えられる。

池永は、医療情報の開示の目的は患者が自己決定をす

るためのICを支えるものであり、さらに自己情報のコ

ントロール権に基づくものである 17)とその重要性を強調

している。

さらに、 2002年に発刊された日本看護協会ニュ ースは、

「安全で良質な医療 ・看護を提供するためには、診療情

報を患者にわかりやすく説明することが大切である。そ

れには、患者の立場や目線で情報提供に努めることが不

可欠。患者との良好なコミュニケーションは‘信頼関係'

にもつながる」として医療 ・看護の患者・国民への情報

提供を強調している l九 患者自身の個人情報を医療者が
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持ち、さまざまなケアも十分な説明や患者の意思を確認

しないまま、それでも ‘患者にとってよかれ' と運身の

慮りをして看護を行ってきたことも否めない。看護記録

の開示による看護者の抵抗感、釈然としない感覚は、患

者 ・看護者関係が擁護からサポート へ、垂直から水平へ

とゆっくり変化する兆しと見て取れるのではないだろう

か。そのことは、臨床の現場において2000年以降に看護

記録の開示、看護計画への患者参加の可能性を探る研究

5.6.7.8.9)が多く行われている点からも推察される。

看護界において、1950年代におけるヒルデガード E.

ぺプロウの「人間関係の看護論」を皮切りに、ジョイス ・

トラベルビーの「人間対人聞の関係モデノレ」、アイダー ・

ジーン・オーランドの「看護過程理論」など多くの看護

理論家が看護を患者 ・看護者関係の側面から論じ、その

後の看護に大きな影響を与えている 1九 しかし、ぺプロ

ウの看護師一患者関係における諸局面と役割の変遺では、

看護師は無条件的な母親の代理人から大人へ、患者は幼

児から青年、大人へと変遷し問題解決するという枠組み

が示すように、患者を擁護する眼差しを強く持つことが

要請され、それはケアとして重要でありながらも、その

ことが過度に働けは、バタ ーナリスティックな傾向を帯び

てしまうであろう。

これまで見てきたように看護記録の開示は、単に'ク

レーム対応'や'記録の書き方の変更 1ではなく 、看護バラ

夕、イムの転換を迫るものであり 、そのことによって自ず

と患者 ・看護師関係に変化がおこるものと考えられる。

患者の権利擁護に向けたICのーっとして看護記録の開

示、さらに患者の自己決定と主体的な療養生活をサポー

トするための‘患者記録'を目指すためには、安易な

‘書き方の変更'や‘記入マニュア jレ'では変換できな

い時代を迎えていることを踏まえて、市民と意見を交わ

しながらじっくり取り組んでいくことが重要である。そ

うでなければ、今度は、「情報を伝えさえすればよい」

「患者が決定したのだから」といった'突き放しタイプ'に

陥りかねないのであろう。

本研究の限界として、限られた地域での調査であり、

全国的な傾向を言及するには困難な面を有するこ とであ

る。また、医療情報の開示が動き 出したばかりの現状か

ら、患者 ・看護師関係を言及することは危険性をはらん

でいる。しかし、研究調査より現場の動きが加速度を持っ

て進んでいる点からも本調査の報告を一つの材料として、

臨床に戻していくことは有用であると考える。さらに、

今後は市民、医師への同様な調査との比較、インタビュ ー

調査などを行い、看護者の特徴と今後の課題を具体的に

展開していくことが重要である。
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v.結語

看護者の看護記録開示の認識と実態を明らかにし、患

者 ・看護師関係を考察することを目的にして、 K府内の

看護者1158名に自記式質問紙を用いて調査した。看護記

録の開示請求を経験した人はと少なく 、看護記録を見せ

ることに抵抗感を持つ人は、63.5%であった。「患者に

見せてはいけない記録」から 「患者に見られるかもしれ

ない記録」への変化によって、看護者は「信頼関係の崩

れ」を危倶し、「納得させるJI患者が看護師を信頼する」、

「安心感を与える」看護が重要であると考えるパタ ーナ

リズムタイプと「信頼関係の構築Jにつながり「計画を

一緒に考え、患者の主体性に働きかける」サポートタイ

プに二極化 していると推察される。今後は、形骸的な看

護記録の開示ではなく、本質的なありょうを市民/患者

とともに創造していく取り組みが重要である。
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The Study on Nurses' Awareness 
of the Release of their Records 

Kumiko Toyoda 

School of Human Nursing， The University of Shiga Prefecture 
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Background The Japanese Nursing Association nursing records. It was found that 63.5% of the 

formed "Guidelines on the release of nursing participant nurses felt reluctant to reveal their 

records" in 2000 in order to promote the advocacy records to patients. Some nurses answered that 

of patients' rights. Nurses were made aware it was easier to form a good relationship with 

that their records would be released to patients. patients if recognized that they had a right to 

The records could not be revealed to patients see their nursing records. 

before; therefore it was presumed that this 

change could impact on the relationship between Conclusion It was presumed that there might be 

nurses and patients. two opmlOns held by nurses in regard to the 

release of their records. Some nurses thought 

Purpose This study aimed at revealing nurses' that th巴 releas巴 ofthe records might destroy 

awareness and recognition of the release of their paternalistic relationship with patients， and 

nursing records， and then examming the rela- that it was important nurses reassured patients 

tionship between patients and nurses. and relieved their anxiety so as not to destroy 

such a relationship with patients. But others 

Method: Registered nurses and enrolled nurses at thought that the release of their records might 

hospitals， clinics and the community area in K be helpful to establish a good relationship with 

prefecture were recruited and asked to complete patients， and that it was necessary to consider 

the original questionnaire made by researchers. nursing care plans with patients and provide 

This study was undertaken from August to supportive care for them， respecting their auton 

September 2004. omy. This study indicated that nurses should 

work together with patients to create not a 

Result 1158 registered nurses， enrolled nurses， superficial but a substantial system for the 

public health nurses and midwives agreed to release of nursing records. 

participate in the study， and 67% of them an-

swered the qu巴stionnaire.The average age of Keywords releas巴 ofnursing records， relationship 

participants was 36.5 CSD:1O.2). 5.9% of the between patients and nurses， patients' rights 

participan ts experi巴nced the release of their 
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論文

認知症高齢者の自己効力感が高まる
過程の分析とその支援

1. 緒言

畑野 相子 1)、筒井裕子 2)

1) 福井県立大学看護福祉学部

2) 滋賀県立大学人間看護学部

背景 高齢社会の進展に伴い、認知症の高齢者の数も増加し、2020年には291万人に上ると推計されて

いる 2)。認知症とは、獲得された知能が何らかの器質的障害によって持続的に低下し、日常生活や社会

生活等に支障をきたした状態である。従って認知症高齢者の本質的な問題は、それまで生きる拠り所と

していた知的能力や生活史を失L¥人間関係も失うことによって、生きる不安が起こることである。不

安を軽減する支援方法について看護や介護する立場からの研究は多いが、当事者の立場からの研究は少

なL、。

目的 認知症高齢者が環境変化の中でどのように自己尊重を低下させ、不安をどのように受け止め、不

安に対処しているのかを明らかにする。そこに自己効力感がどのように関連し、どのように高まってい

るかそのプロセスを明らかにし、それを高める支援の方法について分析する。

結果 面接回数は11回で、目的から 4段階に分けられた。自己認知に関する表出は334項目あった。そ

の内容を分類すると、自己否定の意識につながるもの14カテゴリーと、自己肯定の意識につながるもの

10カテゴ リーとなった。自己意識と面接の段階との関連では、どの段階においても自己肯定 ・自己否定

の意識が表出された。面接の回を重ねる毎に自己肯定の意識の表出が多くなった。趣味などの当事者の

強みに働きかけた時に自己肯定の意識が多く表出された。

結論 当事者の具体的な強みに働きかける事で自己効力感は高まる。高まる過程は、行きつ戻りつして

螺旋状に高まっていく。自己効力感が高まっていると、納得できない環境変化等に遭遇しでも自分の気

持ちを表出する方法で対処することができる。

キーワード 認知症高齢者、自己効力感、自己効力感が高まるプロセス、自己概念、強み

わが国は、諸外国に例を見ない急激な早さで高齢社会

に突入した。 それに伴い、認知症高齢者の数も増加傾

向にあり、 2020年には291万人に達すると予測されてい

る九 認知症は、誰にでも起こりうる脳の疾患であり、

80歳を過ぎると発症頻度は急速に高くなり 、 4 ~ 5 人に

1人が認知症に陥ると言われている九若い年代でも認

まで生きる拠り所にしていた知的能力や生活史を失い

(健忘)、人間関係も失うことによって、生きる不安(存

在不安)が起こる ことである」と述べている。 この「存

在不安」が、認知症高齢者のQOLを低下させている本

質的な問題である。

現在、認知症の研究の趨勢は、認知症の原因究明、症

状の早期発見と進行防止、 介護方法の開発の方向で進ん

でいる。認知症高齢者が日常生活のしづらさをどのよう

に受け止め、どのように対処しているかについての研究

は少ないのが現状である。

知症を発症するとの報告もある))。

認知症とは、獲得されていた知能が何らかの器質的障

害によって持続的に低下し、 日常生活や社会活動等に支

障をきたした状態であると定義されている。室伏 5)は、

認知症高齢者の本質的な問題は、「認知症高齢者がそれ

2006年 3月10日受付、 2006年5月17日受理

連絡先畑野相子

福井県立大学看護福祉部

住所.福井県吉田郡永平寺町松岡兼定島4-1-1

e-mail: hatano@nfpu.ac.jp 

そこで、本研究では、認知症高齢者の自己効力感に視

点、をあて、認知症高齢者の本質の問題と言われている存

在不安の対処に自己効力感がどのように影響しているか

明らかにする。自己効力感は行動に直接影響与えるとさ

れており 、課題に対 して自己効力感が高ければその課題

に積極的に働きかけ、それがよい結果につながる。逆に、

自己効力感が低ければ課題に応じた行動を避けるように

なり、その結果と して得られるレベルは落ちることにな
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ることになる。また、自己効力感は操作可能であり、高

めるよう働きかけることで行動変容を促すことができる。

また、自己効力感の概念、は、以下に示すような臨床的

な意義があるといわれている。①刺激と反応の間にある

個人の認知的変数として多様な行動変容のプロセスを合

理的に説明することができる。②言語報告その他を通し

て目に見える反応として理解可能である。③個人の自己

効力感を見ることによって、その人の情緒的な状態や反

応レベノレが測定可能である。④操作可能であり、それに

よって行動変容を促進することができる。⑤自己効力感

を向上させることによって、人を望ましい行動変容へと

導くことができる。

最近では、臨床心理学の分野においても積極的に活用

され、慢性疾患患者なと‘への認知的介入の結果から、対

象者の自己効力感が向上するよう操作することで、望ま

しい行動へと導く可能性があることが示唆された判。

認知行動療法はその効果が確認されるに従い、教育関

連領域でも広く活用されるようになってきた。山本は看

護学生のGSES得点(一般性セルフ ・エフイカシー ・ス

ケール)とセルフイメージとの関連を検討し、自己に対

して肯定的なイメージを持っているものほど自己効力感

が高いことを明らかにした65)。

以上のことから、認知症を持つ高齢者が生き生きと行

動し、積極的に不安に対処できるように自己効力感に視

点をあて支援方法を検討することは意義あることと考え

た。

そこで、安心した生活の条件である住み慣れた土地で

の生活が継続できなくなった認知症高齢者 1事例を通し、

環境変化の中でどのような不安を持ち、どのように自己

尊重を低下させているか、その中でどのように自己効力

感が高まっているかその過程を明らかにする。また、ど

のような支援が自己効力感が高まる事と関連しているか

分析する。さらに、自己効力感と自己概念との関連につ

いて考察する。

II.用語の定義

1 .自己効力感

自己効力感は、 1977年に心理学者Bandura32
)の理論に

より提唱された行動特性を示す概念の 1つであり、ある

結果を生み出すために必要な行動をどの程度うまく行う

ことができるかという個人の確信のことである。 Band

uraの学習理論によると人間の行動を決定する要因には

「先行要因JI結果要因JI認識的要因」があり、この要

因が絡み合って、人と行動と環境という三者閣の相互作

用が形成されているという。そして、「人は単に刺激に

反応しているのではなし、。刺激を解釈しているのである。

刺激が特定の行動の生じやすさに影響するのは、予期機

畑野相子、筒井裕子

能によ ってである。刺激と反応と同時に生じたことによ

り、自動的に結合したためではないJ32)と述べている。

このように刺激と反応を媒介する変数として個人の認知

的要因を扱っている。行動要因の先行要因としての「予

期機能」には結果予期(ある行動がどのような結果を生

み出すかという予期)と効果予期(ある結果を生み出す

ために必要な行動をどの程度うまくこなすことができる

かという予期)があり、自分がどの程度効果予期を持っ

ているかを認知したとき、自己効力感があるという。

以上をふまえて、ここでは、自己効力感とは、ある行

動を起こす前に自分にはこのようなことができるのだと

いう考えとする。また、自己効力感が高い者は、自己肯

定意識が高い。

2.自己概念

自己概念については、梶田 7lの自己概念モデルを参考

にした。自己概念、は、直接的に観察できるものではない

が、ある程度まで具体的に観察できる。自己概念とは、

自分自身についての意識や記憶、感情や価値付け等から

構成され、その全てが現実の意識として現れるわけでは

ないが、その時々の自己意識を基盤において、自分の物

事に対する受け止め、発信の枠組みを構成しているもの

であると定義する。

ill.研究方法

1.研究の枠組

図lは、認知症高齢者が認知能力の喪失感の自覚から

自己概念、の障害と支援についての概念を示している。日

常生活で自己決定能力があり、その人らしく生きられる

条件でも、認知能力の低下を自覚することは不安を増大

させる。自己決定能力を高めるためには、その人のもて

る強みを引き出し、自己効力感を高めることが必要であ

ると考えた。その人らしく生きることは、自己概念に関

係することであり、人が喪失感を持っと不安が増大し、

抑うつ状態になり、意欲が低下し、自己に対して否定的

な感情が高まる傾向にある。すなわち、自己効力感が低

下し、自己概念の障害をきたす。その際、不安は増大し

でも、自己に対しての肯定的な感情がもてる方向では自

己効力感が高まり、自己概念は維持されると考えた。自

己効力感が高まるか低下するかは、そこにどのような支

援がされるかと関連してくる。

自己効力感と自己概念の関係については次のように考

えた。自己概念は、自分自身についての意識や記憶、感

情や価値付けによって構成され、その全てが意識化され

ているわけではないが、その時々の自己意識を基盤にし

て枠づけられているものである。その自己意識に作用す

るのが自己効力感である。自己効力感が低下すれば、自
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己意識が低下し、自己概念は障害され、自己効力感が高

まれば自己尊重が高まり、自己概念、は保たれる。

|自己効力感高まる |一一→| 自白既念維持 | 

図 1研究枠組み

2.調査対象

(1) 対象:85歳の中等度アルツハイマー型認知症の女性

(以下T氏とする)

日常生活動作はほぼ自立している。質問に対し返答

でき、意思疎通は可能である。ただし、時聞が経過す

ると、前に質問したことや説明したことを忘れている。

字は読める。趣味は、手芸 ・編み物(2本針、鈎針何

でも可能)・くす玉作りなどである。

50年前(夫40歳、 T氏37歳)に夫は病気て死亡し、

その後女手 1つで 3人の息子を育てた。昭和48年 (T

氏51歳)に 3男が独立し、以後85歳までの34年間独居

生活をしていた。平成10年 1月に別居している長男家

族が物盗られ妄想に気付いた。出現時期は不明である。

お金のことを言うので近所に迷惑がかかると長男家族

が判断し、同年 5月に長男家族と同居となった。その

際専門医を受診し、中等度アルツハイマー型認知症と

診断された。転居してからは、デイサービスを利用し

ながら長男宅での生活が始まったが、長男夫婦の顔が

わからない、特に長男の妻に対して攻撃的な態度をと

る、自室にこもる、失便、俳個、長男以外の者の言葉

は全て拒否する、家のことを何もしない等で家族との

いさかいが絶えなかった。長男の妻が体調を崩 したこ

とをきっかけに、同居して 4か月後の平成10年 9月に

A老人保健施設に入所となった。 A老人保健施設の入

所期間が 6か月を経過したので退所を余儀なくされ平

成11年 2月にB施設に入所となった。

(2) 対象選定の理由 :T氏は独居生活をしていたが、認

知症を発症し息子夫婦と同居となった。ところが、同

居生活が破綻し、老人保健施設入所となるなど環境変

化が激し く、自己効力感が大きく影響を受けていると

予測された。また、アルツハイマー型認知症の症状は

全般的で高度なため、自己概念が影響を受けやすい。

l事例としたのは、入所から退所直後までの長い経過

を細かく観察することで、その結果から自己効力感の

高まりとそこへの支援について普遍化が可能であると
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考えたからである。

3.調査期間

T氏とは老人保健施設入所時の平成10年 9月~平成18

年 1月の死亡時までかかわ った。本研究で分析に用いた

情報は、老人保健施設に入所した平成10年 9月から、入

所期間が 6か月を経過したため別の施設に入所せざるを

得なくなった平成11年 3月までの 7か月間に収集したも

のと した。

4.情報の収集方法

半構成面接と参加観察を行った。面接内容は、本人と

家族の了解を得て、テープに録音し、プロセスレコ ード

を作成した。観察内容はフィールドノートに記録した。

家族と施設の職員からの聞き取りを行った。

5.分析方法

T氏の言動を手がかりにグラウンデッド的技法を用い

fこ。

(1) 面接の経過とT氏の言動の変化を見るために、面接

毎に分析をした。

(2) 自己に対する認知は、繰り返し話した内容から意識

にあがっていることをみるため、同じ言語の表出の回

数を数えた。

(3) 自己効力感の測定は言動から分析した。自己を肯定

的に表現 している内容と否定的に表現している内容の

表出数と観察内容(表情 ・動作等)と併せて判断した。

自己肯定感が多いときは自己効力感が高く 、自己否定

感が多いときは自己効力感は低いとした。

(4) よく似た表出内容はグループ化し、カテゴリーとし

てまとめた。カテゴリー化については、経験豊富な研

究者のスーバーパイズを受けた。

(5) 支援方法の分析は、 T氏の発言内容と筆者の対応に

おいて、自己認知が肯定的 ・否定的になっている場面

から分析した。

(6) 自己概念の構成要素については、梶田1)が述べてい

る、①自己の現状の認識と規定、②自己への感情と評

価、③他者からみられている自己、 ④過去の自分につ

いてのイメージ、⑤自己の可能性と未来についてのイ

メージ、⑥自己に関する当為と理想の 6つを用いた。

T氏の面接結果と構成要素との関連から自己効力感が

自己概念に及ぼす影響について考察した (図 2)。

N.倫理的配慮

本人と家族に研究の主旨を説明し同意を得た。面接に

際しては、面接途中でも研究参加を中止できること、参

加を中止しで も保健福祉サービスを受けるにあたり不利
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益はないこと、面接結果は個人が特定できないように配

慮することを説明した。

V.結果

1 面接回数 11回

2 面接の経過とT氏の反応

面接の経過から以下の 4段階に分けられた(表1)。

(1) 1~2 回目の面接は本人の思いを引き出すことを意

図した面接。笑顔はほとんどなく、話しかけても「何

を聞いてもダメです。なーにも話すことありませんJ
「全部忘れた」という反応が多かった。小学生の頃の

話はよくしてくれた(第 l段階)。

図 2 自己概念を構成する主要な要素とその相互関係(梶田 (2) 3 ~ 4回目面接は引き出した思いを手がかりに、思

いを肯定し、今までの生き方や行ってきたことを肯定

表 1 面接の経過と結果の概要

段 面接の目的段 面接
内 容 状態 結果

階 階の特徴と 回数

入所 本人の病状、経過、日常生活状 37歳の時夫病死。 3人の子ども育てる。 51歳から独
面接 況、既往歴、現病歴、生活歴、 居生活。 大病なし。H10物盗られ妄想に気つ、いた出

9/20 家族状況等を把握した。 現の時期は不明。

本人の思いを
l回

アンデルセン手芸の場を観察。 緊張感高い。笑顔はほとんどなし。 i何をきいても
第 引き出すこと 11/7 駄目です。な ーに も話すことありませんJI全部忘--_....ーー・・・争 ....晶晶晶晶 晶 晶圃圃晶圃圃‘ーーーーーーーーーーー・ a・・・・a

段階
を目的として

2回
集団活動の場を観察。お手玉等 れた」等、無力感、自己嫌悪、劣等感が多かった。

働きかけた段 を媒介に、昔の思いを語っても 小学校の頃の話はする。繰り返した言葉は「編んだJ
階 11/14 

らっ fこ。 6回「仕事J4回

引き出した思
3回 子ども交えて面接。手芸を教え 手芸には手を出さなし、。子どもには「ょくできるね」

第 いを手がかり
11/23 てもらった。 と声かけ る。 「する気がないJIだんだん落ちてい

2 に、生活の背
........ト+ ー晶一一一一守 守.........ー・..晶‘晶晶晶晶 晶晶晶晶晶圃圃晶圃圃 圃圃圃晶圃圃・ー・ くJiこれからどうなるかJ等の意欲低下、 不安感

段階 景を認めるア
が多い。手芸はしたというが、手は出さない。繰り

プ ローチをし 4回 おしぼりたたみをしている場を 返した言葉は「帰るJ12回 「死ぬJ 10回 「生きる」

た段階 11/29 観察した。編み物を題材にした。 10回 「嫁が持ってくるJ9回 「仕事J8回 「京都J8 
回 「広島J6回

5回
嫁の話 ・仕事について話した。

12/5 笑顔がよく 見られた。「仕事がないJi頭、空っぽ、
-ーー・F骨骨骨争争 一一一一一一一一 一一 ....・・...ーーー骨骨 晶 晶一・一一一一一一 晶・.....ーー...........晶晶晶 一 晶一・.‘晶

だめじゃねJiもう何にもない」 等の無力感、虚無
5害、め たことを 6回 お気に入りの衣服 ・仕事につい第 高め 、自 分を

感。「喧醸はしまいと思うJI頭がすっきりしてきた」
3 i忍めるように

12/13 て話した。 「いろいろ考えている」等意欲向上、生き方の表出。

段階 働きかけた段
-・・...合 作業はしおり作りを選び、「いつもやっていた ら出

7回
風邪。熱があるため自室で就寝。 来るけど、急には出来ない」など話す。繰り返した

階 1/18 言葉は 「喧嘩J24回「仕事J16回 「生きるJ9回.-.........晶晶 一一 争+骨骨・・・・・ー・・b合唱...晶 一一一一一一 合....ー.合唱'・ーー

8回
作業療法の場を観察。

「死ぬJ5回「ベっぴんJ6回
2/12 

9回
思いを語ってもら った。

第 2/20 妄想、見当識障害が出現。会話がつながらない。退
圃圃圃司・・・ーーー 一 晶 ‘...・・・・・ ..... ・4晶晶一・晶一一一 守晶一・・・・・ーーー・ー・・ ー・・ ーートー 所前は、「私一人でていかなあかんJIこっぽりいきや

4 
施設退所に伴 10回 老健施設退所し、そのまま別の いい」等の寂しさ、不安表出。退所後は、「いっ こ
い助長される 3/4 施設に入所 も話きいとらんのに、中身はみな私のもんじ ゃ」等

段 不安の軽減を トー"・ーー・ ・・ ーー.................._--・

の転居についての思いを一方的に表出。話しき った
はかった段階

階 11回 別の施設に入所して2日目。 T 後は、あんたも休んでいき」と配慮見せる。自瑚的

3/6 氏の思いを語ってもらった。 笑い多い。繰り返した言葉「父親J30回
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的に受け止められることを意図した面接。仕事の事や

手芸を教えて欲しいと依頼するも、「する気がないJ

「だんだん落ちていく J1これからどうなるのか」とい

う内容が多かった(第 2段階)。

(3) 5 ~ 8回目面接は今までの生き方や行ってきたこと

をT氏自身が肯定的に受け止め られるように、肯定

した思いをさらに高めてT氏の意識にフィードパック

し、自己認知を高めることを意図した面接。笑顔がよ

く見られた。「頭、空っぽ、ダメじゃねJ1喧嘩はしま

いと思うJ1頭がすっきりしてきたJ1いつもはできる

けれど、急、にはできない」等の発言が得られた(第 3

段階)。

(4) 9 ~11回目面接は、老人保健施設を退所せざる を得
なくなったことに伴い、助長される不安の軽減をはか

ることを意図した面接。この時は、老人保健施設の退

所を目前に、妄想や見当識障害が見られた。「私一人

で行かなあかんJ1こっぽりいきゃいいJ1話き いと ら

んのに、ここに私の物がはいっとる。わしが来る前に

お父さんが入れたんじゃろうJ1お父さんはかわいがっ

てくれた」と施設を変わったことへの不安の発言が多

かった(第 4段階)。

3 自己認知の表出状況

(1) 自己認知に関する内容

自己認知に関する内容は334項目の表出があり、 24

のカテゴリ ーに分類できた。そのうち自己否定の意識

は14カテゴリー(無力感 ・自己嫌悪 ・劣等感 ・喪失感 ・

孤独感 ・意欲低下 ・とまどい ・虚無感・無欲 ・絶望感・

自己不全感 ・自己への不安 ・環境への不安 ・住居への

不安)、自己肯定の意識は10カテゴリー (生き方 ・自

尊感情 ・優越感 ・他者への配慮 ・達成感 ・自負心 ・自

信 ・意思表示 ・意欲向上 ・気分回復)に分類できた。

(2)各段階における面接内容と自己認知の表出状況

【第 1段階の面接】

第 l段階の面接は、本人の思いを引き出すこ とを目

的とした。T氏はかたい表情をしており、ほとんど笑

顔は見られなかったが、他の入所者の面会に来た幼児

をみて、にっこり微笑みを浮かべた。会話は、とぎれ

がちであった。また、質問に対する回答になっ ていな

い会話が多かった。

「教えて欲しいJ1やりたいことはあるかJ1楽 しみ

はなにかJ1お友達はいるか」等の一般的な質問が中

心とな った。 T氏が話した内容は、「私に何を聞いて

もダメです。な ーにも話すことはありませんJ1新し

く覚えたことはだめやね。全部忘れたJ1もう 何もし

ていな L、。仕事もしていない。もうだめやねJ1家に

帰っても一人ぼっち。誰もいないJ1もう 85歳です。

もう後何年かと数えます」等であった。
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自己認知については、 20項目の表出があり、 10カテ

ゴリー(無力感 ・自己嫌悪 ・劣等感 ・喪失感 ・不安感 ・

孤独感 ・自負心 ・自信 ・気分回復)に分類できた。そ

のうち自己否定の意識は17項目で 6カテゴリーに分類

できた。主なものは「私に何を聞いてもダメです。なー

にも話すことありません」等の無力感が 6固と最も多

く、次いで 「もう何もしていません。何もできません」

等自己嫌悪感が 3回、 「仕事もしていません」等仕事

をしていないことに対する劣等感が 3回表出された。

自己肯定の意識は 5項目で 4カテゴリーに分類できた。

主なものは「手芸していた」という自負心が 2回、

「私が一番長生き O もうすぐ86歳になる」の自信が l

回表出されただけだった(表 2)。

繰り返し使われた言葉は「編んだJ(6回)、「仕事」

( 4回)であった。

表 2 第 1段階における面接結果

自己意識に関する具体的内容 カテゴリー 回数

-私に何を聞いてもダメです。 無力感 6回
なーに も話すこ とあ りません。

-もう何もしていません。 自己嫌悪 3回
-仕事もしていません。 劣等感 3回
-覚えていない。 喪失感 2回
-家に帰っても誰も いない。ひ 孤独感 1回
とりぼっち。

-もう 85歳です。もう後何年|自己への不安感 I2回
か数えます。

-手芸していた。 自負心
-昔の話 気分回復 1回
-私が一番長生き。もうすぐ 8 自信 1回
6歳になる

-話すことが無くて悪いね 他者への配慮 I 1回

【第 2段階の面接】

第 2段階の面接は、第 l段階で引 き出せたT氏の関

心事である仕事や編み物、 子どもに関心がある ことを

考慮した。具体的には、 子どもとのふれあいの場を設

定した。また、面接では「仕事があるといいですね」

「いい腕があるのにもったいないJ1編み物を教えて欲

しLリ等の内容で毛糸を準備して働きかけた。 T氏は

子どもが折り紙をしてい るのを見て「上手やね」と笑

顔で声をかけた。仕事の話に対する反応は、「する気

が起きないJ1しとう のうなったJ1だんだん落ちてい

く。取り得がのうなったJIt、いこと l個もないJ1と
うなるかわからんけど、私の考えでは何もできん」

「死ぬことを考える。齢じゃけん」などが多かった。

T氏が着ている服を題材に編み物の話をすると 182歳

まで手芸していたJ1子どもを育てたJ1家の中で85歳

まで生きた者はおらん。私だけJ1嫁は私の まねをす

る。私にふんといわれんようにしている」などが話さ
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れた。

自己認知については、 97項目の表出があり 17カテゴ

リー(無力感・自己嫌悪・喪失感・孤独感・意欲低下・

とまどい ・虚無感 ・無欲 ・絶望感・自己への不安 ・住

居への不安 ・生き方 ・優越感 ・他者への配慮 ・達成感 ・

自信・意思表示)に分類できた。そのうち自己否定の

意識は70項目で11カテゴリ に分類できた。主なもの

は「する事が何もないJiだんだん落ちていく。取り

得がのうなった」など無力感が17固と最も多く、「死

ぬる事を考える。齢じゃけん」など死への不安が14回、

「する気が起きないJiしとうのうなった」など意欲低

下が12回、「帰ろうと思うJi (老健施設を)やめよう

かと思う」など居住地への不安が11固と多かった。自

己肯定の意識は27項目で 6カテゴリーに分類できた。

主なものは「手芸を教えてくれといわれたが断った」

などの意思表示が12回、「嫁が持ってきてくれたJi嫁

は気に入るようなものを持ってくる」など優越感が 9

回、「子どもは成長したJi82歳まで仕事をしていた」

など達成感が 6回、「嫁は私のまねをする」など自信

表 3 第 2段階における面接結果

具体的内容

・する気が起きなし、。しとうのう
なった。する気が何もない。

・楽しみもなし、。希望もない、だ
んだん落ちていく

・頭が空っぽになった。とりえが
無くなった。

-自分の考えでは何も出来ないし、
わからなし、。

-何も欲しくなし、」
-心直己するものも誰もいない
• l 、L、こと L、っこもなし、

-仕事はありません(聞きなおっ
たように)

-死のうと思った
・もう85歳 ・死ぬる-/死ぬるこ
とを考える。齢じゃけん

・帰ろうと思う等局ることについ
て・(老健施設を)やめようかと
思う

・今まで遊ひかが無かった
・子どもは成長した・綿入れの仕
事をした

• 82歳まで手芸をしていた
・何も書くことなくて悪いね。
. (おしぼりたたみを)今日はじ
めたばっかり。まだ見習い ・手
芸を教えてくれと言われたが断っ
た

・嫁が持ってきてくれた ・気に入
るようなものを持ってくる。

・家の中で85歳までまで生きた
ものはおらん。 ・(嫁は)私の
まねをする。

カテゴリ一

意欲低下

無力感

喪失感

とまどい

無欲
孤独感
虚無感
自己嫌悪

絶望感
自己への不安感

居住地への不安

生き方
達成感

他者への配慮
意思表示

自慢・優越感

自信

回数

12回

17回

5回

3回

l回
1回
2回

2回
l回

14回

11回

2回

6回
3回
12回

9回

5回
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が6回と多かった(表 3)。

繰り返し使われた言葉は、「帰るJ02回)、「死ぬ」

00回)、 「生きるJ00回)、 i(嫁が)持ってくる」

( 9回)、「仕事J(8回)0i京都J(8回)、「広島J(6 

回)であった。

【第 3段階の面接】

第 2段階の面接で、長男の妻には負けまいという意

識を強く持っていることや、仕事に対するこだわりが

感じられたので、第 3段階の面接ではそのことを認め

支持する内容とした。「嫁さんができるのは先生 (T

氏)がいいからですね」 と言うと、T氏は「嫁さんが

作った。最初は知らんかったが、見てたら習うんじゃ

ろねJi先生がいいんじゃ(胸を反らす)Jと話した。

長男の妻を話題にした話はよく通じ会話のキャッチボー

ルがで、きた。筆者が長男の妻を誉めると、 T氏も最初

は長男の妻を誉めるが、最後は「わしは嫁よりえらい」

「嫁には負けない」という内容に行きついた。

「昔はようきばってきやはったんですね」と過去の

仕事を認めると、 T氏は「そう、昔は遊ぶことはせん

けんね。何でも仕事いろいろ作って。機械で作るよう

になっても、毛糸で、つくろって」と話す一方、「仕事

がない。何もしゃ ーせんJi頭空っぽ。だめじゃね」

「だめになったJi何もせんと、ただジーとしているだ

けJiそうよね。やろうと思ったらすぐやるけん。今

はここでこうして遊びよる。いい気じゃ」と話した。

住居について「もう何もなL、。家も古うなったし……」

「今年いっぱいで帰ろうと思う 」などが語られたが、

具体的に帰る場についての会話は途切れ、途中から話

題がそれてしまった。また「気にいらん事があっても、

自分からは喧嘩はしまいと思うけんねJi頭がすっき

りしてきたJil、ろいろ考えている」など自分の生き

方についての発言があった。

車椅子から落ちないように紐で抑制 していた入所者

の紐が解けているのを見つけて、「危ないよ」と声を

かけて結び直していた。

自己認知については、 107項目の表出があり 15カテ

ゴリー(無力感・虚無感・孤独感・自己不全感・居住

地についての不安・自己への不安感・自己の生き方・

自尊感情 ・意欲向上 ・自信 ・優越感・気分回復 ・達成

感 ・意思表示・ 他者への配慮)に分類できた。そのう

ち自己否定の意識は35項目で 6カテゴリーに分類でき

た。主なものは「こんなことあほらしいJi仕事がな

い。何もしゃ ーせんJi私に聞いても書くことない」

「だんだん落ちていく。取り得がのうなった」など無

力感が14固と最も多く、「今年いっぱいで帰ろうと思

うJi何処に帰ろうかと思うて」など居住地への不安

が 6回、「頭空っぽ。だめじゃねJiこんなことあほら

ししリなどの虚無感が 5回、「あの世にはどうでもこ
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うでも行く Jr他にいいとこ探してくれ」など死への

不安感が 4固と続いた。

自己肯定の意識は72項目で 9カテゴリーに分類でき

た。主なものは「喧嘩することはしまいと思う Jr人
中で、べらべらしゃべったらだめ」など自己の生き方が

34固と最も多く、「名前呼ばれるとうれしいJrわしに

逆らうと腹が立つJr嫁より優れている」など自尊感

情が18回、「ここまでせっかく来てもらったのに、あ

んたに大事な事を言 う材料がないJr (筆者に対して)

お茶のみんさい。私はまたもらう」など他者への配慮

が10回と続いた(表4)。

繰り返し使われた言葉は「喧嘩J(24回)、「仕事」

06回)、「生きるJ(9回)、「べっぴんJ(6回)、「死

ぬJ(5回)であった。

【第 4段階の面接】

転居に伴い不安が増強されることが予測されたので、

思いを十分引き出すことで不安の軽減をはかろうと考

え、面接に臨んだ。ここ数日間、長男の妻が退所のこ

とをT氏に何度も説明していた。面接では、会話がつ

ながらない場面が多かった。 T氏の言葉は「京都に帰

らな私のおり場がないJr私一人出ていかなあかん」

表 4 第 3段階における面接結果

具体的内容 カテゴリー 回数

-喧嘩する事はしまいと思う。人 自己の生き方 34回
中でべらべらしゃべっていたら
ダメ。喧嘩せんと死ねたらいい。

-後15年はよう生きん。100まで 自己への不安感 4回
はよう生きん。あの世には、ど
うでもこうでも行く 。他にいい
とこ探して くれ

-今年いっぱいで帰ろうと思う。 居住地につての 6回
何処に帰ろうかとおもうて。い 不安
ずれ尽都にいかなあかん。

-頭がすっきりしてきた 気分回復 3回
-いろいろ考えている 意欲向上 1回
-わしに逆らうと腹が立っと言う 自尊感情 18回
意味の内容。嫁より優れている。
名前呼ばれるとうれしい。嫁が
来るのは当たり前。

-私がつくったら、もっと上手に 自信 2回
作る

-ょう生きたと思って。85歳。私 優越感 l回
が一番長生きじゃろう。お母さ
ん、おばあさんがべっぴんだっ
fこ。

-これは仕事ではない。仕事がな 無力感 14回
い。何もしゃーせん。元気だけ
で生きていてもしょうがない..
私に聞いても書くこと無い。
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「こっぽりいきゃいし、。何にもいらん。思い残すこと

なし、」などの表出が目立った。また、以前から入所し

ていた50歳台の男性を今回初めて自分の息子だと話し

Tこ。

転居後 2日目の面接では「見ればタンスや。なんや

買うである。中見り ゃ皆私のもんでおかしいJrいっ

こも話きいとらんのに、中身はみんな私のもんじゃ」

「ここ買う話も知らんかったJrまあいいわ。一人おる

のもいいで」など納得できない転居についての思いを

繰り返し話した。また、「何にも自慢することはない。

生きとってJrゴミもたまりゃあせんJrとにかく一人

立ちする気はあるんじゃけん。だから人に頼ると言う

ことはしとうないJr90まで生きたことは自慢するほ

どのことでもないが(胸をさして)ここにはある」な

ど自分の思いや感情を繰り返し表出した。フィ ールド

ノートを見て「ちょっとは役に立ったかし、。ょうけつ

けちよるのう Jrあんた帳面がつぶれるね」とにっこ

り笑った。転居後の面接は、T氏がよ く話し筆者は聞

き役であった。また、 今回初めて「父と兄がわしをこ

こに連れてきたJr父親が家を買うたJr父親がタンス

を準備したJr父親は昔から相談せずにする人だった」

具体的内容 カテゴリー 回数

-こんな事あほらしL、0 ・頭空っ 虚無感 5回
ぽ。だめじゃね。 ・ダメになっ
た。

.80も90にもな って出来なL、。昔 自己不全感 2回
していたら出来るけど。いつも
いつもしていたらわかるけど、
急、に言われでもわからん。

-もう何もなし、。家も古いし、残風っ 孤独感 2回
もよく当たるし。梅の木が
ている。何も残っていなL、。 し、

るもはとれという感じ。
-友達が紙に書いてくれたものが 意思表示 2回

無くなった。いつも見ていてたに入けし
れど。布団の下や、机の下
れておいたけど、。なくなっ
もた。無くなったものは仕方な
し、。

-いやいや、あれはせん(飾りも
の作り)。話の方がいし、。

-毛糸はやめた。絶対にしない
-ここまでせっかく来てもらった 他者への配慮 10回
のに、あんたに大事な事を言う
材料が無い。あんたの好きなよ
うにしんしゃし、。(筆者に対して)
お茶のみんさし、。私はまたもら

つ。
-学校で働いていた。 ・医者のと 達成感 2回
ころで仕事していた頃のできご
と
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など父親に関する話題が多く表出された。第 4段階で 表 5 第 4段階における面接結果

は、 T氏は転居に伴う不安感を多く表出し、不安感は

転居前より転居後の方が遥かに多かった。

自己認知については95項目の表出があり 14カテゴリ ー

(環境変化への不安 ・居住地に対する不安 ・死に対す

る不安 ・無力感 ・孤独感 ・虚無感 ・無欲 ・意思表示 ・

自己の生き方 ・自尊感情 ・自信 ・他者への配慮 ・達成

感 ・意欲向上)に分類できた。自己否定の意識は73項

目で 7カテゴリーに分類できた。主なものは「見れば

タンスや。なんや買うである。中見りゃ皆私のもんで

おかしい」など環境変化への不安が29回と最も多く、

「わしゃ、いつまでここにお るんじゃろうと思うだけ

やJIわし、ここにずっとお るんかのう」など居住地

に対する不安が14回、「知 らん人ばっかりや、物言う

たこともないJIしゃべることがない。知らん人ばっ

かりの方がよほどいい。一人でしゃべらずにすむJな

ど孤独感が11回、「何にも自慢することないね。生き

とってJI食べた後は何もな L、。ここに入って寝るだ

けやJIなーにもせんけ」など無力感が 8回と続いた。

表 6 施設退所直後(別施設に入所して2日目)

具体的内容 カテゴリー 回数

具体的内容 カテゴリ |回数

-京都に帰らな、私のおり場料居住地に対する 110固
ない。私一人が出てL、かな制不安
かん・・・・・・。
(子どもが)まだ一人広島に|自己への不安感 14回

いる。頼りにしている 0

・こっぽりいきゃいい。何にも|無欲 13回
いらん。思い残すこと無い | 

・嫁は他の者にょう見てもらい|他者への関心 1 2回
たL、から来る。

・喧嘩をせずにきたJ 生き方の主張 15回

自己肯定の意識は22項目で 7カテゴリ ーに分類できた。

主なものは「ちょっとは役に立ったかい」など他者へ

の配慮が 9回、「行きたいとこない(きっぱり言う )J

「何処も行く気がないJIとにかく 一人立ちする気はあ

るんじゃけん。だから人に頼るいうことはしとうないJ
「やってもらったりすることは嫌いじゃけん」など自

具体的内容 カテゴリー 回数

-見ればタンスや。 何やこうであ
る。中見りゃ、皆私のもんで、
おかしい。いっこも話きかんの
に。中身はみな私のもんじゃ。
そういう話聞いたこともなかっ
た。ここ買う話も知らんかった。
まあいいわ、一人おるのもいい
で。 .私、ここ 1人じゃけん。
父親も兄貴らもまだ来ていない
んじ ゃけん。ここはどこかそれ
もわからんのじゃが、ちょっと
行くんじゃけついてこいと言わ
れてそれだけ。私はなーにもし
らんけん。兄貴と嫁と 2人が車
に乗って、わしを積んで行た0

環境変化への不 129回11・いっこもゴミもたまりやせん
安 11 (ゴミ箱をみせてくれる)。 これ

ばっかり着ている。着替えるこ
ともない。このままで寝て、こ
のままで起きる0

・わしゃ、いつまでここにおるん
じやろう思うだけや。 .わし、
ここにずっとおるかのう。

-用事が済んで、ご飯が済んで、
ご飯が仕事じゃけん。そゃけん、
それが済んだら用がないけんね。
食べた後は何にもなし、。ここに
入って寝るだけ。なーにもせん
け

-友達がいない。しゃべることな
い。知らん人ばっかりや。知ら
ん人ばっかりの方がよほどいし、。
一人でしゃべらずに済む。あま
り人と話すのが嫌いじゃけん、
話すまい

・何にも自慢すること無いね、生
きとって

・わしも長くはないけんね。どう
なるかしらんが、後が短いけん
ね0

・よそへ行ったり、泊まったりそ
げえなことせんけんね。よその
汚れで寝るより、うちの汚れで
寝たほうがよっぽどよL、。とに
かく一人立ちする気はあるんじゃ
けん。だから、人に頼ることは
しとうない。やってもらったり

居住地に対する 14回 11すること嫌いじゃけん
不安感 ・行きたいとこない(きっぱりい

う)。作りたくない(きっぱり言
無力感 1 8回 11う)。何処も行く気がない。広場、

わしゃ用事がない(強い調子)。
何処へ行こうかということはお
もわんね。

・何聞いてもあほらしいなる。人
の話がね。聞きとうないけん、

孤独感 111回11 ここに戻って寝よとおもうとっ
た0

・90まで生きたことは自慢するほ
どのことでもないが。(胸をさし
て)ここにはある。

-医者のうちで働いていた頃の話
虚無感 14回 11・ちょっとは役にたったかい(ノ ー

卜をみて)ょうけつけちよるのう。
あんた、帳面がつぶれるね。

自己への不安感 1 2回

生き方 1 3回

意思表示 1 5回

自尊感情 1 2回

自信 1 1回

達成感 1 1回
他者への配慮 1 9回
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己の生き方が 8固と続いた(表 5・表 6)。話した後

は筆者に「一緒に寝てい くか」と言い、布団に誘った。

繰り返し使われた言葉は、退所前は「京都J(9回)、

「息子J(5回)、「仕事J(5回)0I喧嘩J(3回)、 「編

み物(3回)であった。転居後は「父親J(30回)、

「タンスJ07回)、「兄貴Jc7回)、「母親J(4回)、

「仕事J(3回)、「おばあさんJ(3回)であった。

(3) 面接の経過別にみた自己肯定と自己否定の意識の表

出量を比較

第 1段階では自己肯定の意識 1に対し自己否定の意

識が 6であ った。

第 2段階では自己肯定の意識 1に対し自己否定の意

識が2.5であった。

第 3段階では自己肯定の意識 2に対し自己否定の意

識が 1であった。

第 4段階では自己肯定の意識 1に対し自己否定の意

識が 4であった。

段階を進む毎に徐々に自己肯定の意識の占める割合

が大きくなったが、第 4段階では、再び自己否定の意

識の占める割合が大き くなった。また、面接の経過別

に見た自己認知の表出状況を表 7に示した。

4 自己認知と自己概念との関連

面接の各段階で得られたカテゴリーが自己概念、の構

表 7 面接の経過別にみた自己認知の表出状況

自己意識
第 1 第 2 第 3 第 4
段階 段階 段階 段階

無力感 6 17 14 8 
自己嫌悪 3 2 
劣等感 3 
喪失感 2 5 

自 孤独感 l l 2 11 
己 意欲低下 12 
否 とまどい 3 
定

虚無感 2 5 4 の
意 無欲 1 3 

識 絶望感
自己不全感 2 
自己への不安 2 14 4 6 
環境への不安 29 
住居への不安 11 6 14 

生き方 2 34 8 
自尊感情 18 2 

自 優越感 9 l 
己 他者への配慮 1 3 10 9 
肯 達成感 6 2 1 
定

自負心 2 の
二，思三E 自信 1 5 2 1 

識 意思表示 12 2 5 
意欲向上 1 1 
気分回復 1 3 
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成要素(①自己の現状の認識と規定、②自己への感情

と評価、 ③他者からみられている自己、 ④過去の自分

についてのイメージ、 ⑤自己の可能性と未来について

のイメージ、⑥自己に関する当為と理想)のどの要素

に関連しているか分析した。

第 1段階で得られた10カテゴリー(無力感 ・自己嫌

悪 ・劣等感 ・喪失感 ・不安感 ・孤独感 ・自負心 ・自信 ・

気分回復)は自己概念の構成要素の①自己の現状の認

識と規定 ②自己への感情と評価に関連する内容だっ

fこ。

第 2の段階で得られた17のカテゴリー(無力感・自

己嫌悪 ・喪失感 ・孤独感 ・意欲低下 ・とまどい ・虚無

感 ・無欲・絶望感 ・自己への不安 ・住居への不安 ・生

き方・優越感 ・他者への配慮 ・達成感 ・自信 ・意思表

示)は自己概念の構成要素の①自己の現状の認識と規

定、②自己への感情と評価に関連する内容だった。

第 3段階で得られた15のカテゴ リー (無力感 ・虚無感・

孤独感 ・自己不全感 ・居住地についての不安 ・自己へ

の不安感 ・自己の生き方 ・自尊感情 ・意欲向上 ・自信・

優越感 ・気分回復 ・達成感 ・意思表示 ・他者への配慮)

は自己概念の構成要素の①自己の現状の認識と規定

②自己への感情と評価に関連する内容だった。

第 4段階で得られた14カテゴリー(環境変化への不

安 ・居住地に対する不安 ・死に対する不安 ・無力感 ・

孤独感 ・虚無感 ・無欲 ・意思表示 ・自己の生き方 ・自

尊感情 ・自信 ・他者への配慮 ・達成感 ・意欲向上)は

自己概念の構成要素の①自己の現状の認識と規定 ② 

自己への感情と評価、 ③他者からみられている自己、

④過去の自己に関連する内容だった。

百考察

安心した生活の条件である住み慣れた土地での生活が

継続できなくなった認知症高齢者が、環境変化の中でと

のように自己尊重を低下させているか、認知症高齢者の

本質の問題といわれている存在不安に対処するためにど

のように自己効力感を高めているかを把握する目的で 7

か月間継続的に面接を行った。その経過の中から、認知

症高齢者の自己効力感が高まる過程を明らかにすると共

に、どのような支援が自己効力感を高めているかを分析

する O さらに、自己効力感と自己概念との関連について

考察する

1 自己効力感が高まる過程

T氏は長男宅に転居してきた頃は、失便や俳{回等があ

り、同居家族にとって問題行動が出現していた。また、

家の中では部屋に閉じこ もり、うつ状態を窺わせる状態

だった。 Bandura35lは、自己効力感が低く認知された時
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には、人は無気力、無関心、抑うつ状態になると述べて

いる。故郷から長男宅に転居した時のT氏の自己効力感

はきわめてイ丘いといえる。

第 1段階の面接において表出された自己認知のうち自

己否定の意識は約85%を占め、自己肯定の意識は約15%

であった。表出された自己否定の意識は無力感 ・自己嫌

悪 ・劣等感等であり、表情は笑顔もなく、緊張感が高かっ

た。「何かしたいことはありますか」の問いに対しても、

「やってもだめやと思うJI思うてもだめやと思うJ等あ

きらめの言葉で、希望につながるものではなかった。住

居についての不安は表出されていないことから、この段

階におけるT氏は、自分がおかれている状況がわからず、

需に包まれたような状態であったと推察する。自己への

感情は無力で否定的で、自己への暗い感情が窺える。こ

の状態では自ずと自己効力感は低いと考えられる。 しか

し、自己否定の中にも、自信を少し覗かせてせているこ

とから、自己効力感が高まる兆しは窺える。

第 2段階の面接において表出された自己認知に関する

内容は97項目あり、第 1段階より量的に多くなった。自

己否定の意識が約72%、自己肯定の意識は約28%で、自

己肯定の意識の占める割合が大き くなった。自己否定の

意識で多かったのは、無力感 07回)、不安感 04回)、
意欲低下に関すること 02回)で、これは自己の現状に

対する否定的な認識や自己への暗い感情がより強く表出

されたといえる。「教えてくださ Lリの問いに対して

「なーにも話すことはありません」と返答 し、自分の特

技であった編み物についても「編んでみようという気が

しない」と答え、「何か出来そう」という希望には結び

ついていなし、。居住地についての不安の表出が11回あ っ

たことから、この段階における T氏は、現在いる場所が

理解できておらず、不安が大きく、 「何か出来そうJI何

かしたし、」という気持ちになれずにいる状況と推察する。

しかし、自慢 ・達成感 ・自信 ・意思表示 ・他者への配慮

などの表出があり、自己の現状への認識が肯定的になり、

自己への感情も自信のあるものになっている。この認識

は自己効力感の高まりにつながっている。 この時期は、

不安が大きく存在し、自己効力感の高まりを阻害してい

るが、自己への認識は肯定的になり自己への感情にも自

信がでており、自己効力感がやや高まっている。やや高

まったり低まったりしながら、第 1段階より自己効力感

は高まっているといえる。

第 3段階の面接において表出された自己認知に関する

内容は107項目あった。そのうち自己否定の意識は約32

%、自己肯定の意識は約68%で自己肯定の意識の割合が

大きくなった。自己否定の意識で主なもは無力感 04回)

で、これは何にも出来ないと自己を認識している状態と

推察する。また、居住地への不安や死への不安感が表出

されており、このまま存在しでもいいのかという存在不

畑野相子、筒井俗子

安が強く窺える。無力という自己認識や不安感は自己効

力感の高まりを阻害するよう作用する。自己肯定の意識

で主なものは 「喧嘩することはしまいと思う」等自己の

生き方 (34回)や「嫁より優れている」等自尊感情 (18

回)Iここまでせっかく来てもらったのに、あんたに大

事な事を言う材料がなL、」等他者への配慮 00回)だっ

た。自己の生き方の表出は、過去の自己の肯定であり、

それは自己の現状を肯定する意識に関連する。また、自

尊感情は、現在の自己を肯定的に受け止める感情である。

「気分が良くなったJI何かやりたい」など希望を意味す

る発言があり、この段階の自己効力感は高まっていると

いえる。無力感や不安感もあり、第 3段階の中で高まっ

たり低まったりしながら、全体的に第 2段階より高まっ

ていると考えられる。

第 4段階の面接において表出された自己認知は95項目

あった。そのうち自己否定の意識は約77%で、自己肯定

の意識は約23%であった。自己否定の意識で主なものは

環境への不安感 (29回)、居住地に対する不安感 03回)

等転居に伴う不安感が半数以上を占めていた。無力感や

孤独感に関する内容は全体の約27%であり、何をやって

もだめという自己への感情を無力と認識したり、自己を

孤独ととらえることは自己効力感を低めるように作用す

る。しかし、「人の世話にはなりたくないJなどの生き

方の表出(8回)やこうしたいという意志が表出されて

おり、自己効力感は高まっている、第 4段階における自

己効力感は転居という出来事に影響を受けて第 3段階よ

り低下しているが、大きくは低下していないといえる。

全体を通してみると、自己効力感は第 1段階から第 3

段階までは高まっている。その高まり方は、自己に対す

る否定的な感情を語りながらも肯定的な感情を語り、自

己の現状を無力と認識したり、過去の生き方を肯定しな

がら現状を肯定するなど、自己否定と自己肯定を行きつ

戻りつしている。各面接の段階でこの行きつもどりつが

あり 、そして全体的に高まっている。このことから、自

己効力感は直線的に高まっていくのではなく、螺旋状に

高まっていくと考える。介護受容の過程についてア ッカー

マンはショッ夕 、混乱 ・怒り、否認、抑うつ ・依存、回

復への期待 ・再適応への努力 ・受容、再適応の 6つの段

階があると述べている。そして、介護者は必ずしも順番

に段階を経ていくのではなく、各段階を行きつ戻りつし

ながら揺れ動き、自分で気持ちを整理しながら受容、再

適応の段階に至るとされている。認知症高齢者の自己効

力感の高まり方もこの受容段階と類似している。必ずし

も段階を順番に進むというわけではなく、行ったり来た

りしながら螺旋状に自己効力感は高まっていくと考える。

環境の変化は認知症高齢者を不安にすると共に、自己効

力感の高まる過程も影響を受けやすし、。しかし、いった

ん高まった自己効力感は、環境の変化を受け少し下がる



認知症高齢者の自己効力感が高まる過程の分析とその支援

が、不安を表出することで大きく崩れないことがこの事

例から示唆された。

2 自己効力感が高まる支援

(1) 強みに働きかける

第 l段階の面接で本人が繰り返した単語が「編んだ」

と「仕事」であったことから、 T氏の思いは「仕事へ

のこだわり」と「編み物」にあることが推測された。

また、場面観察の中で、子どもが近くを通った時、そ

れまで全く笑顔がなかったT氏が、子どもに対して微

笑む姿が認められた。これを手がかりに、第 2段階の

面接では、仕事や編み物について話すことと子どもと

接する場面を設定した。思いを肯定し、今までの生き

方や行ってきたことをT氏が肯定的に受け止められる

ことを意図し、具体的に毛糸を準備し、編み物を教え

て欲しいと依頼するも、「する気がないJrだんだん落

ちていく Jrこれからどうなるのか」という内容が多

く、毛糸に手を出さなか った。子どもと折り紙をする

場面では、子どもに「ょくできるね」と優しく声かけ

をしたが折り紙をしようとはしなかった。 このとき繰

り返された言葉は「帰るJr嫁Jr仕事」だった。この

言葉を手がかりに、第 3段階の面接では今までの仕事

や編み物について、認め、 T氏が肯定的に受け止めら

れるように、 T氏の意識にフィードパックしようと考

え、自分が作り気に入って着用しているセーターと長

男の妻の話をした。 その結果、笑顔がよく見られ、

「頭、空 っぽ、ダメじ ゃねJr喧嘩はしまいと思う」

「頭がすっきり してきたJrいつもはできるけれど、急

にはできない」等の発言が得られ、繰り返された言葉

は「喧嘩Jr仕事Jr生きる」であった。 この段階にお

いて自己効力感の高まりが見られた。

この支援を分析すると、 T氏の編み物という強みに

働きかけたこととその強みを長男の妻との関係の中

で強く持っていることを刺激したことにある。フ引エッ

ク臼}らは強みの意味について 「全ての人は広範な才能、

能力、キャ パ シティ、スキ jレ、資源、願望を持つ。あ

る時点でそれらの表現のされ方の多少に関わらず、人々

は表現されうる心的 ・身体的 ・情緒的 ・社会的 ・精神

的能力の未活用で、未決定の貯蔵庫を持つ」とし、人は

必ず潜在的能力を持つことを強調している。趣味や得

意としている強みに働きかけることは、 「まだできる」

という意識が維持され、強化されることである。 T氏

の場合、毛糸に手を出さなかったのは、興味関心がな

いのではな く、喪失感が強い状態であり 、直接手を出

してできなかったら、自分の自信のあることが出来な

くなっているこ とを知ることになり 、それを避けるた

めの・無意識の防衛規制と解釈することができる。気に

入っている服を題材にした話は具体的によく話し自分

57 

ができる気持ちを表出した。直接手をくださなくても、

編み物という強みに働きかけたことは自己の能力の強

化につながり 、長男の妻の話題は、長男の妻より自分

が優れているという意識を優位に保つことにつながっ

たと考え られる。子どもとの関係においても同様で、

折り紙に手をださなかったのは、出来なくなった自分

を知ることになるので無意識に避けたとも考えられる。

子どもに声かけをするのは、大人が弱者である子ども

を保護することであり、自己を優位に保つことにつな

がる。人は誰も潜在能力を持っている。その能力を引

き出しのばすことが、自己効力感を高めることにつな

がる。その方法はその人の強みに働きかけることであ

り、その人の強みが何であるのかを見極め、強化する

方向で支援することが重要である。

(2) 遂行体験を受け止める

「喧嘩はしまいと思うJr子どもを育てた」等、自

分はこのように生きてきたと語り、生き方を語った後

に「頭がすっきりしてきたJr頭がよくなったみたい」

という言葉が表出された。生き方を語ることは、自分

がやってきたことの累積を自分自身が自覚することで

あり、他者に認められることで自信につながる。 一般

に自己効力感を高める方法として、成功体験をするこ

と(遂行行動の達成)、ゃれそうだと思えるモテールを

見ること(モデリング)、 言葉による励ましを受ける

こと(言語的説得)、考え方をプラス思考にすること

(生理的 ・情緒的状態)などが提唱されている。認知

症高齢者は失認や記憶障害などの症状の特徴から言語

的コミュニケーションがはかりにくい。 しかし、感情

を受け止めるこ とや過去の記憶は保たれている O 過去

の体験を語ってもらい、その体験を語ってよかったと

当事者が感情レベルで感じられるまで繰り返し受け止

めること、その際に非言語的コミュニケーションを交

えて受け止めることが自己効力感を高める上で重要で

ある。

(3) 当事者が話すスト ーリーを核にした対話

人は気になっていることや成功体験など自慢したい

ことを言葉にして伝える。認知症高齢者は近時記憶障

害により、今話したことを忘れる。忘れるから、また

新たなこと のよ うに話すので、結果として繰り返し状

態になる。 しかし、繰り返す内容は、最も気になって

いることとして意識に上っていることである。 T氏も

「喧嘩をせずに生きてきた」という生き方を語ったと

きに「喧嘩」とし寸単語が24回表出された。A老人保

健施設の退所を余儀なくされ、 B施設に転居した時、

強い不安を表出した。その時繰り返し使われた言葉は

「父親」で30回使った。父親が家を買ってくれたとい

う話は、 実際には現状の認知障害であるが、 T氏にと っ

てのストーリーは、父親が自分のために家(施設)を
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買い、タンス等を準備してくれた。自分はよくわから

ないけれど、親が自分のためにしてくれたんだと思っ

ていると理解できる。T氏は自分のスト ーリーを繰り

返し話すことで、納得できない転居の事実を自分なり

に合理化 しようとしている内面の作用と考えられる。

繰り返し話した後で、筆者に「一緒に寝ょう。ここに

入り」と布団を示す場面があった。十分話し、少し安

心したと考えられる。「父親」の話は、転居に関連す

る不安を乗り越えるための対処行動であり 、当事者が

話すスト ーリーを核にした対話をすることによって対

処行動に必要な潜在的能力が引き出されたと考えられ

る。

繰り返し話される言葉は、その人の意識に上ってい

る内面の思いである。したがって、言語の回数に着目

することは内面の思いを推察する上で重要であり、支

援者は、当事者が語るストーリーを核にしながら対話

することが自己効力感を高める上で重要である。

(4) 役割意識が実感できる支援

面接は一貫して「教えて欲しい」と言う旨を伝え、

テープレコーダーとフィ ールドノ ー トに記載しながら

実施した。 T氏は、最初は「何も話すことないJと拒

否的であったが、時々フィールドノ ー トをのぞき込ん

で「沢山書いたね」と関心を示すようになった。第 4

段階ではフィ ールドノートをのぞき込んで「ょうけ書

いたね」と 9回話した。記録の量が「自分が役に立っ

ている」という実感につながったと考える。役にたっ

ていると言うことが「記録の多さ」という形で具体的

に見えたように、役立っていることが具体的に視覚に

訴えられるようにすることが重要である。

「教えて欲しい」という依頼は、 T氏が教える側で、

筆者が教えられる側であるという関係を意識づけるも

のである。しかし、 T氏は最初「何も話すことはない」

と拒否的な反応を示した。緊張が高い時期に「教えて

下さい」という働きかけは、緊張感を増強させること

にもなる。従って、拒否的な反応は、不安の対処行動

と考えられる。

具体的に役割を果たす体験をすることが役割意識に

つながりやすい。しかし、役割を果たしていても、役

割意識につながっていない場合もある。逆に、役割を

果たしていなくても、役割意識を持つ場合もある。 T

氏は、「な ーにもしていないJr仕事もしていない」

「ただ食べて寝るだけ」等の言葉より、役割も役割意

識もなかったと考えられる。今回、筆者に「話す」と

いう役割を通して、「教える」という役割意識につな

がったと考えられる。役割意識を持つことは、人は対

等であることを意味し、自信や自己の存在価値の自覚

につながり、自己効力感が高まる。認知症高齢者が役

割意識をもてるためには、役立っていると感じられる

畑野相子、筒井裕子

事実が目前にあり 、事実として触れられる事が重要で

ある。 これが認知症高齢者にとって遂行行動の達成

(成功体験)につながると考える。

自己効力感の高まる過程とその支援の図式化を図 3
に示した。
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図3 自己効力感の高まる過程と支援'

3 自己概念の構成要素と相互作用

梶田7)は自己概念の主要な構成要素として、 ①自己

の現状の認識と規定、②自己への感情と評価、③他者か

らみられている自己、④過去の自分についてのイメ ージ、

⑤自己の可能性と未来についてのイメ ージ、⑥自己に関

する当為と理想、の6つを挙げている。そして、「この 6

つのカテゴリ ーは、相互に関連しあっている(図 2)。

今回T氏との面接から得られた内容は自己概念の構成

要素の中核をなす自己の現状の認識と自己への感情に関

連していた。

自己効力感が低く認知されていると自己の現状を無力

と認識し、自己の現状を否定的に受け止めていることに

なり、自己概念は障害されやすい。自己効力感が高まる

と、自己の現状の認識が肯定的になり、自己の生き方に

ついての意思表示ができ、自己概念は保たれやすい。

一般にライフサイクルの特徴から高齢者は喪失の時期

である。今まで積み上げてきたものを失うことは不安に

つながる。ましてや、認知症高齢者は、生きる拠り所で

ある知的財産や人間関係を失うことになる。また見当識

障害や記憶障害により 、周囲で起きているこ とが認識で

きず、混乱し、そのことが、より不安を増大させ、自己

概念を脅かしていると考えられる。



認知症高齢者の自己効力感が高まる過程の分析とその支援

四結論

7か月間の面接を通して、認知症高齢者が環境変化の

中でどのように自己尊重を低下させているか、また自己

効力感がどのように高まっているかその過程を分析しそ

の支援について検討した。さらに、自己概念との関連に

ついて考察した。

1 当事者の具体的な強みに働きかける事で自己効力感

は高まる。強みに働きかけることを軸に、遂行体験を

受け止めること、当事者が話すス トーリーを核にした

対話をすること、役割意識が実感できるようにするこ

とが重要である。

2 自己効力感が高まる過程は、行きつ戻りつ して螺旋

状に高まってし、く。

3 自己効力感が高まっていると、納得できない環境変

化に遭遇しでも自分の気持ちを表出する方法で対処で

きる。

4 表出された内容は自己概念、の構成要素である①自己

の現状の認識と②自己への感情と関連していた。自己

効力感が高いと自己肯定につながり、自己概念が保た

れやすい。

四課題

今回の研究結果は1事例から得られたものである。今

回得られた結果を、他の事例に適用し、自己効力感が高

まる支援をし、より好ましい行動変容へとつなげていけ

るような取り組みが必要と考える。
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(Summary) 

Analysis and Support of the Process for Increasing the 
Self-Efficacy of Elderly Dementia Patients 

Aiko Hatano 11， Sachiko TsutsuFI 

l
lDepartment of Nursing Sciences， Faculty of Nursing and Social Welfare Science， 

Fukui Prefectural University 

21School of Human Nursing， The University of Shiga Prefecture 

Background In Japan's progr巴SSlV巴1yaging soci巴

ty， the number of e1derly individua1s suffering 

from dementia has been increasing， and is pro 

jected to reach 2. 91 million by the year 20202) . 

Dementia is a condition in which a patient's 

persona1 and socia1 lives are hinder巴dby a sus-

tained decline in acquired know1edge caused by 

some form of organic 1esion. Th巴refore， the 

essentia1 prob1em in e1derly dementia patients is 

the anxiety over their lives ansmg from the 10ss 

of cognitive functioning and lif巴 history，which 

were the foundation upon which their lives were 

based， as well as the subsequent 10ss of p巴rsona1

ctive. Interviews included 334 items re1ated to 

expressions of se1f-concept， which were classified 

into 14 categories associated with the sense of 

se1f-denia1 and 10 categories associated with the 

sense of se1f-affirmation. Regarding the re1ation-

ship between self-consciousness and the stage of 

the interview， the sense of se1f-affirmation or the 

sense of se1f -denia1 w巴reexpressed at each stage. 

The sense of se1f-affirmation was expressed more 

frequently in each interview， and was often 

observed when stimu1ating a patient's strengths， 

such as his or her hobbies. 

connections. Whi1e many studies have focused on Conclusion By stimu1ating specific strengths in 

support methods for reducing such anxiety from patients， their se1f-efficacy can be increased. 

a nursing perspective， few have examined the While this process may initially have a1ternating 

issue from the patients' perspective. resu1ts， it eventually resu1ts in increased se1f-eff 

icacy. E1evated self-efficacy allows patients to 

Objective To identify the ways in which e1derly better express their fee1ings， and thus enab1es 

dementia patients experience a decline in se1f- them to manage challenges such as undesirab1e 

esteem and accept and manage their anxiety changes in their environment. 

during a change in their environment， determine 

how se1f-efficacy re1ates to these e1ements， and to Keywords E1derly dementia patients， Se1f-efficacy， 

find and ana1yze a support method that can Process of increasing se1f -efficacy， Se1f -concept， 

increase self -efficacy. Strengths 

Results Patients participated in 11 interviews that 

were divided into 4 stages according to the obje 
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研究ノート

急性期成人看護学演習において協同学習に
ap、d・vーョー・・・F

，t &"" 

基づく説明活動が学生に及ぼすストレスと効果 手宇仰114<<ヲ'-twu似タ

沖野良枝 1)、米田照美 1)、前川直美 1)、長津晋吾 2)

1)滋賀県立大学人間看護学部

2)矢内原研究所

背景 大学の看護教育では、学生が自ら学び‘育つ姿勢とそれをサポー卜する環境のあり方が重要であり、

学習機能とプロセスに焦点を当てる認知科学的アプローチが適切であると考える。近年、教育時聞が縮

小される一方で、技術の進歩、活動領域の拡大を背景に、基礎教育で学ぶべき技術レベル、臨床能力習

得への期待は増している。限られた時間で、多くの課題を学生が主体的、効果的に学習するためには一

段と創意工夫した授業展開が求められる。今回、状況認知アプローチに基づく協同学習原理を取り入れ、

小集団によるテーマごとの授業運営を試み、授業の学生に及ぼす影響や心理的 ・生理的ストレスを考察

しfこ。

目的 授業を実施する学生の心理的、生理的ストレスの測定およびレポートの内容分析を通して、協同

学習に基づく授業運営の学生に及ぼす負荷と効果を考察する。

方法 学生が主体となって企画・運営する協同学習に、 3回の繰り返し説明活動(講義および技術演習)

を組み込んだ授業展開において、講義前、 l回目講義終了後、 2回目講義終了後、 3回目講義終了後、

授業終了後30分の 5時点に以下の調査、測定を行う。

①質問紙調査(日本語版STAI(State-Trait Anxiety Inventory)および緊張、不安度、講義遂行感

に関する質問紙)、

②唾液中ChromograninA(CgA)、コルチソール測定

③コントロールとして平常休息時の①、②測定

④授業実施後の評価・感想レポートの提出

解析 ① 5時期反復測定値の時系列的変化に対する検定 (GLM:反復測定)、②授業前後のストレスレ

ベルの検定(対応サンプルの t検定)、③授業評価 ・感想レポートに対するBerelson，B.による言及事

項分析型内容分析。

結果 講義開始前には、 CgA、STAI、緊張 ・不安度の平均値は平常時よりも上昇し、ストレス認知の

高まりが心理的、生理的レベルで示された。授業終了後30分までには有意に下降し、授業の実施による

負荷は軽減された。講義の遂行可能感、遂行感は、講義の繰り返しに応じて高まり、達成感や自己有能

感の獲得が窺われた。各測定時点で最も気懸かりに感じている対象は、緊張感、講義の遂行や方法に関

するものから、受講者の反応や講義の評価に移行していった。授業後の評価 ・感想レポートの内容分析

では、 130の記録単位文を抽出し、「人にわかってもらう伝え方J、「伝えるために不可欠な授業者自身の

理解J、「聞き手からのフィ ードパ y ク」、 「協同学習からの学び」など14カテゴリ ーに分類、命名した。

結論 l.今回の協同学習に基づく説明活動は、学生のストレス認知を高めるが、 3回の繰り返し講義

を通して有意に下降していくことがCgA、緊張、不安度の低下により裏付けられた。 2. 繰り返しの

講義実施により自信、達成感、自己有能感を生じることが授業遂行感の上昇により推測できた。 3.協

同学習、説明活動は、学生の主体的行動、集団状況の中で他者との相互機能を促進し、学生の認知的学

習効果を広げ、深化させたと判断できる。

キーワード 協同学習、説明授業、ストレス、クロモグラニンA、看護学生抄録

2005年12月26日受付、 2006年 5月17日受理

連絡先沖野良枝

滋賀県立大学人問看護学部

住所。彦般市八坂町2500
e-rnail : y-okino@nurse.usp.ac.jp 
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1.緒言

学習理論は、 1950年代以降行動科学から認知科学へと

大きくパラダイムシフトし、現在、認知科学に依拠する

理論やモデルが、一般的に適用されるようになった。認

知心理学によれば、学習は学習者の行動的変容よりはむ

しろ、学習者が何を知り、それらをL、かに獲得するかに

よる、つまり、学習の機能とプロセスに関係していると

説明されている 1)。看護専門職を育てる大学教育では、

看護学生(以後、学生と述べる。)が自ら学ぶ姿勢とそ

れをサポ ー卜 する環境のあり方が重要であるが、教育 ・

学習の目指すところは、学生の行動変容に据えるよりは

むしろ、認知科学の視点から、どのような専門知識や技

術をいかなる方法で獲得させるかに焦点を当てるのが、

適切であると考えられる。

一方、大学の看護教育カリキュラムにおいては、専門

科目の時間数の大幅な縮小が求められる一方で、医療技

術の進歩や、看護活動の領域拡大に伴い、基礎教育で学

ぶべき看護技術の内容、臨床能力の習得度への期待はよ

り増大し、専門性の高いものに変化してきた。

こうした状況を背景に、学生が極めて限られた授業時

間内で、必要な学習課題を主体的、効果的に学ぶために

は一段と創意工夫した授業展開が求められる。今回、認

知心理学の一領域である状況認知アプローチに基づく協

同学習原理を取り入れ、小集団によるテーマごとの授業

運営を試みた。その意図は、学生達が小集団活動におい

て自ら学習した知識と技術を他の学生に説明、伝達する

行為を通して一段と深化、 定着させることにある。また、

そうした体験は学生の意欲と関心を高めると同時に、人

に伝えることの意味と重要性に気づき、他者に対する理

解や共感力を強め、ク

促進させることも期待できると考えられた。教育心理学

の原理を統合して生まれた協同学習は、近年、関心が高

まり実践的試みが増加している。パズ学習、ジグソー学

習などを適用し教科研究、集団聞の関係作りなど教育現

場での研究、実践が進められている 2川。 そうした実践

は、看護分野においても、教育方法としてのグループ学

習の活用 4)やジグソー学習法による技術教育の試み 5)な

ど報告されている。しかし、成人看護学急性期演習にお

いて協同学習、説明活動アプローチの報告はみられない。

この様な学生主体の能動的な学習形態は、教師による一

斉授業方式に比較して、得られる効果やメ リッ卜は大き

い一方で、学生にとって不慣れな学習法であるための不

安や混乱も予測される。また、授業の準備、運営自体の

物理的な負担が大きく、目標とする課題遂行のためには

かなりの努力とエネルギーが求められると推測された。

そこで、本授業方法の影響や効果を検証するために、授

業運営に関わる学生の学びの様相および心理的、身体的

沖野良枝、米田照美、前川直美、長津

負荷の状況を把握する必要性が考えられた。

豆g::/王
国口

看護学生のストレス一般に関する研究、報告は主とし

て心理的尺度を活用したもので、既に数多く見られる。

さらに近年は、生理的指標を使用しての精神的ストレス

の測定や指標としての有効性も検証されている。音楽療

法の評価指標としての検討 6)1)、歯科治療に関する麻酔

の影響 8)や歯科大学生のテストストレスに対する評価と

しての研究ペ 看護師の看護ケア実施時のストレス負荷

など10)がみられる。 しかし、看護学生の演習に関するス

トレス評価の指標として検討した研究報告は見られなかっ

た。昨年、著者ら 1川ま精神的ストレス指標としてのクロ

モグラニンA CChromograninA: CgA) とコルチゾー

ルに着目し、臨地実習中の看護援助の実施が学生に及ぼ

すストレスの状況を測定、報告した。本研究では、急性

期看護学演習において実施した協同学習の評価を目的と

して、授業の企画 ・実施に関わる学生の心理的、身体的

負荷に関して、質問紙および生理的指標を用いたストレ

スレベルの測定を行い、授業形態と学習効果を考察、検

証した。

研究仮説

l. 学生が実施する伝達授業における認知的ストレスは、

授業開始前に高まった後、漸次下降していく O

2 高まった認知的ス トレス は、唾液中のCgAおよび

コルチゾールによる生理的反応と連動して推移するこ

とが示される。

3.学生は、担当の説明活動を繰り返し 3回実施するこ

とにより、ストレス負荷は低下し、学習効果に反映さ

れる。

操作的概念定義

本研究が依拠した主要な用語の概念について、以下の

ように操作的定義を行った。

状況認知アプローチ:認知心理学アプローチの一領域で

あり、知識は個々人を取り巻く世界やコミュニティに分

散していると捉え、知識を獲得するとは、コミュニティ

や文化に実践的に参加することであり、個人を取り巻く

世界と相互作用する能力を形成することであるとする。

このアプロ ーチにおいては、 教師はガイドであると共に

同じ参加者として、また、仲間は知識獲得の重要な共同

構成者として位置付けられるヘ 本研究においては、学

生が知識を獲得する授業の場は、大学および学級コミュ

ニティであり、そこで患者、医療者などを含めた医療環

境を擬似コミュニティとして体験することになる。

協同学習:学習過程は社会的過程でもあるとするデュー

イの考えを基盤にし、協同を学習原理とする様々な実践

的、理論的工夫に対する包括的学習形態を言う。学習者
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内容、自由意思による参加、不参加による不利益の無い

こと、結果の守秘、デー タの活用法、同意の撤回の権利、

調査は非侵襲的な方法で行い、授業の進行に影響を及ぼ

さないことを説明し被験者の応募を募った。自由意思に

よる参加を申し出た12名に対し、再度詳しく説明を行っ

た後、同意書の得られた学生を対象とした。

後半の担当グループを選択した理由は、本授業形態自体

の影響、効果を把握するために、授業形態に不慣れであ

ることから生じる無意味な混乱や負担因子を最小にでき

る時期として設定するためである。

急性期成人看護学演習において協同学習に基づく説明活動が学生に及ぼすストレスと効果

相互間の関係、社会的相互作用を通じて思考の範囲を広

け¥ 望ましい集団形成や人間関係の成立を図りながら、

学び合い高め合いながら学習活動を進め、目標達成を目

指す方法ωとされる。本研究では、一般的な小集団学習

の効果に加え、学生集団が主体的に授業を企画、運営し

フォ ーマルな伝達活動を通して専門知識の獲得、深化を

目指す認知的効果に焦点を据えた。

3.調査期間

H17年 4 月 13 日 ~ 7 月 29 日

4.調査内容

1)授業形態

成人看護学急性期看護演習は、本学カリキュラム上、

3年生の前期30時間15回として編成されている。既に基

説明活動:集団活動において、自身のアイディアや判断

などを他者(自身への説明活動も含まれる。)に説明す

る活動を言う。説明活動は、自分の考えの意識化や再考

を必要とするため、自分の考えについてのメタ認知的気

付きが導き出され、自己知識のモニタ ーや新しい探索が

始まり、課題解決能力の改善や問題解決場面での重要性

が指摘されている凶。本研究では、説明活動の主たる方

法を他の学生に対する講義およびデモンストレーション

と言うフォーマルな教授形態として設定した。

授

業

的

保

題

提

」 ・…|教師の指導助言 卜…・・・

口口 協同学習 〉

授
業
実
施
(
説
明
活
動
)

クロ モグ ラニン A: CgAは、副腎髄質や交感神経終末

などに広く分布する可溶性酸性タンバク質であり 、カテ

コーラ ミン類と共存、共分泌され交感神経一副腎系の活

動指標とされる刷九身体的ス トレス により 血中のカ テ

コールアミンやコルチゾール濃度が上昇するに伴い、唾

液中濃度も上昇するヘ今日、唾液中のCgAの測定は、

精神的ストレス評価の有益な方法であるとの評価が広まっ

ている。唾液採取は非侵襲的で相対的に非ス トレス的で

あるため、様々な環境下での研究や調査を可能にする簡

便なサンプリングの方法18)19)であるとされている。 本授業の構成図 1

学習目標および課題

匿週
1.テーマにそった授業運営に必要な知識、 理論、技術、授業方法をグ、ループメンバーの主体的、

表 1

創造的な学習やアイディア、協力によりまとめ、授業を実施する能力を養う。

グループメンバ一間の相互作用により知識や思考、アイディアを交換、拡大、共有する。

3 他者に説明、伝達するための学習や授業の実施を通して、自身の理解や認識の程度を高める。

匡童画
1.手術前の看護術前オリエンテーション、術前訓練

2.手術中の看護 .麻酔の介助、無菌的管理方法

2. 

1.研究デザイン

本研究は、学生の学習

への関心、自発性、主体

性を引き出し、限られた

時間の中で必要な課題を

より効果的、効率的に学

ばせる授業展開に並行し

て調査研究を行う。

研究方法II. 

3.手術後の看護 術後観察、早期離床、創傷管理

4. 大腸切除、ス卜ーマ造設術を受ける患者の看護

5.肺切除術を受ける患者の看護 :術後呼吸器の看護

ドレナージ

7. 関頭術を受ける患者の看護術後観察、人工呼吸器の理解、酸素療法

8.人工股関節置換術を受ける患者の看護 牽引中の看護、術後リハビリテーショ ン

9.救急看護法 心・肺・ 脳蘇生法、 輸液ルートと中心静脈圧測定

2.調査対象

大学看護学部 3年生女子

12名。

被験者に対する倫理的

手続き :編成した 9グルー

プのうち、後半の授業担

当であった 2グループの

学生に対し、研究目的、

6 肺切除術を受ける患者の看護 :輸液管理、
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礎科目、専門基礎科目は学習し終え、この時期には、各

専門領域の看護演習が並行して開講されている。

本研究では、教師による一斉授業と共に、状況認知ア

プローチを取り入れた協同学習授業を設定し(図 1)、

学生の小集団、参加型授業の展開を計画した。学生が実

施する授業は、以下のようなプロセスで展開する。(1)

急性期看護援助に関する学習目標および 9項目の学習課

題(表1)を提起し、基本的に学生の関心の高いテーマ

を選択し、9クループ編成を行う。(2 )各グループは、

選択したテーマに沿った授業を企画 ・準備する。(3 ) 

その問、教師から各グループに基本技術の伝達、授業の

展開方法 ・教材作成などに関して必要な助言、指導を行

う。(4)担当グループによる 3回の繰り返し講義を実

施。 実施後、受講学生からの授業評価および講義担当学

生のレポー トによる自己鮪面を行い、自己の学習へのフィ ー

ドパックを行う。なお、講義を 3回繰り返す意図は、講

義する学生自身の知識や方法論について認知レベルでの

確実な知識の獲得、記憶定着を期待したものである。

2 )調査内容

調査時期;グループによる①講義開始前、② I回目の講

義後、③ 2回目の講義後、 ④ 3回目の講義後、⑤ 3回目

の講義後30分の 5時期(各30分間隔)および@平常休息

時をベースラインとし、計 6回測定する(図 2)。

ストレス状態に関する質問調査および検体採取 .

(1) 質問紙

①日本語版STAI(State-Trait Anxiety Inventory) 

図2 グループの授業展開と測定時期

状態不安尺度、特性不安尺度各20項目 (4件法)

計40項目から構成される。

得点、は、各尺度毎の合計点(レンジ :20~80点)

により不安レベルを判定する。

成人女子では、合計50点以上を高不安、45点以上

を不安と判断する。

②緊張、不安度、講義遂行可能感、遂行感に関する質

問紙

質問項目は、図 3に示した。回答は 7件法により

沖野良枝、米田照美、前川 直美、長浮

求めた。

主基互王
位コ Eコ

判定は、緊張、不安度については、回答を得点化

(-3 ~ 3→ 7 ~ 1)し、得点が高いほどストレス

度は高いと判断する。また、講義遂行可能感、遂行

感については、得点化(-3 ~ 3→ 1 ~ 7)し、得

点が高いほど程度は高いと判断する。

白現在の気分
非常に緊張している -3 非常にリラックスしている 3

回現在の不安
非常に不安一3 非常に安心している 3

回講義はうまくやれると思う

全く思わない -3 大いに思う 3

回講義はうまくやれたと思う

全〈思わない -3 大いに思う 3

回今、一番気がかりなこと

(自由記述)

図 3 質問紙の内容

(2) 唾液中CgA、コルチゾール測定

SARSTEDT社製サリビットにより唾液採取を行い、

採取時聞は 2分間とした。唾液中CgA、コ ルチゾー

ル採取に関しては、先行研究の未設定にならい運動制

限、飲食物及び摂取時間など測定に関わる条件設定は

行わなかった。口腔内スワブは軽く岐合し採取時間は

2分間とした。採取後の検体は、冷凍保管の状態で測

定を依頼した。 CgA測定は、合成 ビオチン化ヒ卜 Cg

Aを標識抗原として用いる酵素免疫学的測定 (EIA)

法叩)により行われた。

なお、本研究では精神的ストレスの生理的指標とし

てCgAを使用しているが、生理的指標として既に一

定の評価が得られている コjレチゾールと併せて比較、

検討するために同時測定を行った。

(3) 授業の評価 ・感想レポー卜 の作成、提出

担当授業実施後、授業に対する評価、反省、感想な

ど自由記述のレポートの提出。

5.解析

①授業前 ・中 ・後の 5時期反復測定値の時系列的変化に

対する有意差検定(一般線形モデル:G LM : general 

linear model 反復測定)

②授業前後のストレスレベルの有意差検定(対応サンプ

ルの t検定)

③質問紙とCgA、コルチ ゾール聞の相関分析 (Spearm-

anのρ)

検定時の統計的有意水準は、p<.05に設定し、分析

には統計ソフト SPSSVer12. OJを使用した。

④授業の評価 ・感想、レポート の内容分析

Berelson， B.の言及事項分析型内容分析に基づき 2ヘ
レポート記述に関し記録単位は単文、文脈単位は複数
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表 2 唾液中CgA，コルチゾールおよび質問紙の平均値 (S.D.)と検定結果 (j:測定無し) n =12名

調査時期
平常時

1回目講 1回目講 2回目講 3回目講 3回目終 検定 GLM
調査内容 義前 義終了後 義終了後 義終了後 了後 30分 講義前~終了30分後

CgA 
0.62(07) 0.67(0.5) 063(05) 051(03) 0.39(0.3) 031(0.2) pく01

(pmol/ml) 

コJ~チソ ーJ~
0.2(0.2) 0.11(0.1) 016(0.1) 014(0.1) 015(0.1) 0.14(0.1) 

(Ilg/dl) 
n.s 

STAI 
|状態 35.2(72) 598(9.1) / / / 36.5(11.3) p<.01 (但し.tァスト)

|特性 49 (10.3) 54.0(9.1) / / / 49.3(12) p<01 (f.日し.tTスト)

緊張度 1.3(0.5) 5.7(1.3) 45(0.8) 3.7(13) 2.3(1.4) 18(1.4) pく.01

不安度 2.3(15) 6.0(07) 45(12) 4.3(1.0) 3.4(2.3) 3.0(2.5) p<.01 

遂行可能感 / 31(1.5) 3.8(1.4) 40(1.1) / / pく.1

遂行感 / / 3.0(12) 3.8(1.3) 4.7(2.1) / pく.01

文節からなる文章とした。意味内容の類似性に従い分 l回毎の講義により高まり 、実際に上手く遂行できたと

類し、分類を忠実に反映したカテゴリ ー名を命名し、 いう感覚も、時系列的に有意に高まっている。

学生の本授業に対する評価の傾向を明らかにするO 分 表 3では、これらの変化および平常時と授業前、 授業

析結果の信頼性、妥当性は，共同研究者間の検討、 確 前と各講義後の値の変動率をケースごとに示した。担当

認により確保した。 授業の課題の違いのストレスレベルへの影響を見るため

ill.研究結果

対象者の年齢は20歳から21歳、平均20.3(:tO.5)歳

であった。

12名の学生のうち 2名は、測定により授業に影響が生

じると判断し、 1回目、 2回目終了後の調査を中止 した

ため、解析では欠損値として処理した。

ベースラインとしての平常休息時、担当授業の開始前 ・

中 ・後の唾液中CgA、 コルチゾール、各質問紙の平均

値および講義前~授業終了後30分のGLM (STAnこ関 し

ては、対応サンプルの t検定)による有意差検定結果を、

表 2に示した。 CgA、緊張度、不安度に関 しては、 有

意差が認められた (F(4)=5.62， Pく.01， F(4)=31. 98， Pく.

01， F (4) =9. 18， P <. 01)が、 コルチゾールに関しては、

5時期の測定値間の有意差はみられなかった。その内、

CgAおよびコルチゾールの生理的指標を図 4に、緊張 ・

不安度の心理的指標の推移を図 5に再掲した。ベースラ

インとして設定し た平常休息時の生理的指標であるCg
Aは、0.62pmol/ml、コ ルチゾ ールはO.2μg/dlで=あっ

たが、STAI(状態不安)の得点は35.2で心理的に は低

不安の状態を示してい た。講義開始前には、CgA、ST

AI、緊張 ・不安度の平均値はベースラ インより 上昇 し、

学生の緊張、不安などス トレス認知の高まっているこ と

が心理的、生理的レベルで明示された。 CgA、状態不

安、緊張 ・不安度レベルはその後、 3回の繰り返 し講義

の終了までには有意に下降し、講義による負荷の軽減が

推察できた。

講義が上手くやれる可能性の感 じ (遂行可能感)は、

一+ーーCgA(pmol/ml)

:::1 ~ 10.2 

504| 、/¥会寸1 |&11

E 03| ¥ ¥、I0.1司

0.2 I I 0.05 
0.1 

O 0  
平常時 1回目揖輯前 1回目指種後 E回目脂恒雄 3由自陣積債 間組後四分

図 4 唾液中CgA，コルチゾールの平均値の推移
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図 5 緊張度、不安感の平均値の推移
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表 3 ケースごとの各測定結果 (ー :測定できず，n=12名)

測定
ケース

① ② ①/②間 @1回目 ②/③問 ④2回目 ②/④間 ⑤3回目 ②/⑤問

項 目 平常時 講義前 変動率 講義後 変動率 講義後 変動率 講義後 変動率

1 0.34 0.22 0.3 。目34 0.5 0.27 0.2 0.09 ー0.6

2 0.14 0.30 1.2 0.18 0.4 0.19 -0.4 0.15 ー0.5

3 2.36 0.41 0.8 0.31 ー0.3 0.40 0.0 0.42 0.0 

4 0.94 1.96 1.1 1.79 ー0.1 1.22 ー0.4 0.95 ー0.5

CgA 
5 0.88 0.43 ー0.5 0.34 ー0.2 0.30 ー0.3 0.34 ー0.2

(pmol 6 1.24 1.20 0.0 0.40 ー0.7 0.58 -0.5 0.39 ー0.7

Iml) 7 0.13 0.20 0.5 0.23 0.2 

8 0.44 0.46 0.1 0.64 0.4 0.43 0.1 0.24 ー0.5

9 0.30 0.44 0.4 0.53 0.2 0.47 0.1 0.26 .0.4 

10 0.22 0.72 2.3 1.17 0.6 0.61 ー0.1 0.73 0.0 

11 0.21 0.73 2.4 0.61 ー0.2 0.61 -0.2 0.30 ー0.6

12 0.22 0.94 3.4 0.60 0.4 

l 0.38 0.27 ー0.3 0.30 0.1 0.32 0.2 0.25 ー0.1

2 0.21 0.06 ー0.7 0.04 ー0.3 0.04 0.5 0.06 。。

コ 3 0.05 0.12 1.3 0.16 0.4 。目14 0.2 0.17 0.4 

/レ 4 0.10 0.07 ー0.3 0.06 ー0.1 0.04 ー0.4 0.05 ー0.3

チ 5 0.51 0.15 ー0.7 0.19 0.2 0.13 ー0.1 0.14 0.1 
ソ、

6 0.24 0.07 ー0.7 0.20 1.7 0.20 1.7 0.23 2.2 

7 0.50 0.05 ー0.9 0.18 2.4 
ノレ

8 0.06 0.09 0.3 0.02 0.7 0.03 ー0.7 0.05 ー0.4
(μ 

9 0.07 0.11 0.6 0.09 0.2 0.12 0.1 0.15 0.4 
g/dl) 

10 0.12 0.08 ー0.3 0.19 1.5 0.18 1.3 0.21 1.7 

11 0.05 0.11 1.2 0.32 1.9 0.25 1.2 0.19 0.7 

12 0.11 0.11 0.0 0.14 0.3 

1 1 4 3.0 4 0.0 4 0.0 3 -0.3 

2 2 6 2.0 4 ー0.3 2 0.7 1 '0.8 

3 1 3 2.0 3 0.0 5 0.7 1 ー0.7

4 1 5 4.0 4 ー0.2 3 -0.4 1 ー0.8

緊
5 l 5 4.0 4 ー0.2 2 ー0.6 2 ー0.6

張 6 1 5 4.0 5 0.0 4 0.2 3 ー0.4

度 7 2 6 2.0 1 ー0.8

8 1 7 6.0 5 0.3 3 -0.6 2 '0.7 

9 2 7 2.5 5 ー0.3 5 0.3 5 ー0.3

10 1 7 6.0 5 0.3 3 ー0.6 1 ー0.9

11 1 7 6.0 6 0.1 6 ー0.1 4 ー0.4

12 2 6 2.0 3 ー0.5

1 2 6 2.0 4 ー0.3 5 0.2 4 0.3 

2 2 5 1.5 3 ー0.4 5 0.0 2 ー0.6

3 1 6 5.0 4 ー0.3 4 ー0.3 1 0.8 

4 1 6 5.0 4 0.3 3 0.5 1 ー0.8

不
5 1 5 4.0 4 0.2 4 ー0.2 1 ー0.8

安 6 1 5 4.0 6 0.2 5 0.0 6 0.2 

度 7 5 6 0.2 5 0.2 

8 4 6 0.5 4 0.3 3 0.5 2 0.7 
9 2 7 2.5 5 ー0.3 6 ー0.1 7 0.0 

10 1 6 5.0 4 -0.3 3 ー0.5 1 ー0.8

11 5 7 0.4 7 0.0 5 ー0.3 6 0.1 

12 2 7 2.5 5 0.3 
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に、グループ別に、CgAおよび緊張度レベルの変化を 結果、CgAは、授業終了後30分の不安度、平常時の緊

図示した (図 6、7)。救急看護という緊張度の高いテー 張度および不安度とのみ強い相関 (rs=.774、pく.01; r 

マを担当した BクソレープのCgA、緊張レベルは、整形 s=.666、p<.05 ; rs=. 772、p<.o1)が見られた。しかし、

外科看護を担当したAグループに比較 し高値で推移して コルチゾールはどの変数とも相関を示さなかった。

し、fこ。
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図 7 BグループのCgAレベル

一方、唾液中コルチゾールは、講義開始前は低値であ

り、その後も有意な変動を示さず、ス トレスフルな状況

を即時に反映していないことが推測された。 しかも、授

業前 ・後のコルチゾールレベルは逆に、有意な上昇を示

していた。

各測定時点での気になる事柄についてのショ ートコ メ

ン卜の気懸かりの対象は、「授業遂行への不安」、「授業

のやり方への懸念」、「授業のやり方に対する反省」、「授

業に対する聞き手の反応や評価」など授業回数の進行に

沿って変化を示していた。

また、授業の評価・ 感想レポート の内容分析による結

果を表 4に示 した。 130の記録単位文から意味内容の類

似性に従い、複数文節を分類命名し、学生の授業評価の

傾向を明 らかにした。「人にわかってもらう伝え方」、

「授業者自身の条件」、「聞き手からのフィ ードパックJJ、

「協同学習か らの学び」など14カテゴ リーに分類できた。

心理的反応と生理的反応の関連をCgA、コルチゾール

と緊張 ・不安度との相関分析により検討してみた。その

IV.考察

1 .生理的ストレス指標のレベルと推移

学生の唾液中CgA濃度は、講義開始前には、ベース

ラインより上昇しストレス認知の高まりが示されたが、

講義終了までには有意に変動、下降 しストレス負荷の軽

減が推察できたが、このCgAレベルは、前年、著者ら紛

が測定した周手術期実習中の学生と比較して低いもので

あっ た。現在、唾液中CgA濃度の基準については、一

定のコンセンサスは得られていないとされるが、 J.E. 

Dimsdaleらωの、免疫学的手法による血柴CgA濃度、

o. 38~ 1. 08nmol/mlを正常範囲と述べている点が参考

になる。 しかし、唾液中CgA濃度について、J.E. Dims 

daleら却 は、平均年齢32(:t 5 )歳の健康な対象者25

人の平均濃度は、1.06 (:t 0.45) nmol/mlと報告して

いる。本邦では、長津ら25)の暗算テスト前の健康な対象

者81名の平均2.7pmol/mlや中根ら 26) の 30~40代男性 4

名の約2.5pmol/minの報告が有る。著者らが測定した

周手術期実習中の学生11名の「術後観察」、「術後清拭」、

「ドレ ッシング介助」の 3術後ケア前の値は0.82pmol/

ml~O. 85pmol/ml、ケア後の値は1.09 pmol/ml~O. 74 

pmol/mlであ った2九これらと比較しでも、今回の学生

集団の講義開始前CgA濃度は、平均O.67pmol/ml、終

了後は、平均O.39pmol/mlで低値で、ある。有意な時系

列的下降を考慮に入れると、唾液中CgAに反映された

協同学習における対象集団の平均的ス トレス認知レベル

は、高くないと判断できる。ところで、学生のストレス

認知は、 必ずしも脅威的側面だけではない。認知的評価

理論を枠組みとしたストレス評価尺度 Clinical Stress 

Questionnaireを作成したK.D. Pagana紛は、人は脅威、

挑戦、害、喪失をストレスフルな状況として認知評価し

ていると述べている。 中でも、挑戦と いう状況は、熟達、

成長、 獲得のための可能性と関係 し、 脅威と共に、高い

不明瞭な状況で肯定的、否定的結果の両方に対する可能

性を予期する時に期待できる。今回の学生は、講義と言

う未知の体験に関する脅威と同時に、むしろ、挑戦と言っ

たポジティブな反応も生じていた可能性を推測すると、

CgAレベルの低さも説明できるのではなし、かと考える。

A、BグループメンバーのCgAレベルにみ られる差違は、

個人差というよりは担当する課題の違いによるものと考

えられた。A夕、、ループの課題は、整形外科手術に関する

人工股関節置換術を受ける患者の看護であり 、Bクルー

プは、救急看護法 :心・肺 ・脳蘇生法、輸液ルート管理
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表 4 担当学生の授業体験に関する評価・感想の傾向 (n=130) 

NO サブカァゴリ カァゴリー 記録単位数

-関心のあるア マの選択

1 
-はじめての授業形態への戸惑い

はじめて体験する授業形態
-授業展開による既修得科目の復習

8 

-多様な内容で楽しく臨めた授業

-分かりやすく伝える難しさの実感

2 
-分かってもらうための方法の検討

人にわかってもらう伝え方
15 

-伝わりやすい方法としての実技の取り入れ

-不十分な伝達に対する後悔

-授業とは受けての理解

3 
-伝わるために不可欠な授業者自身の理解

授業者自身の条件
-授業者の言築による説明が，伝えるポイント 11 
-授業者自身が理解する努力

-理解と根拠に裏づけられた資料

-資料作成のための情報収集

-適切な情報の整理

4 
-過度の情報による混乱

教材作成への努力
-図説による分かりやすい資料の工夫

15 

-限られた時間内での正確な情報伝達

-聞き手に分かりやすい資料作成

-資料完成による達成感

-授業作りの大変さ

5 
-聞き手の参加と相互作用

授業作りへの発見
-大切な聞き手に対する注視

9 

-余裕を持って行うための授業準備

-分かりやすい説明のための時間不足

6 
-短時間での説明することの難しさ

限られた時間内での実施
-限られた時間内での伝え方の工夫

10 

-時間に追われて浅く終わった学び

-試行錯誤後の悩み

7 
-分かつてもらえない不安

教えることの不安や葛藤
-上手に伝えられなかった後悔

10 

-聞き手の理解に対する不安

-聞いてくれないことのショック

8 
-無反応な聞き手

-関心を得られなかった自身の無力さの自覚
開く側の反応 5 

-聞き手の態度の授業への影響

-好意的な感想、による喜び

-意見による一方的な考えの見直し

9 -改善に生かせる意見やヒント 聞く側からのフィードパック 13 
-難しかったとの反応で落胆

-聞こえにくかった説明への反省

-他者による手本例

10 -他者の遂行例からの励まし 他者の経験より得たもの 3 
-授業者の言葉で伝えられる分かりやすい授業

11 
-予想外の展開

-必要なあらゆる事態の事前予測
予想外の展開 3 

12 
-教師の立場への思い

教師への共感
-授業を聞く側の姿勢の意識

4 

-授業の体験で多くの学び

-主体的授業体験からの発見

-主体的授業による理解の深まり

-学ぶ意味や姿勢の自覚

13 
-・自分にとって価値ある授業

協同学習からの学び
-悩んだがやりがし、を感じたグループワーク

15 

-多くの学びによる達成感

-今後に活かせる授業体験

-患者指導への活用

-自身の授業態度反省の機会

-個人ワ クの限界

-担当部分以外の理解不足

14 
-分担作業による不十分な共有

グ‘ループワークの効果
-必要なメンバーとの意見調整能力

10 

-グ、/レープワークでのまとめ

-メンバーのフォローによる支え

耳耳豆王
t=lcコ
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であり、明らかに内容の複雑さ、緊迫性、生命への影響

など要素の相違がある。そうした課題の要素面を反映し

て、 Bグループのストレスレベルは比較的、高くでたも

のと考えられる。

一方、唾液CgA濃度が実験前後に有意に上昇しなかっ

たとする調査報告 9)22)も見られる。 J.E. Dimsdale2!)らは、

CgAの体位や行動など短期間のマイルドな刺激に対す

る反応を検討し、マイルドなストレッサーには影響を受

け難いこと、副腎 ・交感神経系の強い刺激に影響される

ことを示唆している。生理的状況において、CgAは穏

やかなストレスには反応せず、むしろ、強力なス トレス

要因であれば上昇すると解釈される。この報告に照らし

でも、今回の学生の授業体験は、高Ij腎 ・交感神経系の刺

激に影響された生理的ストレス反応のプロセスを明らか

に示していると判断することはできる。

一方、唾液中コルチゾールは、講義開始前は低値であっ

たが、 3回目の講義後には逆に、有意な上昇を示してい

た。この現象は、コルチゾール反応の遅発性を示すもの

であると考えられた。中根 6)は、コルチゾールやカテコ ー

ラミンと比較して唾液中のCgAは、精神的ストレス負

荷時はコルチゾールに先行して上昇し、負荷後は早期に

減少することを報告している。また、コルチゾールの反

応はCgAより遅れて発現する 12)との報告に照らすと、こ

のタイムラグによるものと考えられた。

夏日目〉は、脳内プロセスには未解明部分が多い上に、

ストレスには多くの構成要因が関与しているため、スト

レス度を客観的に測定するためには、多種測定法による

総合評価が望ましく、中でもストレスホルモンを測定す

る生化学 ・免疫学的検査は、現在、研究段階ではあるが、

ストレスの本態に迫るものとして期待されている領域と

述べている。その意味では、唾液CgA測定によるスト

レス評価は、簡便で非侵襲的、客観的手法として今後、

データ収集、検証の積み重ねによる信頼性、妥当性の確

保が得られうる優れた一方法と考えられる。

一方、 CgA、コルチゾー Jレと緊張 ・不安度との相関

分析では、 CgAと、授業終了後30分の不安度、平常時

の緊張度および不安度とのみ強い相闘が見られた。つま

り、授業に関わる緊張状態から開放された時期や平常休

息時のリラ ックスした状況において、ストレス反応の心

理的・身体的相関性がCgAと緊張 ・不安度によって示唆

されていると考えられる。

2.心理的指標および講義遂行可能感、遂行感のレベル

と推移

心理的指標としてのSTAI、緊張、不安度の平均値は、

平常時か ら授業終了後30分にいたる迄、有意な時系列的

推移を示している。講義前の緊張、不安度は 5から?と

高いレベルであった。その後、講義の繰り返しごとに低

下を示しストレス負荷からの開放を窺わせた。

講義が上手くやれる可能性の感じ(遂行可能感)は、

l回毎の講義により高まり、実際に上手く遂行できたと

いう感覚も 3回目 には低いレベルではあるが自覚でき、

達成感や自己有能感が生じていると判断出来た。また、

各測定時点での気になる事柄についてコメン卜されてい

るように、講義開始前および 1回目の講義後は担当する

講義自体の遂行や方法についての懸念が中心であった。

しかし、 2、 3回目には、自身の講義に対する受講生の

反応や講義そのものへの評価に関心が移行していること

が分かる。前述したCgAや質問紙に反映されたストレ

ス度の低下と、この感覚の上昇が示すことは、繰り返し

の講義が講義者の余裕を生み出し、自信や有能感を高め

授業効果が高まったと考えられた。

酒井30)は、「学習の本質は、閉じ経験を繰り返すこと

にあり、学習するとは、同じ感覚刺激を繰り返し受け取っ

たり 、同じ反応を繰り返し行ったときに起きる脳の変化

のプロセスである」と述べている。この点から、今回の

限られた授業時間内で、効率と可能な限りの学習効果を

引き出す意図で計画した 3回の繰り返し講義は、授業を

担当した学生の緊張や不安感の低下と記憶の定着にとっ

て有効な方略であったと推測できる。 しかし、近年の認

知心理学では、反復法が必ずしも適切で十分な学習法で

はないとする説もある。A. オリヴェリオ 3Dは、「繰り

返しは単に短期間、記憶に残るだけで効果的な認知能力

の形成を通して長期的に活用できる能力にはならない」

と述べている。それは、学習者に自信を与えるためには

役立つが、記憶の干渉のために効果は長くは続かないと

され、本来の有意義な学習は、様々な要点や概念を編集

して相互に関連付けることだとされる。いずれにしても、

今後、単なる反復法に終わらず、事柄や情報、概念の関

連付け作業を組み込む工夫も検討の余地があると考える。

3.状況認知アプローチに基づく協同学習の効果

授業過程に影響を与えるものとして、 学生、教師、教

材それぞれの特性が説明される。その内、学生側の特性

として、教材に関する先行知識、教材への動機つ、け、自

身や教員、教材に対する信念、人間関係など認知や情意

面が挙げられ、中でも情意的側面として動機付けが重要

であるとされる3九 認知心理学では、一般に知的好奇心

や興味による内発的動機付けが特徴とされる。内発的動

機付けでは、課題や方法など自分の判断で決定していく

自己決定感や、やればできるという自己有能感を与える

ことで動機付けを高める指導が有効とされるω。また、

最近は動機付けの認知的側面を重視し、成績目標か学習

目標かと言った個人の目標志向性の違いが後の学習遂行

に影響を与えることが明らかにされてきた制。今回、著

者らの試みた授業では、学習課題は基本的には各自の関



72 

心により選択すること、協同学習を通して学生が到達す

べき学習目標を認知的視点より、①グループの主体的力

による授業遂行能力、②メンバ一間の相互作用による学

習の共有、③他者への説明、伝達を通した課題の理解、

認識 を設定し、学習目標重視の成績評価などガイダン

スを行った。このことにより、本授業の目的や学生の課

題が明確になり内発的動機付けを促進したと考えられる。

学生の授業評価・感想、レポートの内容分析の中で、はじ

めて体験する授業形態では有るが、「関心のあるテ ーマ

の選択」を行い、「授業形態に戸惑しリながらも、「授業

展開による既修得科目の復習」の機会を得、「多様な内

容で楽しく臨めた授業Jとの肯定的記述が得られたこと

から、学習形態としては、実践効果の得られるものと判

断できた。

ある技術や教科を学習することは、それと関連する領

域を学習するのに役立ち、最初の領域の技術や知識は次

の領域に転移し、効率的な学習が成り立っと考えられる。

転移は、新しい知識の学習を必要とする新たな状況で、

古い知識を適応することであるお〕が、効果的教授を展開

するための核となる概念で、いかにして転移を生じさせ

るかは教育に関わる重要な問題であるとされる拙。 技能

や知識の転移を促進する一方法として説明活動がある。

説明活動は、自分の考えの意識化や再考を必要とするた

め、自分の考えについてのメタ認知的気付きが導き出さ

れ、自己知識のモニターや新しい探索が始まり、課題解

決能力の改善や問題解決場面での重要性が指摘されてい

る初。 看護学演習における技術学習の場で期待されるこ

とは、それまでの基礎的知識や理論の学習体験を一般化、

現実化へと転移する、すなわち、理論から実践への転移

能力を強化、育成する点にある。この転移を成功に導く

ためには、手順やメモなどの陳述記憶を通して実践する

こと、さらに、 可能な限り行動を状況に当てはめ、特定

の場面や前後関係と関連付けようとする能力に関わって

いる泊)と言われる。そうした能力を高めるには、能動的

学習が受身的学習よりも優れているうえ、自分の手で見

つけ出した関連性は、人から示されたものより長く記憶

に残るとされる制。 今回の協同学習による説明活動体験

のねらいの一つは、学生が自ら主体的、能動的に学習し

たと自覚、認識できることである。この点では、学生の

記述からは、主体的な授業の参加者であったこと、そこ

から多くの学びを認識したことが窺えた。「主体的授業

体験からの発見、理解の深まり、学ぶ意味や姿勢の自覚」

が得られ「自分にとって価値ある授業」、「多くの学びに

よる達成感Jが得られた授業と評価している。また、学

習したものを「今後に活かせる授業体験」であり「患者

指導への活用」に発展させる視点を持つこともできてい

る。

また、授業として説明活動を行うために「分かつても

沖野良枝、米国照美、前川 直美、長津晋吾

らうための方法の検討」、「伝わりやすい方法としての実

技の取り入れJなど人にわかってもらう伝え方を検討し、

「理解と根拠に裏づけられた資料」、「適切な情報の整理」、

「図説による分かりやすい資料の工夫」など教材作成へ

の探索を進めている。そうした努力を通して「伝わるた

めに不可欠な授業者自身の理解」、「授業者自身の言葉に

よる説明が伝えるポイント」、「授業者自身が理解する努

力」と言った授業者の条件に気付き、「授業とは受けて

の理解」であり「聞き手の参加と相互作用」であり「大

切な聞き手に対する注視」など課題解決のための重要な

発見に至っている。 従来の授業では、理解とは、自分

自身の理解であるのが通常の意味であると考えられる。

しかし、今回の協同学習では、他者である聞き手の理解

が焦点になってくるのである。しかも、聞き手の理解を

左右するものは、伝え手である自分自身のより深い理解

であることに気づく。そこで、伝え手である自身の役割

と責任を自覚し、理解のための努力と行動が自発的に生

起されてくる。学生の記述には、主体的な授業作り、受

け手の反応への注視を通して自己の役割、責任に気付く

ことにより、更なる能動的参加を自発的に自覚するプロ

セスが示されている。そして、最も重要なことは「授業

者自身の理解」が不可欠の条件であり、それは教材作成

や授業作りにも共通していると認識できたことである。

人を理解させるためには、まず、伝える人自身が十分な

理解をしなければ説明活動は成立しないことに思い至っ

ている。

メタ認知的気付きのある教授法とは、自分自身の問題

解決に批判的になる役割を教師から学生に転移する方法、

その為の効果的方法として、教師と学生が共同学習と問

題解決について対話できるようなグループ学習を設定す

ることと言われる制。

今回の授業では、小集団による説明活動としての授業

運営、そのための学生同士の対話、教師の指導、助言、

質疑応答の機会を積極的に保証し、学生個々のメタ認知

的気付きを促進する状況設定に努めた。その結果、「分

担作業による不十分な共有」や「メンバーとの意見調整

能力の欠如」などグループワークの不十分さを感じなが

らも、「個人ワ ークの限界Jを越え、「夕、.ループでのまと

め」の効果や「メンバーの支え」等、グループワ ークの

効果を述べている。

協同学習による説明活動のさらなるねらいは、学生が

学級と言うコミュニティにおいて、 他者に伝える行為や

他者との相互行為を通して他者を認識し自分の役割ゃあ

り方に気付けることである。このような学生の学習プロ

セスにも、メタ認知が効果的に機能していると考えられ

る。この場合、メタ認知促進の鍵は、「他者とのコミュ

ニケーションによる気づき、調整」を「自己とのコミュ

ニケーションによる気つ、き、調整」に移行させることを
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可能にする環境の提供と言われる4九 こうした他者との

やり取りを通したメタ認知の促進のひとつに、集団思考

や討論が試みられ、その際、他者が果たす役割には、新

たな視点の提供や思考の評価者があるといわれている 42)。

学生のレポー トには、能動的に学習し相互作用でさらに

気づきや発見、得られたものが示されている。講義をし

ながら、「聞いてくれないことのショックJ、「無反応な

聞き手」、「関心を得られなかった自身の無力さの自覚」

を自覚し、「聞き手の態度の授業への影響」を痛感する。

一方「好意的な感想、を得て喜び」、「意見を得て一方的な

考えを見直し」、「改善に生かせる意見やヒント」を生か

すなど他者からの気付きや評価、新たな視点を得、自己

認識の調整や促進が機能していたことが窺えた。

この様に、学生のレポート記述を考察することにより、

状況認知アプロ ーチ に基づく協同学習は、説明活動によ

る低いレベルの負荷を及ぼすが、学生の主体的学習参加

意欲を促進し、説明行為や集団内での相互作用を通して

メタ認知能力を高め、他者への気付きや理解を深める結

果、学習の広がりや深化を得ることが検証できたと考え

る。

v.結論

1.今回の協同学習に基づく説明活動は，学生のストレ

ス認知を高めるが， 3回の繰り返し講義を通して有意

に下降していくことがCgA，緊張，不安度の低下に

より裏付けられた。

2.繰り返しの講義実施により自信、達成感、自己有能

感を生じることが、授業遂行感の上昇により 把握でき

た.

3.協同学習、説明授業は、学生の主体的行動や集団状

況の中での他者との相互機能を促進し、学生の自他へ

の気付きや理解を深め、学習の質と効果を高めること

が学生の記述より判断できた。

本研究の限界

本研究には次の点で限界があり 、結果の一般化は制限

される。

1)調査、分析対象がー看護大学 3年生の12名と小人数

であり、結果は特定小集団の傾向を示したものである。

2 )調査は、厳密な実験的条件や環境下で行ったもので

はなく、実際の演習中のストレス負荷状況下で行った

ために、同一状況での再現は困難である。

3 )唾液CgA、 コルチゾールは、先行研究に倣 って特

別な測定条件の設定は行っていない。
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研究ノート

自治体定年退職者の退職後の生活と
健康の関連に関する実証研究

西田 厚子、堀井とよみ、筒井裕子(滋賀県立大学人間看護学部)

平英美(滋賀医科大学医療文化学講座)

背景 日本の急激な高齢化の進展に伴い、これまでの要援護者を中心とした高齢者保健福祉対策は、自

立した活動性の高い高齢者への支援へとその比重を高めつつある。多くの高齢者は、定年退職を経て、

中年期での企業 ・職域志向型の生活から、高齢期での家族 ・地域志向型への生活へと、その生活構造を

大きく変容させる。特に、私たちは、このことからも、退職後の生活設計には、アクティブ ・エイジン

グの視点から健康問題と社会参加活動とを総合的に捉えるこ とが重要であると考える。

アクティブ ・エイ ジングとは、高齢期を非生産的な段階と捉える従来の見方に抗して、R.N. Butler 

らにより提唱された高齢者観である。彼は、高齢者も、就労やボランティア活動、家族員への支援など

を通して積極的に自立した生活を産出する主体であり続ける ことができる、社会もそれをサポート すべ

きだと主張する。したがって、定年退職は、むしろ職業的自我から解放され、より自由で自発的な社会

参加が可能になる契機であるとみることもできるのである。その一方で、「ぬれ落ち葉症候群」などの

語があるように精神的疎外感を伴うことも指摘されている。そこで、本研究では、現在の日本において

定年制が強固な制度として存在していると考えられる地方自治体の定年退職者に焦点をあて、その健康

状態、活動性、ネ y トワ ーク等の関連を検討することを目的としている。

目的 地方自治体退職者を対象に、健康状態と退職後の生活構造の変化、活動性、退職準備行動等との

関連性について明らかにする。

方法 近畿圏内にある地方自治体の退職者(以下、退職者という)695名に対してアンケート調査を実

施し、退職者517名を分析対象とした。健康状態、社会活動参加状況、老化意識尺度、退職準備度、退

職後の就労意向および生活変化に関する無記名自記式アンケー卜 を行った。

結果

1)退職者は、国民生活基礎調査およびK市の一般退職者に比べて健康状態(健康自己評価、PCCモラー

ル尺度、疾患数)および老化意識尺度において良好な状態にある。

2 )退職者の健康変数は、 社会参加度とはほとんど相関しなL、。しかし、健康の変数は、強く相関する

老化意識尺度を介して社会参加度と相関しており、退職者の社会参加に間接的に影響している。

3 )退職者の現在の就労率は同年代の中高年者に比べて高いが、就労の有無にかかわらず、彼らは家庭

や地域への生活の中心を移行させている。このことから就労者は就労を社会貢献活動のー形態とし

て選択している。

4)退職者の退職後の気持ち ・行動の変化の因子分析では、 Iretirement blueJI解放感JI縁」の 3因

子が抽出された。

結論 自治体定年退職者は、良好な健康状態および経済状況であり、就労、地域活動参加など高い活動

性を有している集団である。しかしながら、退職後の気持ち ・行動の変化では、退職者は、定年退職を

新たな人生への契機、職業生活からの解放、あるいは老いの入り口としてのネガティブなライフイベン

トとして捉えている。今回の調査結果は、日本の社会ではいまだ定年退職に対する価値観が定まってい

ないことを示唆している。

キーワード 自治体定年退職者、健康、アクティプ ・エイジング、社会活動

2006年 3月10日受付、 2006年 5月17日受理

連絡先西田厚子

滋賀県立大学人問看護学部

住所彦根市八坂町2500
e-mail : anishida@nurse.usp.ac.jp 
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1.緒言

厚生労働省は、 2003年の『厚生労働白書』で「活力あ

る高齢者像」を新しい高齢者像として提示した 1)。そ こ

で強調されているのは、 H生涯現役"を目指すこと、つま

り高齢者になろうとも職業生活を継続し、様々な社会活

動へ主体的に参加し続けることである。 WHOも『第 2

回高齢化に関する国連総会』大会を契機に 「アクティブ ・

エイジング Cactiveaging) Jというスローガンを掲げ

ている。アクティブ ・エ イジング 2)とは、高齢者も就労

やボランティア活動、家族員への支援などを通して積極

的に自立した生活を産出する主体であり続けることがで

きるという理念に基づくものである。もはや定年退職は

職業遂行という社会的役割から解放されて社会的責務か

らも退くことではありえなくなっている。このことは、

高齢化社会が進展する中で要介護高齢者への社会体制整

備を推進してきた保健医療福祉関係者にとっては、高齢

者を単なる「社会的弱者」としてではなく社会の一翼を

担うアクティブな世代の一員として捉え直すことを迫る

ものである。

われわれは、成人期に期待される職業役割を離脱して

新たに高齢者として期待される社会的役割へと移行する

過渡的な加齢過程を「退職移行期」と捉え、これまで滋

賀県M町 J)や京都府K市4)および看護者 5) を対象にした

調査を行ってきた。退職移行期は生活や心身に大きな変

化が生じることからリスクに満ちた人生のステー ジであ

ると考えられる。この危機を乗り越えてどのようにすれ

ばアクティブ ・エイジングを実現できるのだろうか。

WHOは、そのためには個人が自覚的に取り組むだけで

なく社会的環境づくりが重要であることを強調している。

しかし、身体的変化に着目した医学的な視点ではなく、

人と社会環境の相互作用を捉えた新たなパラダイムの転

換となりうる実践的活動を展開するための実証研究は十

分とはいえない 6)。

近代日本における定年制は明治時代に陸海軍から始ま

り次いで官吏へと広がり、大企業からさらには中小企業

へと普及していった 7)。したがって、今回の調査対象で

ある自治体は、早くから定年制を制度化 した組織であり、

昨今、終身雇用制が見直され壮年期の労働者の早期退職

などが問題 8)になる中で、定年制という制度的引退が継

続している組織でもある。すでに、英国では退職公務員

を対象とした基礎調査が実施され、 一般労働者に比べて

高い所得と健康状態であることが明らかにされている 9)。

しかし、これまでの日本における退職研究では大企業

退職者がほとんどであり自治体定年退職者を対象とした

ものは見あたらない。

また、本報告で対象とした自治体退職者は後述するよ

うに社会階層的に均質な集団と考えられる。そのため回

西田厚子、堀井とよみ、筒井裕子、平英美

答の偏りが生じる恐れがある反面、収入など階層性を示

す基本属性の要因の影響を受けにくいという長所を有し

ている。高齢者のQOLに関するこれまでの報告では、

アクティブ ・エイジングのための基本的な条件は健康で

あることと経済的に困窮しないことであると強調されて

きたl九 それは、高齢期にはこれらふたつの条件が喪失

されやすかったり、維持が困難であったりするためなの

だが、では、実際に健康や所得はそれぞれアクティブな

高齢期を過ごすためにどのくらいの重要性を持っている

といえるのだろうか。自治体退職者の場合は、経済的に

は問題を抱えていない集団である。したがって、経済的

条件がコントロ ールされたとき、退職後の活動性に健康

がどれくらいの作用を及ぼすのかを検討するためには格

好の対象となっている。さら に、経済や健康以外にも、

多くの要因が退職後の生活における活動性に関わる要因

なのだろうか。本研究では、これまでの地域保健活動で

は注目されることの少なかった社会的属性や意識に関す

る変数をできるだけ多く質問紙に盛り込み、それらと活

動性との関連性を明らかにすることを目指している。

II.研究方法

1 .調査対象 ・調査対象者は、近畿地方のある地方自治

体を定年退職した満61-70歳の695名である。

2.調査方法および調査時期 :郵送による無記名自記式

質問紙調査票を用いて2003年12月 1日-12月15日に実

施した。回収数は519名で、そのうち、記入漏れのな

い有効回答数517名(有効票率74.2却を分析対象と

した。

3. 分析に用いた変数 :本稿では、全調査変数のうち、

基本的属性、健康状態、老化意識、就労状況、収入、

社会活動参加状況、日常生活行動、退職準備行動、退

職後の生活変化および気持ち ・行動の変化に関する変

数群を分析に用いた。本稿で主に検討した変数の詳細

を以下に示す。

1)基本的属性:性別、年齢、就労、収入、居住年数、

居住地域など。

2 )健康状態 :健康自己評価、 PGCモラール尺度

Philad巴lphiaGeriatric Center Morale Scale C以下、

PGCとする)、治療中の疾患およびその数(以下、疾

患数とする)、心身の不調の訴えおよびその数(以下、

愁訴数とする)の 4変数。健康自己評価は自分の健康

を「健康Jrまあ健康Jrあまり健康でないJr健康で

ない」の 4段階評価で尋ねた。 PGCは精神的健康の

指標としてLawtonら川が開発した尺度であるが、本

調査では日米共同研究結果より 2国間で共通とされた

11変数を使用した。

3 )老化意識:老化意識に関する変数は11あり、因子分
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析による検討を経てそのうち 9変数の合計得点 (36点
満点)を老化意識尺度として用いた。なお、 Cronbac

hのα係数はO.77であり、内的信頼性は確認された。

本尺度は合計得点が高いほど、対象者が老化を意識し

ていることを示す。

4 )社会活動:各種団体への参加状況を 4段階評価で回

答を求めた。分析に際してはこれらの変数に「ょくす

るJ= 4点、「時々するJ= 3点、「ほとんどしないJ= 

2点、「全くしな いJ= 1点を与え、同様に社会参加

状況の15変数を設定し、その合計得点 (60点満点)を

社会参加度とした。 Cronbachのα係数は0.85である。

5 )退職準備行動 :退職準備に関する10変数について、

「そう思うJ= 4点、「少しそう思うJ= 3点、「あまり

思わないJ= 2点、「そう恩わないJ= 1点の 4段階評

価で回答を求め、合計得点 (40点満点)を退職準備度

とした。Cronbachのα係数は0.71である。

6 )退職後の生活変化:退職後の生活の変化を尋ねた 9

変数。同じく 、合計得点 (36点満点)を生活変化度

(α=0.70)として用いている。

7)退職後の気持ち ・行動の変化:退職後の気持ちゃ行

動に関する20変数について「そう思うJr少しそう思

うJrあまり思わないJrそう思わない」の 4段階評価

で回答を求めた。

8 )社会的ネットワ ーク・親しい友人数、親戚数などを

たずねた。

分析方法 ・性別、居住年数、就労、収入など基本属性お

よび健康に関する 4変数ほか全質問項目間で χ2検定

を行った。なお、数量型変数については、愁訴数、疾

病数は分布状況から rOJおよび r1以上」で 2分し、

PGCおよび老化意識尺度については標準偏差を基準

に4分割するように再コードした。退職者のうち、就

労者およひ、非就労者の両群について平均値の有意な差

を確認するためにt検定を行った。量的な項目聞の相

関の検討にはPearsonの相関係数を算出した。退職後

の気持ち ・行動の変化の20変数については因子分析を

行い、さらに因子得点を求めた。

倫理的配慮・調査は、無記名の質問紙とし、データの管

理には厳重な注意を払った。また、調査対象者へは、

研究の目的、調査内容を説明し、調査により得たデー

タは、研究以外には使用されないことを明記した。

ill.結果

対象者の年齢構成は61-65歳が239名 (46.7%)、66-70
歳が269名 (52.5%)で平均年齢は65.6士2.81歳である。

性別は「男性」が426名 (83.7%)、「女性」が83名 06.3
%)である。退職時の平均年齢は59.5:t2. 32歳で、退職

時の職業は「管理的事務従事者」が51.5%で最も多く、

77 

次いで「専門的 ・技術的職業技術者J20.4%、「事務従

事者J16.2%、「その他J12.2%である。表 1は、各変

数聞の相関係数と有意水準を示したものである。表 2は、

各変数聞の χ2検定結果のうち有意水準のみを表示しで

ある。表 3は、就労者と非就労者とを各変数でt検定し

た結果の一覧である。

1 .健康

1)健康自己評価:自治体退職者の健康自己評価をみる

と、自分の健康状態を「まあ健康」とする者が60.0%
で最も多く、次いで「健康である」と感じている者が

26.3%で両者をあわせると83.6%を占める。この数値

はK市の一般退職者(以下、 K市調査という)の78.8 
%に比べて有意に高かった (ρ<0.001以下、 ρは特

に断りのない場合はクロス表における χ2検定の結果

を表す)1九 就労別では就労者に「健康」が多く (ρ

<0.001)、収入 (ρ <0.05)により有意差が認められ

る。収入の高い人ほど健康である。

また、退職準備行動の諸変数では有意差は認められ

なかった。社会参加では 6変数に有意な差があった。

健康自己評価で「健康Jと感じている者はそうでない

ものに比べて「道路 ・公園の掃除など地域環境をよく

する活動Jr同窓会J(ρ<0.01)、「スポ ーツの会」

「民生委員などの公的な活動Jr町内、自治会Jrボラ

ンティア団体J(ρ<0.05)などへ参加している。日

常生活活動では 7変数に有意な差があった。健康自己

評価で「健康」と感じている者はそうでないものに比

べて「軽い体操Jr孫の世話Jr家の簡単な修理J(ρ 

< 0.01)、 「庭いじりJr自動車の運転Jr日帰り旅行」

(ρ<0.05)で有意な差があり、逆に健康でないと答

えた者では「テレビを長時間つけたままJ(ρ<0.05) 
で有意な差があった。退職後の生活変化では「健康」

と感じている者はそうでないものに比べて「地域活動

に参加するようになったJ(ρ<0.01)、「再就職した」

「学習活動J(ρ< 0.05)で有意な差があっ た。

2 )愁訴:愁訴で多かったものは、「腰 ・手足の関節の

痛みJ(30.4%)が最も多く 、次いで 「その他J06.3 
%)、「便秘・下痢傾向J03.8%)であった。この質

問は複数回答可であったが、愁訴が lつ以上ある者は

65.3%、最高 9つある者がO.2 %あった。平均愁訴数

は、1.1 :t 1. 59であり、 K市調査の1.8 :t 1. 70に比べ

て低いω(t検定、 ρ<0.001)。愁訴数は、「女性」に

多く (ρ<0.01)、収入が低いほど多くなる (ρ<0.0
1)。日常生活行動および社会活動とはほとんど関連せ

ず、退職後の生活変化ともほとんど関連しない。

3 )疾患数:治療中の疾患の有無では、何らかの疾患が

ある者は63.1%であった。疾患の種類では、「高血圧

症」が24.7%で最も多く、次いで「その他J21. 4%、
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表 3 就労者/非就労者の平均値の比較

居住年数就労 収入 健康自己 愁訴数
評価

疾病数 PCG 老化意識

性別 **キ *キ* * ** 

就労 ネ** ホ** キキ

収入 *本* * ** * 

世帯収入 ネキキ ** 

健康管理
退職後の健康状態 ** *** *** *** 本** *キキ

かかりつけ医 ** *** ** *** 

退職後の健康診断 *** * 

退職準備
経済的生活の安定のための生活設計 ** 
定年までに病気の診断や治療
退職準備の講習会受講
徐々に仕事の量を減らした * *** 
趣味や余暇活動を行うようにした * 本*

資格の取得
地域活動に参加 *** 
再就職の準備 ** 
定年後のことは考えないようにした

日常生活行動
テレビを長時間つけたまま ** キ** *ネ *** 
夫婦で散歩をする * ネ ** 
庭いじりなどをする *** * 本 ** 
軽い体操をする ** ** 
日帰り旅行をする * ネ キキ

友人 ・知人を会っておしゃべりする ** *** 
自動車を運転する ** *** * 
家の簡単な補修や大工仕事 ** * ** 
家計簿や金銭出納帳をつける ホ** ** 
配偶者との日頃の会話 ** 

社会活動
道路公園の掃除など地域環境をよくする *ネキ * ネキ 本*キ キキ

物を作って寄付、募金や古切手を送る *** 
高齢者や福祉施設などの奉仕活動 キ

民生委員、保護司などの公的な活動
"，，" *** * * 

県、公民館などが主催の公開講座受講 * * 
老人クラブなどの活動 *** ** ** 
町内、自治会への参加 **キ ** * ** *** 
ボランティア団体への参加 *キ 本 * キ*本

趣味の会への参加 *** *** ** 
スポーツの会 ・グ、ループへの参加 ** ** *** 
退職者の会などの旧職場の集まり ** * ** 
同窓会への参加 ** キ** ネキ

シノレバー人材センターなどへの参加 *ネ *** * 
退職後の生活の変化

新しい友人を作るようにした ** キ*

新しい趣味や余暇活動を始めた *キ* ** 
家族のために色々なことをするようにした 料 ネキ * 
食事に気をつけるようになった
無駄使いをしないように した ** ホキ

新しい人生の目標を持つよう にした ** * 
地域活動に参加するようになった キキ* ** ネ*

再就職を した キ** * * * 
学習活動 キ* * 

χ2検定 キρく0.05 **ρ く0.01 ***ρ<0.001 
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図1 疾患数と社会活動の関係

「糖尿病J11. 8%であった。疾患数では、 1の者が

43.2%、次いで 2の者が16.0%であった。平均疾患数

はO.9士0.86であり、 K市調査の1.3 ::t 1. 33に比べて

低い14)(t検定、ρ<0.001)。疾患数も愁訴数と同様

に、基本的属性と関連せず、日常生活行動、社会活動

についても有意差を認める変数はわずかであり、退職

後の生活変化と も相関しない。

疾患数をその分布状況から 3群にわけ、各群の社会

活動参加率を示した(図1)0 ['寄付 ・募金J['俳句短

歌」は疾患数が Oから 1に増えると参加率が低下し、

さらに疾患数が lから 2に増えると上昇するという谷

形に変化する傾向にあった。疾患数の増加に関係なく

参加率が横ばい状態であったものは「老人クラブJ
「政治団体J['シルパ一人材センタ ー」であった。これ

らの 5変数を除く変数では疾患数 lで参加率が低下し

ないかまたは上昇し、疾患数が 2になると参加率が低

下するという山形に変化する傾向にあった。これらの

結果から、疾患を 1つ抱えているくらいのほうがむし

ろ活動を高める場合のあることがわかる。

4) PGC:自治体退職者のPGCの平均得点、は8.1 ::t 
2. 54で、 K市調査の6.9::t 2.92に比べて顕著に高い (t

検定、 ρ<0.001)'九 PGCは、基本的属性では個人お

よび世帯収入のみに関連が認められるが、表 2に示し

たよ うに他の健康変数に比べると日常生活行動や社会

参加活動の多くの変数において関連性が認められ、老

化意識とも強く相関している。ただし、退職準備行動、

退職後の生活変化ではわずかな変数でしか関連性が認

められない。

2.就労/非就労

自治体退職者の就労率は61-65歳で71.0%、66-70歳で

48.3%であり 、わが国における60-64歳の56.3%、65-69歳

の38.7%に比べて高い附。 就業形態は臨時職員 (22.9%)

が最も多い(当該自治体では、定年後 2年更新で64歳ま

で嘱託として再就職できる)。わが国の高齢者世帯の平

均所得が328.9万I7lであるのに対して、 自治体退職者の

場合は300万円以下の世帯が8.7%と少なし、。また、 300

万円以上700万円未満に約 7割が集中し、集団内の所得

格差が小さいことも特徴である。この所得格差は主に就

労しているか否かによるものと考えられる。

就労者では、「健康」と自覚している者の割合が30.2 

%であり、非就労者の21.0%に比べてと高い (ρ<0.001)

が、疾患数、愁訴数においては有意な差は認められなL、。

退職後かかった病気にも両者の差異はない。

また、表 3にみるように、 PGCの平均得点では就労

者は8.3::t 2. 5で、非就労者の7.8::t2. 61こ比べてわずかに

高い (t検定、ρ<0.05)が、反対に老化意識尺度では

就労者が18.9::t4.6であり 、非就労者の17.0::t4.7と比

べて低い (t検定、 ρ<0.01)。老化意識の変数別では、

就労者が「体力に自信を感じているJ(ρ<0.05)のに

対して、非就労者は「おしゃれや身だしなみが面倒であ

るJ(ρ <0.001)、「他人と付き合うの面倒であるJ(ρ 

<0.05)などの対人関係からくる老化を感じていること

がわかる。

上述のような差はあるものの、就労者と非就労者の間

で社会参加度に有意差は見られなかった。ただし、社会

活動の変数別の特徴をみると、就労者が「民生委員など

公的な活動や自治会への活動J(ρ< 0.001)、 「町内・ 自

治会などの活動J(ρ < 0.01)など地域の活動に参加し
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ているのに対して、非就労者は 「趣味の会J(ρ< 0.001)、

「老人クラブJ(ρ< 0.01)など私的な集りへの参加を特

色としている。

退職準備度の得点をみると、非就労者が17.0:t4.9に

対し就労者は18.0士4.9(t検定、ρ<0.01)と高い。変

数別に検討すると就労者は「再就職準備をするJ(ρ < 

O. 001) I地域活動に参加するJ(ρ<0.05)が、非就労

者は「仕事の量を減らすJI余暇活動を行うJ(ρ< 0.05) 

が多い。就労者の方が在職中から地域活動への参加準備

を進めていたという結果がでている。一方、非就労者の

退職準備はやはり「余暇活動」が中心である。

退職後の生活の変化度は、 就労者、非就労者聞に統計

的な有意差を認めなかったが、変数別にみると若干の差

がある。就労者が「再就職したJ(ρ <0.001)のみであ

るのに対して、非就労者は 「新しい趣味や余暇活動を始

めたJ(ρ<0.001)、「無駄遣いしないようにしたJI家
族のために色々な ことをするようにしたJI学習活動J
「新しい友人を作るようにしたJ(ρ< 0.01)の割合が就

労者よりも有意に高い。

3.居住年数、居住地域およびネ ットワーク

平均居住年数は40.9:t19. 93年であり、青壮年期から

現在の居住地に長く生活する人が多いのが特徴である。

表4 退職後の気持ち・行動の変化 (因子分析)

因子

l 

定年退職は思っ定反上に大変だ、っ古一 O. 777 

定年退職は思ったほど大変ではなかっ -0.606 

家庭内で疎外感を感じることがある 0.474 

肩書きがなくなり寂しくなった 0.466 

職場の人間関係から離れて寂しい 0.423 

定年前から経済的不安を感じている 0.411 

椴をもてあますようになった O. 312 

仕事のストレスから解放された 0.009 

仕事で感じていた緊張感がなくなった O. 105 

気持ちに余裕ができた -0. 229 

地域どのつながりを深めたいLーーJで -0.056 

同じ趣味の人と関わりをもち O. 023 

家族とのつなが りを深めたい 0.002 

現役時代に得た知識を役立て 0.013 

垣間に程つ立立自町会に圏執し 0.071 

社会的地位にとらわれなくなった -0. 100 

会社の人間関係から離れせいせいした 0.027 

定年前からずっと健康に不安 O. 256 

道草量が車2E1:' 一 O. 043 

定年までに十分仕事をやり遂げた -0.080 

固有値 2.915 

81 

したが って、庁舎は都市部にあるにもかかわらず、居住

地域は 「農村部」である者が46.4%を占めていた。 この

ことは、地域活動への参加意欲や参加度とも関係する。

全体として 「地域との繋がりを深めたいと思う」 または

「少 し思う」者は74.3%に、 「退職後地域活動lこ参加する

ようにした」または「少しした」者は61.8%にものぼる

が、居住年数が長いほど、また居住地域が「農村部」で

あるほど、その傾向は強 くなる。さらに、「地域活動に

生き甲斐を感じている」者は50.8%であり、 K市の29.1 

%に比べて特徴的に高く 18) (ρ< 0.001)、 やはり居住年

数が長くなるほど、居住地域別でみると「農村部」であ

るほどその傾向が強い。

居住年数は、表 1にみるように、社会参加度や退職準

備度、さらに親しい友人数と相関している。居住年数が

長いことは居住地域に人間関係のネッ トワークを持つこ

とと同義であるといってよい。同ーの地域、とくに農村

部に長く住み続けた自治体退職者は、人間関係に動機づ

けられて在職中から退職後の地域参加に向けた準備に取

り組み、実際に退職後の社会参加度も高くなると考えら

れる。

4.老化意識

老化意識尺度は、体力への自信のなさや対人関係の億

2 3 4 5 
-0.033 -0.040 0.049 0.021 O. 193 

0.158 0.081 O. 166 O. 087 0.141 
一0.013 -0.053 0.176 O. 345 -0. 162 

0.044 -0. 100 -0.094 O. 392 0.091 
O. 122 0.201 0.027 O. 169 -0.036 

一O.039 0.092 O. 142 O. 032 -0. 237 

O. 252 -0.095 0.048 O. 279 0.173 

O. 857 0.047 0.111 0.042 0.074 
0.615 0.087 O. 156 0.088 0.001 

0.612 O. 160 0.088 -0.079 O. 108 

-0.003 0.696 -0.074 -0. 002 O. 023 
O. 053 O. 516 0.054 0.053 -0. 143 

O. 043 0.511 0.111 -0. 127 O. 145 
-0. 077 O. 482 O. 060 O. 043 O. 196 

0.069 O. 251 O. 226 0.172 -0. 050 

0.173 0.077 0.511 O. 033 O. 072 
0.268 -0. 168 0.485 O. 161 O. 134 

0.016 0.056 O. 389 O. 125 -0. 197 

0.006 0.042 O. 134 

O. 182 O. 205 0.096 

6 

2. 645 2.074 1. 291 1. 037 1. 023 

因子抽出法:主因子法 回転法 Kaiserの正規化を伴わなしい守リマックス法
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回そう思う 回少しそう思う 臼あまりそう思わない 回そう恩わない

家族との繋がりを深めたい

気持ちに余裕が出来た

現役時代に得た知識を役に立てたい

退職は思ったほと寺大変ではなかった

定年まで十分仕事をやり遂げた

仕事のストレスから解放された

閉じ趣味の人と関わりを持ちたい

地域との繋がりを深めたい

社会的地位にとらわれなくなった

仕事で感じていた緊張感が無くなった

職場の人間関係から離れせいせいした

頑固になったり自分に闘執しない

定年前から経済的不安がある
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図2 退職後の気持ち・行動の変化
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劫さなど、対象者が感じる主観的な老いの意識を測る指

標である。自治体退職者の老化意識尺度の平均得点は、

19. 5::t 4. 69であり、 K市調査の20.6士4.98より低い 19) (t 

検定、 ρ<0.001)。

老化意識は当初の予想とは異なり年齢とは全く相関し

ない。これはK市など他の調査でも同じ結果であった。

「老L、」の意識は加齢に伴うものではなく 、それ以外の

条件によって醸成されていくのである。

その一方で、表 1と表 2からわかるように老化意識尺

度は、われわれが調査した変数のなかでは、最も多くの

変数と相関関係や関連性を有する変数であった。老化意

識尺度は、居住年数、親しい友人数、退職準備度、社会

参加度、退職後の生活変化度といずれも負に相関する。

老化意識が強くなるほど社会的な活動性は低下すること

がうかがえる。一方で、老化意識尺度は、愁訴数、疾患

数とは正に、PGCとは負に相関する。つまり、老化を

意識するかどうかは健康状態にも大きく左右されるので

ある。先述したように健康に関する諸変数は社会的な活

動性の度合いとそれほど大きく関連しないけれども、老

化意識を介することで両者はつながる。したがって、老

化意識は、その人の健康を測るうえでも、社会的活動性

を測るうえでも要となる指標なのである。

5.退職後の気持ち・行動の変化

退職後の気持ち ・行動の変化を表す20変数のうち、最

も多かったものは「家族との繋がりを深めたいJ(88.0 

%)、次いで「気持ちの余裕ができたJ(82.1%)であっ

た(図 2)。反対に少ないのは、「家庭内で疎外感を感じ

ることがある」の8.1%や「屈の量が増えた」の9.1%、
「暇をもてあますようになった」の18.2%である。これ

からわかるように、上位には、退職後の変化を肯定的に

捉える変数が並んでいる。

次に、これら20変数を類型化することを目的に因子分

析を行った(表4)。主因子法でパリマックス回転をか

けたところ説明力のある因子として以下の 3因子が抽出

された。 なお、表中、 口の枠で囲った変数のCronbach

のα係数は、第 l因子が0.701、第 2因子が0.728、第 3

因子がO.599である。

第 l因子は、 「定年退職は思った以上に大変だった」

「家庭内で疎外感を感じるJ['肩書きがなくなり寂しい」

などから構成されており、退職生活への移行にともなっ

て精神的に否定的、悲観的な状態に陥っているという意

味で['retirement blueニ RBJと命名できる。第 2因子

は「仕事のストレスから解放された」などであり、文字

どおり仕事から離れて穏やかな気持ちになっていること

から「解放感」と名付けた。第 3因子は 「地域とのつな

がりを深めたいJ['同じ趣味の人とかかわりを持ちたい」
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など血縁、地縁、趣味縁にわたり人的ネ y トワ ークを拡

げたいという退職前には叶わなかった願いを表している

ことから 「縁(つながり )Jを内容とする因子であると

解釈できる。

抽出された 3因子と他の変数との相関や関連は次のよ

うであった。第 1因子の IRBJは、PGCと非常に強 く

逆棺関し、老化意識や愁訴数とも相関するが、社会参加

度とは相関しない。個別的にみても、社会参加や日常行

動の諸変数とは関連しなL、。就労 ・非就労とも無関連で

あるが、非就労者の就労希望では「今後仕事を持ちたく

ないJと関連している。自己意識の諸変数では、「自分

の出る幕がなくなったと感じるJI近所づきあいのない

場所で暮らしたL、」を肯定し、「社会と関わりを持って

生活したい」を否定 してい る。そのほか、「定年前か ら

続けている趣味がある」を否定している。

第 2因子の「解放感」は、表 4では、ど の変数とも相

関していなし、。就労 ・非就労では非就労と関連する。日

常行動では「子どもや親戚を訪問するJI孫の世話をす

る」と、社会参加では「老人クラブ」や「趣味の会Jと

少し関連する。また、「夫婦で話をしたり行動する機会」

「親戚の人と会ったり話をする機会JI近所の人と話した

りお茶を飲んだりする機会JI趣味の友達と会っ て話す

機会JI家事をする時間」がそれぞれ増えること と関連

している。自己意識では「余生を楽しんでいるJI周り

に縛られず自分の生き方を大切にしたいJI年を とるこ

とは若いころ考えていたよりよいことだ」といった変数

と関連する。退職後の行動では、「家族のため色々なこ

とをするようにしたJI無駄使いをしないようにした」

を肯定している。

第 3因子の「縁(つながり )Jは、社会参加度、生活

変化度、退職準備度とは非常に強く相関している。 また、

居住年数、親しい親戚数、近所の親しい友人数と正の相

関にあり、老化意識とは負の相関にある。ただし、健康

変数とは無相関である。日常行動では、「友人、知人と

会っておしゃべりをするJIカラオケをする」など多く

の変数と関連し、社会参加の諸変数とはすべて関連する。

解放感と同じように親戚や友人などと会う機会は増えて

いる。自己意識では「地域社会のために役立ちたいJ
「地域の活動に生き 甲斐を感じているJI人の世話をする

のが好きであるJI自分の人生にまあ満足している」な

どの変数が肯定され、「前より人の役に立たなくなった」

などが否定される。老年規範では「高齢者はもっ と社会

の役に立つことをすべきである」という変数と最も強く

関連する。退職準備では、 やはり「地域活動に参加する

ようにした」が最も強く関連する。退職後の行動では、

「地域活動に参加するようになった」に次いで「新しい

友人を作るようにした」と強く関連する。
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IV. 考察

今回の調査対象である自治体退職者は、同年代の人た

ちと比べて健康および経済的に恵まれ、再就労率も高い

集団である。しか し、退職後の生活の活動性を直接左右

する要因は、身体的健康や就労の有無ではなく老いの意

識や居住地域(ネッ トワーク)であるという結果が示さ

れた。金ら加は、中高年者を対象にした社会活動調査に

おいて、健康自己評価が高いことが個人活動に有意に関

連し、また、高齢期の就業 ・不就業に最も影響を与える

要因も「本人の健康度」であると指摘している白)。しか

し、われわれの調査結果はこれらの知見を部分的にしか

支持しなかった。 健康自己評価はこれまで簡便な自己評

価指標として国民生活基礎調査をはじめ各種社会調査に

用いられている 22)が、健康自己評価のみで健康の度合い

を測るのは不十分である 23)と言っ てよし、。簡便であるが

ゆえにこの指標に内包される健康の多義性が検討される

ことな く、多用されてきたともいえる。それは、高齢者

の調査の多くが、主に65歳以上の者や身体機能の低下の

ある者を対象却却としており、健康自己評価と活動性と

が関連することを自明の前提としていたためであろう。

しかし、今回のような初期高齢者や身体的健康に問題を

抱える者が少ない集団を対象とする場合には、少なくと

もPGCのような精神的健康を測る変数を加味しておく

必要がある。

さらに重要なのは、健康状態よりも老いの意識 自己

を高齢者としてアイデンティファイするか否かが退職後

の生活の活動性に大きく影響していることである。老化

意識は、健康とも就労状態ともネッ トワークとも関連す

る。そして、老化意識が強いほど日常生活においても社

会参加においても消極的になる。したがって、ある個人

の生の水準(ライ フレベル)を総合的に判定するための

簡便な指標としては、むしろ健康自己評価よりも老化意

識尺度のほうが有用であると恩われる。

次に、就労の有無が退職後の生活に及ぼす影響四)27)に

ついて触れておき たし、。これまでの研究では、非就労者

は家庭内役割や地域活動へと生活の重心を移行させるこ

と、これに対して再就職者にも移行はみられるものの、

依然として職業中心の生活を送ることが多いことが指摘

されている祖〕。 しかし今回の自治体退職者調査では、就

労者と非就労者の間で退職後の生活変化に違いがみられ

ない、あるいは社会参加の度合いにも差が認められない

という結果が出ている。非就労者の生活が家庭や地域な

どを中心としたものに移行しているのは認められるが、

就労者の場合も同じように家庭や地域へと生活の中心が

移行しているのである。しかし、今回の調査対象の就労

者は地域社会に貢献したいという意識が高く 、就業形態

を変化させながら社会活動に参加している。彼らは定年
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前のような経済的な必要からというよりも社会貢献活動

のー形態として就労を選択している。すでにわれわれが

行った看護者の退職調査においても就労者と非就労者の

社会活動には著しい差がみられなかった紛。 看護退職者

は一般の高齢女性より明らかに高い再就労率であり、か

っ経済的動機に基づ、く就労ではないために就労への満足

度が高いことを指摘した。今回の自治体退職者において

も似たような背景が存在しているといえる。地域社会へ

の高い参加意向も考慮すると、自治体退職者は地域社会

の維持、運営を中心的に担う人材源としての可能性を有

しており、団塊の世代の退職を目前にしたわが国におけ

る地域社会システムの再構築のためには彼らの培ってき

た能力を生かせるようにすることが急務の課題といえる

であろう。

しかし、自治体退職者の退職後の気持ちの変化をみて

みると、主に 3つのグループにわかれている。第 3因子

の「縁(つながり )Jから連想される く再就労し地域活

動も行う〉というグループは、退職準備の段階から築い

てきた人的ネ ットワークを土台にして退職後の高い活動

性を実現している。心身の健康度とこの活動性の高さが

結びつかないのもこのグループの特徴である。仕事から

の解放感や時間的なゆとりを感じている第 2因子のグルー

プは全ての変数と相関しないという、まったく異なるグ

ループである。定年後、就労や社会的な活動には興味は

ないけれども趣味や家族や友人との私的な関係は大切に

育んでいてそれなりに悠々自適の生活を送っている人た

ちである。そして、今ひとつは、定年にともなって精神

的な疎外感を感じている第 1因子 IRBJのクソレープで

ある。日常行動や就労、社会参加には際だった特徴がな

いので外見の観察からは特定するのが難しいのだが、 P

GCが低く、老化意識も強いという精神的リスクを抱え

たグループである。ただ、ケース的には少数であると考

えられる。

定年退職は個人が引退をきめるという主体的引退では

なく組織の活力維持のための制度的引退を意味する制。

今回の調査対象である自治体職員の場合も、退職後に地

域社会やその他の場において決められた役割が待ってく

れているわけではなく、退職者自らが自分のための新た

な役割を模索し、選択することが求められている。この

ような退職後の生活の意味づけもまた多様であり、個人

の自己決定にまかされるのである。それゆえ、定年退職

を新たな人生への入り口と捉えるのか、職業生活から解

放され時間的ゆとりを楽しむ私人に戻る扉と捉えるのか、

あるいは社会的役割を失い老いへと向かうネガティブな

ライフイベン 卜と捉えるのか回答者の幅は大きし、。今回

の調査結果は、日本の社会ではいまだ定年退職に対する

価値観が定まっていないことを教えてくれる。

西田厚子、堀井とよみ、筒井裕子、平英美

町本研究の限界

本研究は、自治体労働者という集団において、退職に

よりどのような変化が生じたかを分析したものである。

しかし、横断的調査としての限界があり、今後はコホ ー

ト調査を継続して、健康度の高い集団が加齢によりどの

ように変化するか捉えていきたいと考えている。
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オーストラリアにおける倫理委員会の役割と活動

江藤美和子、豊田久美子

滋賀県立大学人間看護学部

キーワード 倫理委員会、オーストラリア、参加者・研究者への倫理的擁護

I.はじめに

看護研究は日々の看護を見直し、その効果を客観的に

見つめ、そして改善、向上させていくために必要なもの

である。看護研究者は臨床の現場など看護が提供されて

いる場所で、スタッフ、患者に接し、データを収集、分

析を行っていくが、その過程においては不必要な負担、

危害を患者、またはスタッフに及ほ、すものであってはな

らなL、。そして、全過程において参加者の権利、プライ

パシーは尊重、保障されるべきである。上記のような倫

理的配慮は研究が行われる前に十分討議され、倫理委員

会は研究の内容を倫理的観点から吟味、アセスメント、

審査を行い、問題があれば取り上げ、再度考慮するよう

に研究者に指摘する。倫理委員会は、研究が行われる施

設においての監視、見張り番的な役割を担っている ので

ある。

筆者はサウスオ ース 卜ラリア州の州都、アデレード の

某州立病院において、看護研究のためのデータ収集を行っ

た。オ ース卜ラリアにおいては病院、大学などの研究施

設には倫理委員会が必ずといっていいほど設けられてい

る。筆者も研究計画書を提出し、倫理委員会の審査を受

け、いくつかの間題点を論議した後にフィ ールドに出て、

データ収集に臨んだ。本稿においてはオ ース トラリアに

おける倫理委員会の役割 ・活動、そしてリサーチにおけ

る倫理的配慮の重要さを、 筆者の経験を交えて報告を行

つ。

2006年 3月10日受付、 2006年 5月17日受理

連絡先:江藤美和子

滋賀県立大学人問看護学部

住所:彦根市八坂町2500

e-mail: meto@nurse.usp.ac.jp 

II.オーストラリアの倫理委員会への

申請に至った背景

1 .日豪共同研究の概要

筆者は2001年から2004年において、 がん看護を学ぶた

めサウスオース トラリ ア州アデレー ドにて留学をしてい

た。その際、日豪共同研究について相談を受け、日本、

オーストラリアで話し合いをもちながら進めていった。

テーマは「日本文化において末期がん患者を看取る看護

者の感情労働に関する研究Jである。研究の概要は、

「日本において、完治を望めない末期がん患者には、が

んであることは告知されていても、その予後については

話されていない場合が多L、。結果、病状の告知、治療、

最期の看取り方については、医師・ 家族で話し合われ、

看護者もその話し合いから除外さ れることが多L、。しか

し患者、家族、医師と 日々接するのは看護師であり 、そ

の聞において葛藤を持つことになる。看護師はその役割

から規定された感情を持とうとし、それが上記の葛藤と

大きなギャップがある場合、看護者は感情労働を行うこ

と、感情を管理することを強いられる。他国と比較する

ことで日本独自の文化を浮き彫りにし、またその日本文

化において、この末期患者を看取る看護師の感情労働に

ついての実情を明らかにする。そ して看護師達への支援

方法、また看護基礎教育への指針を示すことである。J1) 

というものであった。

2.倫理委員会申請へのプロセス・計画書作成

まず始めに筆者は、研究につ いて賛同を得る ために、

留学中に勤務していた病院と、緩和ケ アコースの研修を

受けていたホ スピスにて説明、および相談をしながら進
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めていった。研究を開始するにはまず倫理委員会の承認 表 1 計画書の質問内容

が必要であったので、両病院の倫理委員会責任者の方に

面会を行った。承認プロセス(図 1参照)について説明

を伺い、倫理委員会規定の研究計画様式(表 1参照)と

ガイドラインを受け取った。勤めていた科の師長、看護

研究計画発案

対象となる施設に交渉、責任者に説明

|一ヶ月 | 

施設の倫理委員会責任者の方に面会、申請用の研究

計画様式受け取り

研究計画書に計画の詳細を記入

|三ヶ月 | 

研究計画書を倫理委員会に提出

|二ヶ月| 

倫理委員会より研究計画に関する質問を受け、回答

を提出

リサーチ委員会の会議に出席。全ての委員会の承認

取得

|一ヶ月 | 

リサーチの開始

図1 研究申請から承認までの流れ

1 タイトノレ

2 研究者の詳細 名前、資格、所属機関、住所 ・電話番号 ・メーノレアドレス

3 研究タイプ ・目的

4 参加者の詳細 ・参加者募集、選出方法、参加者数

5 資金の詳細(出所、使用法)

6 研究計画、デザイン、背景、サマリ一、出版計画

7 使用される薬剤や装置の詳細(研究において使用される場合)

8 参加者の同意

参加者が研究に参加する期間

参加をするか否か考慮する時間は与えられるのか、

誰が研究について説明し、同意書を得るのか、

9 研究が患者の普段の治療に及ぼす影響について

10 研究開始時期、期間

11 データの機密性データの保管方法、期間。

12 研究において起こりうる参加者へのストレス、不快さについて。またそれに対して

の対策ロ

13 研究に於ける倫理的問題点についてどのように考える均、

参加者募集のプロセス、インフォームドコJセントの重要性、参加者の感情考慮の

重要性、データの保管 ・アクセス方法について、研究者の認識を述べる。

14 研究者の署名

15 必要書類の再チェック

-参加者用のインフォメーンヨンシート

-参加者への手紙

-書類への署名

-上司からのサポートを証明する手紙

-研究計画書

部長の賛同を得ることが出来、委員会申請への準備に取

りかかった。ホスピスにおいては、アデレードで地域緩

和ケアコーデ ィネ ーターとして活躍しているKaren

Glaetzer氏が研究チームの一員として尽力くださり、病

棟の師長にも賛同を得ることが出来た。筆者にはオース

トラリアでの研究活動に経験がなかったため、全てのプ

ロセスにおいてチームの一員であるFlinders大学School

of Nursing and Midwiferyの准教授TrudyRudge氏

の助言・指導をもとに申請を進めていった。

申請用の研究計画様式においては表 lに示す通り多岐

にわたる項目が設けられており、 Rudge氏、 Glaetzer氏

と論議しながら、一つ一つに慎重に答えて計画書を作成

した。他の必要書類である参加者への手紙、インフォメー

ションシー トも作成し、現場責任者のサポートレターも

作成依頼した。この作成過程だけでも 3ヶ月弱は費やさ

れた。 しかしかなりの時間が費やされたものの、計画書

の詳細な項目に答えていると、この研究計画にはどのよ

うな倫理的問題点、が含まれているのかを改めて認識する

ことができ、その点をRudge氏、 Glaetzer氏と話し合う

こともできた。研究においてストレスとなり得る場面、

状況を具体的に表示し、それに対する具体的な対処方法

を示す必要性を感じ、結果として研究デザイン、方法の

見直しにもつながり、非常に有益な期間を持つことがで

きた。そして計画書を20部と必要書類を病院、ホスピス

における委員会にそれぞれ提出し、審査の結果を待った

(時間的経過については図 1参照)。
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lli.オーストラリアにおける倫理委員会の役割

1.倫理委員会の構成と活動

オーストラリアにおいて、研究が盛んにおこなわれて

いる病院や大学などの施設には倫理委員会が設置されて

おり、研究に関する倫理的問題に対応している 九 研究

が行われる場合、その参加者は、身体的、精神的、社会

的、また感情的な危害から守られなけれは、ならない。

National Health and Medical Research Council 

(NHMRC)は研究における倫理のガイドラインを作成

しており、こ のガイドラインと上記の原則を基に施設は

倫理委員会を設定し、研究の全ての段階において参加者

を擁護する役割を果たしている 3)。倫理委員会のメンバー
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表3.ホスピスの倫理委員会からの研究計画書に対する質問

1 参加者の選出基準、また参加者が辞退したい場合の対処方法を詳しく述べる

2 参加した場合に報酬はあるのか。

3 資金の詳細をさらに詳しく述べる。

4 看護師を参与観察する場合、患者も観察されることになるので、

患者からも研究に関する同意書を得なければならない。

よって息者用の同意書、説明書も必要である。

5 リサーチを行う研究者にはインタビューを行う技術を持っているのか。

また、ストレスを持っている看護師に対処する能力があるのか。

6 だれがデータ分析を行うのか。

7 どの段階で参加者から同意書を得るのか

8 誰が実際にリサーチを行っているのか固

9 どの機関が保障を行うのか。

を表 2に示す。 表4.病院の倫理委員会からの研究計画書に対する質問

表2. オース卜ラリア 倫理委員会のメンバー

1 委員長 (研究した病院では医師であった)

2 医療専門家ではなく 、かっ研究施設、機関に所属していない男女 名

ずつ

3 リサーチエリアに知識、経験を持つ人物を畳低 名

4 聖職者または同様 の役割を地域で行ってい る者

5 法律家

施設において患者やスタ ッフなど人に関連した研究を

行う場合、研究者はその内容を記した計画書を倫理委員

会に提出する。筆者が関わった病院の倫理委員会は、年

間約150もの研究計画書申請を受け、そのうち30%が看

護研究に関するものであ った。委員会は提出された研究

計画書を通じて研究内容、 プロセスなど全ての側面を吟

味、そして倫理的な問題点について議論し、実際に研究

が行われることに問題がないかどうかを最終的に決定す

る九 委員会は同時に研究者が研究を行うのに十分な資

格、経験を持っているのかも吟味し、しかるべき監督者

が研究チ ームに存在しているのかも問い、その得られる

データのマネージメン卜方法についても厳しく質問する。

よって、計画書には研究に関する詳細すなわち研究デザ

イン、研究者の詳細、対象となる参加者、データの収集

方法、処理の仕方などについて指定のフォ ームに記載さ

1 オーストフリアにおいてこの研究を行う意義について

2 インタビューのサンプノレクエスチヨ J とリサーチの関連性について

3 病院にて少ない数の看護師を参加者として選ぶことで、だれが参加者であったか

が特定されるのではないか。

また少ないサンプノレで十分なデー夕、結果が得られるのか。

4 参与観察のプロセスについて詳しく述べよ。参与観察は看護師のみ

ならず、彼らの患者どの関係にも影響を及ぼすのではないか。

5 感情労働についてさらに詳しく述べよ。

2ヶ月を要し、結果は研究者宛に送られて くる。筆者も

計画書提出から約 2ヵ月後返答を受け取った。委員会か

らの研究計画書に対する質問は表 3、 4の通りである。

表に示された疑問点、明らかにすべき点について再び

Rudge氏、 Glaetzer氏と話し合い、回答を委員会に再提

出した。また倫理委員会から指摘された点(表 5参照)

をインフォメ ーションシー トに付け加えて記載した。こ

れら全ての点を参加者に説明した上で同意を得るべきで

あることも委員会からのアドバイスにより認識し、その

旨についても手紙に書いてあわせて再提出し、審査の結

果を待った。

また、研究協力を依頼したホスピスには倫理委員会と

は別にリ サーチ委員会が存在する。このホスピスでは数

多くの研究が行われており、よって似たようなテーマの

研究が同時に行われていることも有り得るので、リサー

れなければならない~ そして月に一度の割合で聞かれ 表 5. 倫理委員会からの指摘によりインフォメーション

ている倫理委員会にそのコピーと必要書類を提出し、審 シートに付け加えた事項

査の結果を待つのである。

2.倫理委員会の審査

倫理委員会は、研究が行われるのに十分に練って構成

されているのかどうか、また十分に厳格さ、安全性を持っ

ているのかどうかを考慮し、審査するO その審査には 1-

1 

2 

3 

4 

研究者はこの研究から利益を受けるものではなく、リサーチにかかる費用のため

に資金は使われる。

参加者が研究によりス トレスを受けた場合、 研究参加を辞退し、カウンセリング

サービスを受けるなどの保識を受け、 忌小限に抑えることができる。

得られたデータは倫理委員会の監査のために、そのメンパーが閲覧する可能性が

ある。

リサーチの行程、分析法、その使用については全てインフォメ ーンョンシー トに

記載する。
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チ委員会は参加者が重複していなL、かどうか、また各研

究が参加者の負担となっていな L、かどうかを審査する。

このホスピスにおいては両委員会の承認がないと研究を

開始することはできなし、。筆者と研究チ ームはリサーチ

委員会の規定する様式に記載し (研究目的、研究者の詳

細、期間、参加者数など)、提出、そしてリサーチ委員

会会議に出席した。研究の趣旨についてプレゼンテーショ

ンし、質疑応答を行なった。主な質問内容は表 6に示す

通りである。

リサーチ委員会からの質問に答え、後日委員会全員の

賛成を得られることができた。そして、両委員会の承認

の下に、ホスピスの師長を通じて参加者を募り、研究を

行っていった。

表6.リサーチ委員会からの研究に関する質問

l 参与観察は宥護師iこ焦巨を逝いたものか、それとも看護師と患者の両者に置いたもの

カ'0

2 文化がどの様にリサーチの目的、得られるデータと関連しているのか。

3 得られたデータはどのように分析されていくのか。

4 日本の倫理委員会の実情について

5 インタビュー、 参与観察の手順について。参加者、患者にとって負担とならないか。

誰がそのプロセスを監督するのか。

6 参加者の選出方法

3.研究承認後の倫理委員会の活動

筆者は研究の問、倫理ガイドラ インと審査を受けた計

画書を事あるごとに見直し、自分の行っている研究行為

が倫理にかなっているものかどうか、参加者の領域に踏

み込みすぎてはいないかなど、自分自身の行為の振り返

りにとても役立つものとなった。委員会は審査の終了後

も研究が行われる問中、 倫理的に問題な く行われている

かどうかをモニタ ーした。もし研究参加者に有害な影響

が及んだ場合、研究計画に変更があった場合、また研究

の倫理的側面に影響が及ぶような状況が発生した場合に

は、研究者は直ちに倫理委員会に報告することが義務付

けられている。また研究者は年に一度、または研究が終

表 7 倫理委員会への研究報告書内容

1. リサーチタイトル

2. 研究者名

3. 研究の進行状況

4. 簡単な研究経過報告、予定研究終了時期

5. 参加者人数

6. リサーチにおける変更など報告すべき事項

7. データの保管についての確認

8. 署名

江藤美和子

了した際には、研究施設の倫理委員会に報告書を提出す

ることになっており、期間延長申請時など必要時には研

究許可の更新も 申請しなければならない。報告書には表

7に示す内容を記載するこ とが義務づけられている。委

員会はまた、研究者、参加者、またその他研究に関与し

ている人物からの苦情や問題にも対応する 2)。そして、

研究を承認した後においても、研究を続けることが関係

者に倫理的危害、健康、権利に影響を及ぼすものである

なら、委員会は承認を取り 消 し、研究者は研究を中止し

なければならない九 こう して研究全行程が終了するま

で倫理委員会は研究の過程に関与し、倫理的観点より監

視し続けるのである。

N. まとめ

倫理委員会は研究の全過程において倫理的観点から関

与し、参加者が心身的負担、危害を受けることから擁護

する。また倫理委員会から指摘を受けることで研究者も

倫理的問題を自覚し、研究が倫理にかなったものになる

ように活動を行っている。委員会自体も、その活動、記

録について、NHMRCにより監査を受ける 2)。こうして

倫理委員会は、研究施設、また研究者にとっての公正な

監視役となっており、参加者、研究者を倫理的危害から

守っているのである O

今回アデレー ドにおいて研究に関わり、研究計画書を

作成する際にもその作業の膨大さ、倫理委員会の厳格な

審査に少なからず戸惑いを感じたこ とがあった。 しかし

その壁に当たる度に、看護研究における倫理の重要さを

学び、研究における倫理の配慮を自覚する ことにもなり、

研究実践に役立てることにもつながった。研究者にとっ

て倫理を守るということは、参加者を身体的、 精神的、

社会的危害から守ることだけでなく 、研究者自身をも守

ることにもなる。日本においても看護研究は盛んに行わ

れてきており、多くの研究 ・医療施設には倫理委員会が

設置されている。また、日本看護協会が規定する倫理ガ

イドラインは研究を行う上での倫理的指針となっている。

しかし、日本においては、オーストラリアにおけるNH
MRCのような倫理委員会の中心的役割を果たす機関が

確立していないために、委員会の責任の範鴎、審査方法

などは機関によっ て異なってくる可能性がある。公正な

審査にはオ ース トラリアにおけるNHMRCのような 中

心機関、そして機関聞を結ぶネッ トワークが必要ではな

し、かと思われる。

最後になりましたが、本稿執筆にご協力いただいた皆

様に深 く感謝申し上け、ます。
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フォーラム

平成17年度人問看護学部FDの活動状況

a 司v
a存仰'H4<<-う移m仰タ

1. はじめに

ファカルティ・ディベロップメン卜 CFacultyDevel-

opment 以下FD)の概念も狭義と広義に分けられるが、

大学審議会の答申の定義が一般的である。それによれば

「大学等の理念 ・目標や教育内容 ・方法について組織的

な研究 ・研修 (ファカルティ ・ディベロップメント)を

推進することが必要である。JC大学基準協会 1989年)

と定義している。これは狭義の概念といえるが、授業を

中心に個々の教員の教育 Cteaching)に関する能力や技

術を組織的に研究 ・研修を行なうことで資質の向上や開

発することを意味する。

人間看護学部のFD実行委員会は、活動を開始しては

や 3年を経過した。その活動は前任のFD実行委員会メ

ンバーのたゆみない努力とその成果であり、 2年間の立

ち上げを経て 3年目を終わろうと してい る。 2年間の活

動を受けて、今年度のFD実行委員会は成果を踏襲しな

がらも新しいことへの挑戦も含めて活動を実施した。以

下は FD概念の具体としての人間看護学部FD実行委員

会活動の概要である。

ll.活動内容

平成17年 4月に、人間看護学部は開設 3年目となり 20

名の編入生を向かえ，教育 ・研究ともいっそう充実し基

盤を形成していくことが望まれた。過去 2年間の FD実

行委員会において蓄積された成果を活用しながら，今年

度の目標は、1.看護学教育に求められる教育 ・授業資

質の向上のための学習とその構築、 2.授業評価に関す

る資質の向上とその独自な取り組み、 3. 看護研究方法

2006年 3月10日受付、 2006年 5月17日受理

連絡先:森下妙子

滋賀県立大学人問看護学部

住所:彦根市八坂町2500
e-mail: morishita@nurse.usp.ac.jp 

人間看護学部FD実行委員会

に関する資質の向上、 4.在外研修報告会と広報、であり

年間の課題として取り組んでいくことをFD実行委員会

として決定した。

1.看護学教育に求められる教育・授業資質の向上のた

めの学習とその構築 (担当 :森下・本田)

平成17年度は、 4年制の大学として人間看護学部 3年

目を迎え看護教育、特に各領域別実習が始まり学生が充

実して学べる環境整備と看護教員の資質向上が求められ

た。 3回生の領域別実習では、看護技術等の指導の悩み

も含め中間としての形成評価を行う時期となった。そこ

で教員のニーズが多い実習評価についての講演を実施し

た。さらに後半の第 2部は教員と講師のディスカッショ

ンの場を設けた。

第 3回人間看護学部FDフォーラム

日時平成18年 3月22日(水)13・00-16: 30 

第 1部講演会 テーマ「看護学実習の方法論とその評

価方法」

講師東海大学健康科学部学部長教授藤村龍子先生

第 2部学部教員研修教員と講師のディスカッション

参加者数:第 1部学部内27名 学 外65名第 2部 23

名

2.授業評価に関する資質の向上とその独自な取り組み

1)授業評価を実践的に進める講演・研修・研究会 (担

当:甘佐 ・米国)

前年度は授業評価の取り組みについて視察を中心に

学習し報告してきた。それらを受けて今年度は各教員

が授業評価を意識できるような企画として教員全体を

対象とした講演会を行うことになった。

第 2回 人間看護学部フォーラム

日時平成17年12月26日(月)10: 00-14 : 30 

第 1部 テーマ「授業評価を授業改善に生かすには」

講師神戸大学教授米谷淳先生

第 2部午後教員とのディスカッション
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参加者数・学部内教員26名、学部外教員 2名、学外者25

名第 2部 18名

2 )看護学教育における効果的な授業評価の実験的取り

組みと開発 (担当 :豊田・比嘉 ・甘佐)

今年度は、昨年度の「看護教育評価専用ソフトの開

発」に引き続き、ワーキンクグループと位置づけて活

動が続いた。ソフ ト開発から実用化に向けての時期と

なり、人問看護学部において看護教育評価専用ソフ ト

の説明会を 2回実施した。

森下妙子

意欲に繋がった。またFD実行委員会活動レタ ーは、前

年度に引き続き、委員会活動の状況を全教員に共有でき

る目的で 4回発行した。ホ ームページも作成し広報活動

に努めた。

ill.今後の課題

FD実行委員会活動は 3年を経過した。上記の目標 4

点について充分な活動であったか評価はその都度実施し

報告してきた。しかし、①各教員が目的を持って積極的

に参加 ・創造できる研修会、②教員の教育・研究に関す

る資質の向上への貢献等課題がありさらに精査が必要で

第 1 回日時平成18年 2 月 15 日(水)10 ・ 00~ 1 2 : 00 

第 2回日時平成18年 4月12日(水)10:00~ 1l : 00 

第 l回目は、看護教育評価専用ソフトを使い、人間看

護学部独自の授業評価を行うための
表 1 在外研修報告会概要

研修会を開催した。参加者はFD実

行委員会メンバーを中心に、授業評

価を実際に行う授業担当の教員であっ

た。第 2回目は全教員に呼びかけ実

施した。今後はこのツ ールを如何に

活用するかである。人間看護学部独

自の授業評価専用ソフト開発であり、

各教員が授業評価の意義を理解し活

用できるよう、次年度の課題として

今後も検討していく。

3.看護研究方法に関する資質の向

上 (担当:竹村・西国)

1)国際的視野に立った研究開発を

進めるための講演会

第 1回人間看護学部フォ ーラム

日時平成17年 8月30日(火)10: 

00~14 : 30 

第 1部 テーマ「質的研究の実際」

講師大阪府立大 学教 授 羽山

由美子先生

第2部講師と教員のディスカッショ

ン テーマ「質的研究に取

り組むために」

参加者数・学部内教員16名、学外者

21名第 2部 15名

4.在外研修報告会と広報(担当:

大脇・嶋漂)

平成17年度の在外研修報告会は、

7名の教員が海外での国際会議や各

自の研究テーマについての学びを報

告した。内容は多岐に渡り教員のディ

スカッションを通して学習の場とな

り、参加者に多くの示唆を与え研究

開催日時 ・場所

平成 17年 6月 29日

(水)

16:30-18:30 

平成 17年 9月 28日

(水)

16:30-17:30 

平成 17年 10月 26日

(水)

16:30・17:30

平成 17年 11月 30日

(水)

16:30-17:30 

テーマ ・講師 研修先 参加人数

4年毎 ICN大会 m台湾に参加して 台湾台北 学部内 25名

土平俊子教授

第 23回 ICN大会における学会発表 台湾台北

の報告

流郷千幸助手

日本文化における自己の性質 ミシガン州立大学

Denise Saint Arnault 研修員 より滋賀県本学部

へ研修

1 CMブリスベン大会に参加して オーストラリア 学部内 26名

岩谷澄香教授 ブリスベン

第 27回 rCM大会の報告 オーストラリア

嶋津恭子助手 ブリスベン

l.2005年国際合同微生物学会 アメリカ合衆国 学部内 15名

(IUMS 2005)への参加・発表 カリフオノレニア州 学部外 3名

2米国立衛生研究所(NIH)と米国の メリーランド州

エイズ治療 ・教育について

山田明教授

中国の看護と教育 滋賀県海外技術

蒋小舟i研修員 研修

中国湖南省中南大学

看護学院大学院より

研究目的にて来日

本学部に滞在

ハワイ州におけるアンケート調査 アメリカ合衆国 学部内 20名

の実際 ノ、ワイ州

竹村節子教授 ホノノレノレ市
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ある。地域に聞かれた大学の役割として学外の人々への 今後も教員相互の教育 ・研究の啓発や能力開発等に貢献

学習の場も提供してきた。 できるFD実行委員会を目指したし、。

FDの概念、さらには人問看護学部の理念に立ち返り、

"....学割 Z拙m J ぷ~ J ~帽 腕 11.1

専属門 時 FO.員会活動レターNO・，I 盟鞭11I輔 17輔 FD署員会活動レタ寸0・2

昨'lp安濃絡に発行されていましたFO会員会?活動レタ に引き桂き1をして本年度も随時話勧掃きを

行うこととな附ました命先生)jsI人お1人の人周警竣学旅FD活象叫"ニ望剖牡ご協力、劃こありがとう

ございまれ肱こ今年度も、折り返し也ベを過ぎましたカ¥今後とも引き絞き FD活動へのご協力をどうぞ

宜し<1":廻船叫、たしまれ

..直下FO・a・-鼻骨do'I**

大学での日々の教育務究、そし C億円起こる身近な学生の附恨事 さら

には各国凋の.J際的な教'fJ問題にいたる支で、思たち教員I孟多くの援組を組

えながら 教育活動に溢遜しています.そしで大午における教育活動の向上

は、各教員の資質開発にかかっていると言われていま九

FD委民会としては教貝の敏育能力開倉のため附 Fn委員畏はじめ委

員の先生方の鰐カによηこの 2年間大き〈前進しながち今日に蓋りました，

それは産みの苦しみであったと宮えますーいよいよ工れからは成隻を主眼と

喝る時鱗に入り、前平度までの成巣の上にさらに引き続き FD委員会とし

います~ FD ~n会の同僚を途成するため、今後さらに教民の教育箆カ繍篭に宵献できるよう 委縄

ー阿努力したいと思勺てお"ますので各先令方のご惚JJをよろしくお願い'H上げまr，

I平成 17年度人問看護学部FD年間計画1

お知らせ

ドI)l!:般会"大噛勾において::;.，問 看縫学部のみの"働であり、開n:~当初より 多〈の4r，1;:1I繍が

"ηま寸個
この話，."の認知唱症を高めるべ<.!OJ:lより 大学内全体iニFD7建一ラムなど訊動のご案内をさせ

て慣くこと.'::'/..:りましむ 10)1鎚 Ht1.冴日儲伝外研修雌告会終f後は沼際交流議ぬ会ど10ftでセミ
サ ーを問機し乍節外必・らの~!ll t.もゐりまし^.

FDフォーラム

第2陶冶卦研修鯵告会

取劇場-・"網喧"・"‘"蜘o • 時 9Jt28lJ ω0"潔ト"∞

泊所理9・8聴会.賞。.剖"
."'VII敏'"島

首長 沼 16::t(l--ロ∞ flCMプリスペン夫会に$加してl 掛谷糟WfI:捜

岩谷先生からは字会".の
内省だりではな<，101の変
遷や学会語、開催されたオ

ストラりアプりスベンの様
子、線住民の助産認鋤などに
ついてもご総介{民きましたー

17:0ト 17:30 r第"闘 ICM大会の報告1 ・様相己防J平

崎海先生からは学会 ~ilの

内容と併せて学会議衰を行
，1ヒU本即，'"学会闘..助
旗協働委員会の活動につい

てもご縦介，.き ご'..~復

よ223Yした塙l臨附凶川府向山公開づ円以ーついて川町 曹里E圃園田幽~・ ttcftMm

制!2??之内尋問乙2こ;;;
年も改まり、本年度のFD餐員会話勧も大筋めを感え 3月

の敏有縁者貨を俊すのみとなりました.この活動め.11(制度を高め

るべ<.大柏崎外〈の認，..のご務内をさせて頂〈肱lIi'奇縁演

などのVTR直輝も欝積しつつあります.ご-'"加すなかった

活動については、VTR絡をご活用頂けれ#t思います.

FDフォーラム

第4固在外研修報告会

日 時 1I fl3 0 B 附 16:30日 17:00

場 所看護機会S隆司監 (EO-201) 

多加者数 2 O~払

4諾・

被 姐 r，、ヮイ州におけるアyケート慣査の'"瞭j 入問看復学郷竹村節子 教凌

平成、8年3.1'l22S(水}

海外での研修領告に加え、海外にお1;るアンケー ト調進の乎続き

の方法について、 CIT[(CoUJ'8e皿 色bePTOtection of Hum岨

Reaearch Subjects)についても鉾繍な資"とともにご紹介を頂いて

の勉鋼会となりました._m者の務外罵査への興味は大舎く _"'llからは沢山の質問が

あり 橋発な虚見交換もありました.

.1.13∞ -15:00公冊セミナー寝息 f肴感学実習の方法愉と鰐個防出

1M‘東海大学・厳科学務掌oll.併傭子総漫.2f11!市5:15-16∞学錫a像処研修鹿材先生と入問看霞学鯵綾S祉のe畿会

財13?なFO署員叫こ;;;
み年度Al後のFD委員会活動レターとなりました.委員会の活動は 3R2 2日(ぷ)の

FDフ..ーラムを最後に、全て無事終了量生しました.

FD委段会答員長候修

近儀では伎の朔花宜賓がmされましたが、人問看護学館では白梅が満開を迎えるこの頃とな

りました.さて .Rに FD寄与員会がメンバ}を半分交代し発足して依鎖、早いもので l年が経

過いたしました.今年度の事業として、①3田の外穂積舗による FDフォーヲムの開催、 申4

回 74院の先生方のご嵐カによる在外研修報告会 骨11m先生を中心に授業符舗のワ}キンググ

ループによる者鍾学綜怠自の侵秦霊平仮ツールの完成 (j)，田の FDレターの発行等.

人側看樋さ~郎 FD 委員会の目標達成のため、 FD 後員一同努力して

まいりました.

本学的のすDの観念である f看護学系教員の教育能力の開発Iの

一助となったかを来毎に聞いながら線鑓を腕織にし、1l:年度に活かし

たいと思っております.教員の皆犠方、今年度のご陰力省慮うござい

ました.どうぞ来年度もよろしくお聞いゆし上げます.

平成 J7年度援策県立大学人間活復学部FDフォーラム

日時 3月 22日{水}

.，飾 13凹 15回公梼セミナー演置 r者復学実習の方途蹟と野信方出

IUI 東海大掌健康科学郵学繍長樽将様子敏慢

JJI 所 第 1郎人!穂署護特醐第1中講義重量 E5-101 

_J湾市数 第 11111学徳内27名 目P外 654品

隊始鈴畳付風祭

図1 FD実行委員会活動レターNo ， 1~No.4の表紙



96 森下妙子

平成17年度FD実行委員会メンバー 筒井裕子、竹村節子、大脇万起子、西田厚子、甘佐京子、

嶋津恭子，本田可奈子，米国照美

ワーキンググループ 豊田久美子，比嘉勇人，甘佐京子

委員長 森下妙子(文責)



人間看護学研究投稿規定

1.趣旨

この規定は、人問看護学研究の発行に必要な事項を定

める。

2.発行

原則として毎年度 1回発行する O

3.投稿者の資格

原則として、滋賀県立大学人間看護学部の教員等が、

第一著者あるいは共著者であること。ただし、人問看護

学研究編集委員会(以下「編集委員会」という)から依

頼された原稿に関してはこの限りではなし、。また、滋賀

県下の関係者については、編集委員会の判断により投稿

を認める場合がある。

4.原稿の種類

(1)原稿の種類は、下記の通りとする。

原著論文:独創的で、新しい知見や理論が論理的

に示されており、論文としての形式が整ってい

るもの。

総説:ある主題に関連した研究 ・調査論文の総括

および解説

研究ノート:内容的に原著論文の域に達していな

いが、研究結果の意義が大きく、発表の価値が

あるもの。

活動と資料:看護活動に関する実践報告、調査報

告、有用な資料なと、。

フォーラム:人問看護に関わる海外事情、関連学

術集会の報告、および掲載論文に対する意見な

ど。

書評と紹介:内外の人間看護学研究に関係する図

書，論文および研究動向について批評，紹介を

おこなうもの。

学部広報:人間看護学部の動向や記録事項など。

(2)原稿の種別は著者が行うが、編集委員会が種別変

更を求める場合がある O

5.原稿の制限事項

(1)投稿原稿は、国内外を問わず未発表のものに限り、

重複投稿は禁止する。

(2)原稿は刷り上がり(原稿1頁は2400字)で、写真 ・

図表を含めて下記の制限枚数内とする。

原著・総説 ・研究ノ ー ト:12頁以内

活動と資料 6頁以内

他の原稿は 2頁以内とするが、学部広報は制限

を設けない。

6. 倫理的配慮

人および動物が対象である研究は、倫理的な配慮がさ
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れており、原稿中にもその旨が明記されていること。

7.投稿手続

(1)原稿を 3部(うち 2部は複写でも可)を編集委員

会に提出する。

(2)最終修正原稿を提出するときには、本文をワ ー ド

形式で、図表をワード ・エクセル形式で保存し

たパソコン記憶媒体 (FD、CDなど)を添付す

る。

(3)提出場所

持ち込みの場合 ・編集委員会

郵送の場合:封筒の表に「人間看護学研究原稿」

と朱書きし、下記に書留郵送する。

干522-8533 彦根市八坂町2500

8.原稿の受付

滋賀県立大学人間看護学部

人問看護学研究編集委員会

上記 7の投稿手続を経た原稿が、編集委員会に到着し

た日を受付日とする。なお、 受付した原稿等はオリジナ

ルを除いて理由の如何を問わず返却をしない。

9.原稿の採否

(1)原稿の採否は査読を経て編集委員会が決定する。

(2)査読結果により原稿の修正を求めることがあるが、

修正を求められた原稿著者は、編集委員会の指定

した期日までに内容修正を行い再投稿すること。

指定された期日以降に再投稿された場合は、原則

として新規受付の取り扱いをする。

10. 著者校正

査読を経て、編集委員会に受理された最終原稿につい

ては、著者校正を 1回行う。但し、校正時の加筆は原則

としてZ忍めない。

11.執筆要領

原稿の執筆要領は別に定める。

12.著作権

原稿内容についての第一義的責任と権利は著者に帰属

するが、原稿の編集 ・出版および電子情報化など 2次的

使用に関する権利は、編集委員会が著者から委託された

ものとする。

なお、著者が電子情報化を希望しない場合は、投稿時

に編集委員会に文書で申し出ることとする O

13.掲載料・別刷

掲載料は無料とする O 但し、特殊な図表等で特別な経

費を要した場合には著者負担とする場合がある。別刷は

希望者のみとし、費用は著者負担とする。
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原稿執筆要領

1.原稿構成

(1)投稿原稿の構成は原則として以下の通りとする。

抄録:研究の「背景JI目的JI方法JI結果JI結

論j にわけて、見出しをつけて記載すること。

(1.000字以内)

キーワード・6個以内

1.緒言:研究の背景・目的

II.研究方法:研究、調査、実験、解析に関する

手法の記述および、資料・材料の集め方

m.研究結果:研究等の結果・成績

N.考察・結果の考察・評価

V.結語・結論

文献 .文献の記載は、 2.(9)に従う。

(2)表紙上段には、表題(英文併記)、著者氏名(ロー

マ字氏名併記)、所属機関名(英文併記)、キーワー

ド(英単語併記)、希望する原稿種別を記載する。

(3)表紙下段には、本文・図表・写真の枚数、および連

絡先(氏名 ・所属機関名 ・住所・電話およびファッ

クス番号・E-mailのアドレス)を記載する。

(4)原著論文には、英語抄録をつけること。その他の

原稿の場合は、英文抄録を省略することができる。

(5)英文抄録 (Abstract)は、 Background'Objective' 

Method' Results' Conclusions' Key Wordsの

構成とし、 500語程度とするが、 1ページを英文抄

録にあてるため、その範囲を超えなければ500語

以上を認める。

(6)英文原稿の場合は、英文抄録と同様の要領で和文

抄録をつけること。

2.執筆要領

(1)原稿は、パーソナルコンビューターで作成する。

(2)原稿はA4版横書きで、 1頁1200字 (40字X30行)

になるように作成する。

(3)原稿は、原則として、新仮名づかい、当用漢字を使

用する。

(4)外国語はカタカナで、外国人や日本語訳が定着し

ていない学術用語などは活字体の原綴で記載する。

(5)数字は算用数字を用い、単位符号は原則としてSI

単位 (kg、mg、mm、ml、kcal、℃など)を用いる。

(6)国際的な共通語を使用し、一般的に認められてい

る略語以外は説明なしでは使用しないようにする。

特定分野でのみ用いられる略号、符号などに関し

ては、初出時に簡単な説明を加える。

森下妙子
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(7)図・表および写真は、それぞれ図 1、表 lなどの通

し番号をつけ、本文とは別にまとめ、本文原稿右

欄外にそれぞれの挿入希望位置を朱書きする。

(8)文献は、本文の引用箇所の肩に1) 2)のように半

角上付き番号で示し、本文の最後に引用した番号

順に整理して記載する。雑誌略名は邦文誌では

医学中央雑誌、欧文誌ではINDEX MEDICUS、

INTERNATIONAL NURSING INDEXに従

うものとする。

(9)文献の記載方法

雑誌の場合:著者名、論文名、雑誌名、巻・号、頁、

発行所、発行年の順に記載する。

単行書の場合:著者名、書名、版、引用頁、発行所、

発行年の順に記載する。

単行書(分担執筆)の場合・著者名、分担章標題

名、編集名、書名、板、頁、発行所、発行年の順に

記載する。

訳書の場合:原著者、書名、発行所、発行地、発

行年、訳者名、書名、頁、発行所、発行年の順に記

載する。
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